
は

じ

め

に

一

行
政
決
定
へ
の
市
民
参
加
な
い
し
住
民
参
加
手
続
の
機
能
と
し
て
は
、
一
般
に
、
情
報
収
集
機
能
、
権
利
保
護
機
能
お
よ
び
民

主
化
機
能
が
挙
げ
ら
れ
る
。

(

�)

こ
れ
ら
の
機
能
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
的
に
併
存
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
相
互
に
重
複
し
て
い
る
も

の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
幅
広
い
市
民
参
加
手
続
を
通
じ
て
、
計
画
策
定
が
予
定
さ
れ
て
い
る
地
区
の
地
域
的
特
性
や
住
民
の
社
会

的
構
成
に
関
す
る
正
確
な
情
報
が
収
集
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
策
定
さ
れ
る
計
画
の
内
容
は
、
そ
の
よ
う
な
参
加
手
続
を
経

ず
に
計
画
を
策
定
す
る
場
合
と
比
較
し
て
よ
り
適
切
な
も
の
に
な
る
と
予
想
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
同
時
に
、

策
定
さ
れ
る
計
画
が
地
域
住
民
な
ど
の
利
害
関
係
人
の
権
利
利
益
を
不
用
意
に
損
な
う
と
い
っ
た
事
態
を
避
け
る
こ
と
に
も
つ
な
が

る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
参
加
手
続
の
三
つ
の
機
能
の
う
ち
、
情
報
収
集
機
能
と
権
利
保
護
機
能
の
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
は
明
確
で

あ
り
、
ま
た
相
互
の
関
係
も
把
握
し
や
す
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
民
主
化
機
能
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
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民
主
化
機
能
と
い
う
場
合
の
「
民
主
化
」
の
意
義
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。｢

民
意
の
反
映
」
と
い
う
意
味
か
と
も
思

わ
れ
る
が
、
利
害
関
係
人
の
意
思
を
行
政
決
定
に
反
映
す
る
こ
と
が
権
利
保
護
機
能
を
果
た
す
と
は
言
え
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
民

主
主
義
の
要
請
な
の
だ
ろ
う
か
。
利
害
関
係
人
に
と
ど
ま
ら
ず
、
市
民
一
般
を
手
続
に
参
加
さ
せ
、
市
民
の
意
向
を
幅
広
く
行
政
決

定
に
取
り
入
れ
る
こ
と
を
「
行
政
の
民
主
化
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
も
そ
も
市
民
一
般
の
意
思
は
法
律
な
い
し
条
例

の
中
に
表
現
さ
れ
て
お
り
、
行
政
活
動
を
そ
の
よ
う
な
法
律
・
条
例
で
拘
束
す
る
こ
と
こ
そ
が
「
行
政
活
動
の
民
主
的
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
」
の
核
心
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
計
画
策
定
の
際
に
広
範
な
市
民
の
参
加
を
求
め
れ
ば
、
そ
れ
だ
け

多
く
の
有
益
な
情
報
を
集
め
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
り
、
そ
れ
は
計
画
内
容
の
妥
当
性
の
向
上
に
繋
が
る
が
、
そ
れ
は
「
計
画
の
民
主

化
」
と
呼
べ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
決
定
の
受
容[

A
k

ze
p

tan
z]

を
高
め
る
こ
と
も
民
主
主
義
の
要
請
で
あ
る
と
し
、
参
加
手

続
は
行
政
決
定
の
受
容
を
高
め
る
の
で
民
主
化
機
能
を
果
た
す
と
言
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
決
定
の
受
容
は
民
主
主
義
の
問
題
な

の
だ
ろ
う
か
。

二

市
民
・
住
民
の
参
加
に
民
主
化
機
能
を
認
め
る
学
説
は
、
民
主
化
機
能
の
意
義
な
い
し
そ
の
内
容
を
い
く
つ
か
の
点
に
見
出
し

て
い
る
が
、
お
お
ざ
っ
ぱ
に
分
け
る
と
、
ま
ず
、
行
政
権
限
の
多
く
に
広
範
な
裁
量
が
認
め
ら
れ
て
い
る
な
ど
、
国
会
が
制
定
す
る

法
律
が
必
ず
し
も
行
政
活
動
を
拘
束
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
と
い
う
認
識
に
基
づ
く
見
解
が
あ
る
。
行
政
に
広
い
裁
量
が
認
め
ら

れ
て
い
る
場
合
、
法
律
に
よ
っ
て
授
権
さ
れ
さ
ら
に
そ
の
規
制
を
受
け
て
い
る
こ
と
の
み
で
は
行
政
活
動
を
正
当
化
す
る
に
は
十
分

で
な
い
と
し
、
行
政
手
続
を
行
政
決
定
へ
の
民
意
の
反
映
の
手
段
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
そ
れ
で
あ
る
。

(

�)

ま
た
、
特
に
、
都
市
計
画

決
定
手
続
と
し
て
の
公
聴
会
や
意
見
書
提
出
手
続
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
「
公
益
の
た
め
、
す
な
わ
ち
、
よ
り
よ
い
行
政
決
定
を
行
う

た
め
に
住
民
参
加
を
通
じ
て
行
政
の
意
思
決
定
に
住
民
の
意
思
を
反
映
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
」
で
あ
り
、｢

民
主
主
義
の
見
地
か
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ら
要
請
さ
れ
る
も
の
で
、
機
能
的
に
は
議
会
の
立
法
手
続
を
補
完
す
る
」
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

(

�)

こ
の
見
解
は
、
参
加
手
続
を
、

国
会
制
定
法
律
を
通
じ
た
民
意
に
よ
る
行
政
の
拘
束
を
補
う
も
の
と
捉
え
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
別
の
論
者
に
よ
れ
ば
、

｢

立
法
過
程
へ
の
行
政
官
僚
の
広
範
な
参
与｣

と
い
う
現
状
を
踏
ま
え
る
と
、｢

行
政
活
動
に
対
し
議
会
を
通
じ
て
民
主
的
コ
ン
ト
ロ

ー
ル
を
行
う
、
と
い
う

『

法
律
に
よ
る
行
政
の
原
理』

の
拠
っ
て
立
つ
基
盤
は
、
少
な
く
と
も
相
当
程
度
現
実
に
は
失
わ
れ
て
い

る｣
(

�)

の
で
、
例
え
ば
不
当
表
示
の
内
容
を
決
め
る
た
め
に
公
正
取
引
委
員
会
が
開
催
す
る
公
聴
会

(

景
表
法
五
条)

は

｢

広
く
情
報

を
収
集
す
る
と
い
う
目
的
と
と
も
に
、
い
わ
ば
一
種
の
立
法
活
動
に
際
し
要
求
さ
れ
る
民
主
主
義
の
要
請
に
も
類
似
し
た
も
の
を
持

っ
て
い
る｣

(

�)

。

次
に
、
利
害
調
整
に
着
目
す
る
見
解
が
あ
る
。
公
益
と
私
益
の
二
元
的
対
立
に
と
ど
ま
ら
ず
、
利
益
状
況
が
は
な
は
だ
複
雑
な
現

代
行
政
に
お
い
て
は
、
関
係
人
の
参
加
を
求
め
て
そ
の
手
続
の
中
で
予
め
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
得
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ

は
民
主
主
義
の
要
請
に
も
対
応
し
て
い
る
と

(
�)

い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、｢

住
民
参
加
は
、
多
様
な
利
害
を
対
話
を
通
じ
て
調
整
す
る

と
い
う
民
主
主
義
の
理
念
か
ら
要
請
さ
れ
る
」
と
す
る
見
解
も
あ
る
。

(

�)

そ
こ
で
言
わ
れ
る
「
対
話
を
通
じ
た
調
整
」
に
は
、
そ
れ
を

通
じ
て
参
加
者
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
得
ら
れ
る
と
い
う
趣
旨
ま
で
含
ま
れ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
見
解
は
、
少
な

く
と
も
利
益
衡
量
を
必
要
と
す
る
行
政
決
定
に
つ
い
て
、
諸
利
益
を
担
う
各
利
害
関
係
人
の
参
加
と
そ
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
に
基
づ
く

利
害
調
整
を
、
民
主
主
義
の
要
請
と
み
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
見
解
は
、
諸
利
益
の
調
整
が
行
政
に
よ
り
一
方
的
に
行
わ
れ
る

の
で
は
な
く
、
各
利
益
主
体
が
関
与
す
る
形
で
行
わ
れ
る
と
い
う
側
面
と
、
そ
の
際
に
「
対
話
」
が
行
わ
れ
る
と
い
う
側
面
と
を
含

ん
で
い
る
。

第
三
に
、「
住
民
参
加
は
、
単
に
、
議
会
制
民
主
主
義
を
補
充
す
る
と
い
う
副
次
的
な
機
能
に
と
ど
ま
ら
ず
、
住
民
代
表
た
る
議
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会
あ
る
い
は
そ
の
執
行
機
能
を
行
う
行
政
と
、
住
民
と
の
同
質
性
を
回
復
す
る
も
の
と
し
て
の
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。｣

(

�)

と

の
見
解
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
す
で
に
住
民
が
行
政
決
定
に
参
加
す
る
と
い
う
こ
と
そ
れ
自
体
に
、
民
主
主
義
の
観
点
か
ら
意

味
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
見
解
の
背
後
に
は
、
自
己
に
関
わ
り
の
あ
る
決
定
へ
の
参
加
こ
そ
が
民
主
主
義
の
要
請
で
あ

る
と
い
う
、「
利
害
関
係
人
民
主
主
義
」
の
観
念
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(

�)

な
ぜ
な
ら
、
個
別
の
住
民
が
決
定
過
程
へ
参
加
す
る

こ
と
に
よ
り
、
決
定
す
る
者
と
そ
の
決
定
に
従
う
者
の
同
質
性
が
回
復
さ
れ
る
、
す
な
わ
ち
治
者
と
被
治
者
の
自
同
性
が
回
復
さ
れ

る
と
言
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
で
い
う
「
被
治
者
」
と
は
、
観
念
的
な
「
住
民
全
体
」
な
い
し
「
国
民
全
体
」

(

�)

な
の
で
は
な
く
、
具

体
的
な
個
別
の
住
民
の
謂
い
で
あ
り
、
そ
の
都
度
の
個
別
的
な
参
加
こ
そ
が
、
有
権
者
団
に
よ
る
選
挙
と
並
ぶ
、
民
主
主
義
の
内
容

で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

(

�)

三

以
上
の
簡
単
な
概
観
か
ら
も
わ
か
る
と
お
り
、
行
政
決
定
過
程
へ
の
市
民
・
住
民
の
参
加
に
民
主
主
義
の
観
点
か
ら
何
ら
か
の

意
義
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
内
容
が
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
次
元
を
異
に
す
る
幾
つ
か
の
見
解
が
存
在
し
て
い
る
。

無
論
、
そ
れ
ら
は
相
互
に
対
立
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
参
加
手
続
に
は
い
ず
れ
の
側
面
も
あ
る
と
考
え
る
の
が
正
当
で
あ
ろ

う
。
ま
た
、
権
利
保
護
機
能
と
民
主
化
機
能
も
、
相
互
排
他
的
な
わ
け
で
は
な
い
。

(

�)

し
か
し
従
来
、
行
政
手
続
と
し
て
の
参
加
の
機

能
は
、
行
政
手
続
の
憲
法
上
の
根
拠
に
関
す
る
憲
法
一
三
条
説
や
手
続
的
法
治
国
説
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
権
利
保
護
機
能
が

中
心
的
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
ド
イ
ツ
で
は
、
本
論
で
述
べ
て
ゆ
く
よ
う
に
、｢
行
政
の
民
主
化｣

、｢

計
画
の
民
主
化
」
を
旗
印
と
し
て
、
計
画

策
定
へ
の
市
民
参
加
手
続
が
整
備
さ
れ
て
き
た
経
緯
が
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ド
イ
ツ
の
建
設
法
典(

B
au

G
B
)

が
定
め
て
い

る
、
建
設
管
理
計
画
策
定
の
際
の
公
衆
参
加
手
続
を
素
材
に
、
参
加
の
「
民
主
化
機
能
」
が
ど
の
よ
う
な
意
味
で
語
ら
れ
て
き
た
の
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か
、
ま
た
「
参
加
が
有
す
る
民
主
化
機
能
」
に
固
有
の
内
容
、
す
な
わ
ち
権
利
保
護
機
能
な
ど
他
の
機
能
と
重
複
し
な
い
、｢

民
主

化
機
能
」
と
の
み
呼
び
う
る
よ
う
な
機
能
が
あ
る
と
し
た
ら
そ
れ
が
何
で
あ
る
の
か
を
検
討
す
る
。

な
お
、
行
政
手
続
は
そ
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
「
権
利
保
護
手
続
」
と
「
参
加
手
続
」
に
区
別
さ
れ
る
が

(

�)

、
本
稿
は
、

何
ら
か
の
行
政
決
定
過
程
へ
の
市
民
な
い
し
住
民
の
参
加
に
、
権
利
保
護
機
能
や
情
報
収
集
機
能
と
並
ん
で
民
主
化
機
能
が
あ
る
と

言
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
こ
で
言
わ
れ
る
「
民
主
化
機
能
」
の
意
味
内
容
を
探
ろ
う
と
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
本
稿
で
は
、｢

参
加
」
な
い
し
「
参
加
手
続
」
の
語
を
、
行
政
決
定
過
程
へ
の
利
害
関
係
人
を
含
む
市
民
の
参
加
、
住
民
の
参

加
を
広
く
含
む
も
の
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
と
す
る
。

(

�)

(

�)

芝
池
義
一
『
行
政
法
総
論
講
義
〔
第
四
版
補
訂
版]

』(

二
〇
〇
六
年
）
二
八
〇
頁
以
下
、
塩
野
宏
『
行
政
法
Ⅰ
〔
第
四
版]

』(

二
〇

〇
五
年
）
二
四
四
頁
、
宇
賀
克
也
『
行
政
法
概
説
Ⅰ
行
政
法
総
論
〔
第
二
版]

』(

二
〇
〇
六
年
）
四
〇
二
頁
以
下
。
田
村
悦
一
『
住
民
参

加
の
法
的
課
題
』(

二
〇
〇
六
年
）
五
頁
以
下
（
初
出
一
九
八
一
年
）
は
、
民
主
化
機
能
、
人
権
保
障
機
能
と
並
ん
で
、
情
報
収
集
機
能

を
含
め
た
行
政
合
理
化
機
能
を
挙
げ
て
い
る
。
特
に
、
行
政
手
続
の
民
主
主
義
的
機
能
に
つ
い
て
、
塩
野
宏
「
法
治
主
義
と
行
政
法
」
自

治
研
究
八
三
巻
一
一
号
（
二
〇
〇
七
年
）
三
、
一
七
頁
以
下
、
藤
田
宙
靖
『
行
政
法
Ⅰ
〔
第
四
版
改
定
版]

』(

二
〇
〇
五
年
）
一
三
七
頁

以
下
、
一
四
八
頁
以
下
。H

an
s-U

w
e

E
rich

se
n

/D
irk

E
h

le
rs,

A
llg

e
m

e
in

e
s

V
e

rw
altu

n
g

sre
ch

t,
1

3
.

A
u

fl.,
2

0
0

6
,
�

1
2

R
n
.

1
(

H
e

r-

m
an

n
�
�
�
�
�
�)
�

v
g

l.
H

an
s

J.
W

o
lff/O

tto
B

ach
o

f/R
o

lf
S

to
b
e

r
/W

n
frie

d
K

lu
th

,
V

e
rw

altu
n

g
sre

ch
t

I,
1

2
.

A
u

fl.,
2

0
0

7
,
�

5
8

R
n
.

8
,

4
4

f.(
K

lu
th)

.

特
に
、
建
設
法
典
が
定
め
る
建
設
管
理
計
画
策
定
手
続
へ
の
公
衆
参
加
の
機
能
に
つ
い
て
、U

lrich
B

attis,
P

artizip
atio

n

im
	

��



���

�
��

,

1
9

7
6
,

S
.

6
0

f.;
B

attis
/M

ich
ae

l
K

rau
tzb

e
rg

e
r

/R
o

lf-P
e

te
r
�
��

��.
B

au
G

B
,

1
0
.

A
u

fl.,
2

0
0

7
,
�

3
R

n
.

3
.

(

�)

芝
池
・
前
掲
二
八
〇
頁
、
塩
野
宏
「
国
土
開
発
」
山
本
草
二
／
奥
平
康
弘
／
塩
野
宏
／
下
山
俊
次
『
未
来
社
会
と
法
（
一
九
七
五
）

一
一
九
、
二
三
六
頁
以
下
。

(

�)

芝
池
・
前
掲
二
七
九
頁
。

法と政治 60巻 3号 (2009年 10月)
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民
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(

�)

藤
田
・
前
掲
一
二
三
頁
以
下
。

(
�)

藤
田
・
前
掲
一
四
九
頁
。

(
�)
塩
野
・
前
掲
行
政
法
Ⅰ
二
四
四
頁
。
な
お
、
行
政
に
よ
る
政
策
決
定
段
階
、
政
策
執
行
段
階
で
の
、
参
加
を
通
じ
た
利
害
調
整
が
必

要
と
な
っ
た
歴
史
的
経
緯
に
つ
い
て
は
、
遠
藤
博
也

｢

権
力
と
参
加｣

芦
部
信
喜
他

(

編)
『

岩
波
講
座
基
本
法
学

６
権
力』

(

一
九
八

三
年)
三
一
五
、
三
二
三
頁
以
下
を
参
照
。

(

�)

宇
賀
・
前
掲
。

(

�)

田
村
・
前
掲
五
頁
。

(

�)
V

g
l.

B
ru

n
-O

tto
B

ry
d

e
,

D
as

D
e

m
o

k
ratie

p
rin

zip
d
e

s
G

ru
n

d
g
e

se
tze

s
als

O
p

tim
ie

ru
n

g
sau

fg
ab

e
,

in
:

R
e

d
ak

tio
n

K
ritisch

e

Ju
stiz
(

H
rsg

.)
,

D
e

m
o

k
ratie

u
n

d
G

ru
n

d
g
e

se
tz,

2
0

0
0
,

S
.

5
9
,

6
3

f.

(

�)
V

g
l.

E
rn

st-W
o

lfg
an

g
�
���

�
�
���	

�
,

D
e

m
o

k
ratie

als
V

e
rfassu

n
g

sp
rin

zip
,

in
:

Jo
se

f
Ise

n
se

e
/P

au
l

K
irch

h
o

f(
H

rsg
.)

,
H

an
d
-

b
u

ch
d
e

s
S

taatsre
ch

ts
(

以
下
、H

b
S

tR

と
す
る
。),

B
d
.

3
,

1
9

8
7
,



2
4

R
n
.

2
7
.

(

�)

兼
子
仁
は
、｢

現
代
市
民
社
会
に
お
い
て
本
来
	
公
益
は
私
益
の
総
和
で
あ
る


は
ず
で
あ
り
、
私
益
の
主
張
を
調
整
を
離
れ
て
公

正
な
公
益
判
断
が
あ
り
う
る
と
い
う
の
は
国
民
参
加
的
な
考
え
方
で
は
な
い
」
と
し
て
い
る

(

兼
子
仁

『

行
政
法
総
論』

(

一
九
八
三
年)

一
二
〇
頁)

。
こ
こ
で
は
、
公
益
と
は
観
念
的
な
「
国
民
全
体
」
の
利
益
で
あ
る
と
い
う
公
益
観
が
否
定
さ
れ
て
お
り
、
個
々
の
市
民
・

国
民
の
個
別
的
な
参
加
こ
そ
が
民
主
主
義
で
あ
る
と
い
う
民
主
主
義
観
と
親
和
性
を
持
っ
て
い
る
。
参
照
、
遠
藤
・
前
掲
三
三
六
頁
。

(

�)

芝
池
義
一

｢

行
政
手
続｣

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
〇
〇
号

(
一
九
九
二
年)

四
四
、
四
八
頁
注
五
、
太
田
直
史

｢

ま
ち
づ
く
り
と
住
民
参

加｣

芝
池
義
一
他

(

編)
『

ま
ち
づ
く
り
・
環
境
行
政
の
法
的
課
題』

(

二
〇
〇
七
年)

一
五
四
、
一
五
七
頁
。

(

�)

芝
池
・
前
掲
二
七
八
頁
、
塩
野
・
前
掲
行
政
法
Ⅰ
二
四
四
頁
。

(

)

し
た
が
っ
て
、
本
稿
の
検
討
の
対
象
は
、
い
わ
ゆ
る

P
artizip

atio
n

で
あ
る
。
こ
の
語
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
後
出
注
一
三
五
及
び

対
応
す
る
本
文
を
参
照
。

法と政治 60巻 3号 (2009年 10月)
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第
一
章

建
設
法
典
三
条
が
定
め
る
公
衆
参
加
制
度
（
建
設
法
典
三
条
）

ド
イ
ツ
に
お
け
る
計
画
に
よ
る
土
地
利
用
規
制
は
、
準
備
段
階
と
し
て
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
全
域
に
つ
い
て
、
法
的
拘
束
力
を
持
た
な

い
形
で
土
地
の
用
途
の
概
要
を
描
く
土
地
利
用
計
画[�

����
�
�
�
�
	
�

�
��

���]

（
以
下
Ｆ
プ
ラ
ン
と
す
る
）
を
定
め
、
Ｆ
プ
ラ
ン

の
定
め
を
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
区
域
の
一
部
に
つ
い
て
展
開
す
る
も
の
と
し
て
（
建
設
法
典
八
条
二
項
一
文)

、
土
地
の
利
用
の
方
法
等

を
法
的
拘
束
力
を
も
っ
て
具
体
的
に
定
め
る
地
区
詳
細
計
画[

B
e

b
au

u
n

g
sp

lan]

（
以
下
Ｂ
プ
ラ
ン
と
す
る
）
を
条
例
と
し
て
定
め

る
（
建
設
法
典
一
〇
条
一
項
）
と
い
う
二
段
階
の
制
度
に

(

�)

な
っ
て
お
り
、
こ
の
二
つ
を
あ
わ
せ
て
建
設
管
理
計
画[

B
au

le
itp

lan]

と
呼
ん
で
い
る
。
た
だ
し
、
参
加
制
度
は
Ｆ
プ
ラ
ン
、
Ｂ
プ
ラ
ン
に
共
通
の
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
以
下
の
説
明
で

は
必
要
な
い
限
り
特
に
区
別
し
な
い
。

公
衆
参
加[

�
���

�
	����

�
��	���	�

�����
�
�]

を
定
め
て
い
る
の
は
、
建
設
法
典
三
条
で
あ
る
。

(

�)

ゲ
マ
イ
ン
デ
は
、
建
設
管
理
計
画

を
策
定
す
る
場
合
、
そ
の
旨
の
決
議
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
建
設
法
典
二
条
一
項
二
文)

。
こ
の
決
議
が
Ｂ
プ
ラ
ン
の
策
定

に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
場
合
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
計
画
策
定
予
定
地
に
つ
い
て
、
現
状
変
更
を
禁
ず
る
事
が
で
き
る
（
建
設
法
典
一

四
条
一
項)

。
こ
の
策
定
決
議
の
前
後
の
い
ず
れ
か
の
段
階
で
、
第
一
段
階
の
公
衆
参
加
と
し
て
、
策
定
さ
れ
る
べ
き
計
画
の
一
般

的
な
目
標
や
当
該
地
区
が
目
指
す
べ
き
都
市
像
、
さ
ら
に
代
替
案
に
関
し
て
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
公
衆
と
討
論
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
（
第
一
節)

。
こ
の
段
階
で
収
集
さ
れ
た
情
報
に
基
づ
い
て
、
次
の
段
階
の
公
衆
参
加
と
し
て
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
建
設
管
理
計

画
の
草
案
を
作
成
し
、
理
由
書
（
建
設
法
典
二
ａ
条
一
文
）
等
と
併
せ
て
公
告
・
縦
覧
に
付
し
、
公
衆
か
ら
の
意
見
を
募
る
（
第
二

節)

。
建
設
管
理
計
画
の
策
定
に
当
た
っ
て
特
に
考
慮
が
求
め
ら
れ
て
い
る
利
益
（
建
設
法
典
一
条
六
項
）
の
う
ち
環
境
利
益
（
同
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項
７
号
、
一
ａ
条
）
に
つ
い
て
は
、
計
画
策
定
か
ら
予
想
さ
れ
る
環
境
影
響
を
調
査
す
る
た
め
の
環
境
調
査
が
実
施
さ
れ
、
調
査
結

果
と
そ
の
評
価
が
環
境
報
告
書
に
ま
と
め
ら
れ
る
（
建
設
法
典
二
条
四
項)

。
こ
の
環
境
報
告
書
は
、
建
設
管
理
計
画
案
に
添
付
さ

れ
る
べ
き
理
由
書
の
一
部
を
な
す
（
建
設
法
典
二
ａ
条
三
文)

。

(

�)
二
段
階
の
計
画
制
度
は
一
九
〇
〇
年
ザ
ク
セ
ン
一
般
建
設
法
に
ま
で
遡
る
も
の
で
あ
る
。E

b
e

rh
ard

S
ch

m
id

t-�
�
�
��
�
�

G
ru

n
d
-

frag
e

n
d

e
s
�
�	


��
��

��
��
�,

1
9

7
2
,

S
.

3
2
.

(

�)

市
民
の
た
め
の
参
加
手
続
は
、
後
に
触
れ
る
連
邦
建
設
法
一
九
七
六
年
改
正

(

注�
B

G
B

l.
I

S
.

2
2

2
1
.)

以
降
「
市
民
参
加[

B
e
-

te
ilig

u
n

g
d

e
r
�
�
��
�
�]

」
と
表
記
さ
れ
て
き
た
が
、
建
設
法
典
二
〇
〇
四
年
改
正
（G

e
se

tz
zu

r
A

n
p

assu
n

g
d

e
s

B
au

g
e

se
tzb

u
ch

e
s

an

E
U

-
R

ich
tlin

ie
n
(

E
u

ro
p

aan
p

assu
n

g
sg

e
se

tz
B

au

―E
A

G
B

au)
v

o
m

2
4
.

6
.

2
0

0
4
(

B
G

B
l.

I
S
.

1
3

5
9
.)

）
時
に
、
欧
州
法
上
の
用
語

法
と
統
一
す
る
た
め
に
（B

T
-D

rs.
1

5
/2

2
5

0
,

S
.

3
1
.)

、｢

公
衆
参
加
」
と
改
め
ら
れ
た
。
従
来
の
文
言
で
あ
る
「
市
民
参
加
」
と
内
容

的
な
違
い
は
な
い
が
、
参
加
者
が
住
民
等
に
限
定
さ
れ
な
い
と
い
う
趣
旨
を
よ
り
明
確
に
表
現
す
る
た
め
で
も
あ
る
。B

T
-D

rs.
1

5
/

2
2

5
0
,

S
.

4
3
.

現
行
規
定
は
、B

au
g
e

se
tzb

u
ch

in
d
e

r
F

assu
n

g
d

e
r

B
e

k
an

n
tm

ach
u

n
g

v
o

n
2

3
.

S
e

p
te

m
b
e

r
2

0
0

4
(

B
G

B
l.

I
S
.

2
4

1
4)

,

zu
le

tzt
�
�
	�


�
��

d
u

rch
A

rt.
1
.

G
e

se
tz

zu
r

E
rle

ich
te

ru
n

g
v

o
n

P
lan

u
n

g
sv

o
rh

ab
e

n
��
�

d
ie

In
n

e
n

e
n

tw
ick

lu
n

g
d

e
r
�
�	
��

v
o

m
2

1
.

D
e

ze
m

b
e

r
2

0
0

6
(

B
G

B
l.

I
S
.

3
3

1
6
.)

で
あ
る
。

第
一
節

早
期
公
衆
参
加
（
建
設
法
典
三
条
一
項
）

一

公
衆
に
対
す
る
情
報
提
供

早
期
公
衆
参
加
は
、
公
衆
に
対
す
る
情
報
提
供
か
ら
始
ま
る
。
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
公
衆
に
対
し
、
可
能
な
限
り
早
期
に
、
策
定
さ
れ

る
べ
き
計
画
の
一
般
的
目
標
及
び
目
的
、
当
該
地
区
の
新
た
な
形
成
や
開
発
の
在
り
方
に
つ
い
て
本
質
的
に
相
異
な
る
代
替
案
、
お

よ
び
計
画
策
定
に
伴
っ
て
予
想
さ
れ
る
影
響
に
つ
い
て
、
情
報
を
公
表[

�����
�����

zu
u

n
te

rrich
te

n]

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
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（
建
設
法
典
三
条
一
項
一
文
前
段)

。

早
期
公
衆
参
加
は
、
当
該
地
区
に
つ
い
て
策
定
さ
れ
る
べ
き
建
設
管
理
計
画
に
つ
い
て
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
と
公
衆
が
討
論
を
行
う
も

の
で
あ
る
が
、
意
味
の
あ
る
討
論
を
行
う
た
め
に
は
、
公
衆
に
対
す
る
十
分
な
情
報
の
提
供
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
建
設
法
典

は
、
討
論
を
行
う
た
め
に
必
要
と
思
わ
れ
る
情
報
の
公
表
を
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
対
し
て
求
め
て
い
る
。
情
報
提
供
の
対
象
は
具
体
的
に

は
定
め
ら
れ
て
い
な
い
が
、
早
期
公
衆
参
加
が
建
設
管
理
計
画
策
定
決
議
の
後
で
実
施
さ
れ
る
場
合
で
あ
れ
ば
、
建
設
法
典
二
ａ
条

に
基
づ
く
建
設
管
理
計
画
の
理
由
書
と
環
境
報
告
書
の
草
案
が
情
報
提
供
と
討
論
の
対
象
に
な
る
と
さ
れ
る
。

(

�)

早
期
公
衆
参
加
は
、｢
早
期
に
」
実
施
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
上
に
具
体
的
な
定
め
は
置
か
れ
て
い
な
い
。

そ
も
そ
も
こ
の
早
期
公
衆
参
加
は
、
後
で
述
べ
る
よ
う
に
、
決
議
案
と
呼
べ
る
水
準
に
ま
で
計
画
内
容
が
固
ま
っ
た
時
点
で
行
わ
れ

る
正
式
の
縦
覧
・
意
見
提
出
手
続
の
み
で
は
、
市
民
参
加
と
し
て
十
分
で
は
な
い
と
の
批
判
に
答
え
て
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
早
期
公
衆
参
加
は
計
画
案
の
内
容
が
固
ま
っ
て
し
ま
う
前
に
市
民
に
対
し
て
参
加
機
会
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。

(

�)

建
設
管
理
計
画
を
策
定
す
る
際
に
は
、
そ
の
旨
の
議
決
が
行
わ
れ
る
が
、
早
期
公
衆
参
加
の
実
施
は
こ
の
議
決
と
結
び
付
け
ら
れ
て

は
い
な
い
。
策
定
の
議
決
以
降
で
は
、
市
民
の
意
見
を
計
画
内
容
に
反
映
す
る
た
め
に
は
遅
き
に
失
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
う
る

か
ら
で
あ
る
。

(

�)

他
方
で
、
早
期
公
衆
参
加
は
、
代
替
案
や
計
画
か
ら
の
影
響
に
つ
い
て
の
討
論
を
通
じ
て
、
そ
の
後
に
行
な
わ
れ
る

計
画
策
定
の
際
の
利
益
衡
量
に
方
向
性
を
与
え
る
た
め
に
実
施
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
目
的
に
沿
っ
た
討
論
を
実
施
で
き

る
程
度
に
具
体
的
な
計
画
草
案
な
い
し
計
画
策
定
の
目
標
・
目
的
が
存
在
し
て
い
る
必
要
は
あ
る
。
む
し
ろ
、
討
論
の
対
象
と
な
り

得
る
よ
う
な
計
画
策
定
の
目
標
・
目
的
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
情
報
提
供
と
討
論
は
当
該
建
設
管
理
計
画
の
策
定
手
続
よ

り
も
「
前
に
他
の
根
拠
に
基
づ
い
て
」(

建
設
法
典
三
条
一
項
二
文
二
号
）
実
施
さ
れ
う
る
。
例
え
ば
、
建
設
法
典
一
条
六
項
二
文
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一
一
号
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
「
都
市
開
発
構
想[�

��������
	
��

�


E
n

tw
ick

lu
n

g
sk

o
n

ze
p

t]

」
や
、
再
開
発[

S
an

ie
ru

n
g]

に
関
連

し
て
建
設
法
典
一
四
〇
条
四
号
が
定
め
て
い
る
、
非
公
式
の
枠
組
計
画
の
策
定
手
続
に
お
い
て
実
施
さ
れ
た
公
衆
と
の
討
論
は
、
そ

の
内
容
が
建
設
管
理
計
画
策
定
の
た
め
の
利
益
衡
量
に
と
っ
て
有
用
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
建
設
法
典
三
条
一
項
に

い
う
早
期
公
衆
参
加
と
し
て
扱
わ
れ
る
。

(

�)

二

意
見
表
明
と
討
論
の
機
会

公
衆
は
、
上
述
し
た
よ
う
な
情
報
提
供
を
受
け
た
後
、｢

意
見
表
明
と
討
論
の
機
会[

G
e

le
g

e
n

h
e

it
zu

r
�
�
�
�
��
�
�

u
n

d
�
������

��
�
�]

」
を
与
え
ら
れ
る
（
建
設
法
典
三
条
一
項
一
文
後
段)

。
こ
こ
で
意
見
を
表
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
「
公
衆
」
と
は
、｢

何
人

も[
je

d
e

rm
an

n]

」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
意
見
を
表
明
で
き
る
の
は
当
該
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
住
民
や

(

�)

、
公
民[�

�
����]
(

�)

に
限
定
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
利
害
関
係
人
に
も
限
定
さ
れ
な
い
。
こ
の
点
は
、
三
条
二
項
の
定
め
る
縦
覧
・
意
見
表
明
手
続
に
つ
い

て
も
同
様
で
あ
る
。

(

�)

こ
の
発
言
と
討
論
の
機
会
の
付
与
を
ど
の
よ
う
な
方
法
で
行
う
か
、
ど
の
程
度
の
地
理
的
範
囲
で
実
施
す
る
か
、
ど
の
程
度
の
期

間
の
間
実
施
す
る
の
か
な
ど
、
早
期
公
衆
参
加
の
具
体
的
な
実
施
方
法
は
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。

(

�)

な
ぜ
な
ら
、

個
別
事
情
に
配
慮
し
た
最
も
適
切
な
参
加
が
行
わ
れ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。

(

�)

通
常
は
、
た
と
え
ば
市
民
集
会
の

(

�)

よ
う
な
公
開
の
場

を
複
数
回
開
催
し
、
そ
こ
で
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
担
当
職
員
が
計
画
策
定
の
意
図
や
予
想
さ
れ
る
影
響
、
代
替
案
な
ど
を
説
明
し
、
参
加

者
と
討
論
す
る
、
と
い
っ
た
方
法
が
と
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

(

�)

単
に
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
計
画
案
を
提
示
し
、
そ
れ
に
対
し
て
参
加
者

が
自
己
の
見
解
を
述
べ
る
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
説
明
に
基
づ
い
て
討
論
を
行
う
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。

(

	)

(


)
�
���


/�
��

�
/K

rau
tzb

e
rg

e
r,

B
au

G
B

,
�

3
R

n
.

7
.
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(

�)
B

T
-D

rs.
7

/2
4

9
6
,

S
.

3
6
.;

B
attis

/�
��

�
/K

rau
tzb

e
rg

e
r,

B
au

G
B

,
�

3
R

n
.

8
.

(
�)

S
e

b
astian

H
e

itze
r

/E
rn

st
O

e
stre

ich
e

r,
B

u
n

d
e

sb
au

g
e

se
tz

u
n

d
�
��	�
���

��	
��
�
���
�
��,

1
9

7
7
,

S
.

6
3
.

(
�)

B
attis

/�
��

�
/K

rau
tzb

e
rg

e
r,

B
au

G
B

,
�

3
R

n
.

8
.

）

(

�)
バ
ー
デ
ン
＝
ビ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
ゲ
マ
イ
ン
デ
法
一
〇
条
一
項
に
よ
れ
ば
、「
住
民
と
は
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
居
住
し
て
い
る
者
で

あ
る｣
。

(

�)

バ
ー
デ
ン
＝
ビ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
ゲ
マ
イ
ン
デ
法
一
二
条
一
項
に
よ
れ
ば
、
公
民
と
は
、
基
本
法
一
一
六
条
の
意
味
の
ド
イ
ツ
人

で
あ
る
か
、
又
は
欧
州
共
同
体
の
他
の
加
盟
国
の
国
籍
を
保
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
満
一
八
歳
に
到
達
し
て
お
り
、
か
つ
当
該
ゲ
マ
イ
ン

デ
に
三
�
月
以
上
居
住
し
て
い
る
者
で
あ
る
。
選
挙
権
や
名
誉
職
就
任
権
を
有
す
る
の
は
、
こ
の
意
味
の
公
民
で
あ
る
。

(

�)
B

attis
/�

��
�

/K
rau

tzb
e

rg
e

r,
B

au
G

B
,
�

3
R

n
.

6
.

(

�)
B

attis
/�

��
�

/K
rau

tzb
e

rg
e

r,
B

au
G

B
,
�

3
R

n
.

9
.

(

	)
B

T
-D

rs.
7

/2
4

9
6
,

S
.

3
6
.

(


)

例
え
ば
、
バ
ー
デ
ン
＝
ビ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
ゲ
マ
イ
ン
デ
法
二
〇
ａ
条
を
参
照
。

(

�)
W

in
frie

d
B

ro
h

m
,
�



�
�����



�

B
au

re
ch

t,
1

9
9

7
,
�

1
5

R
n
.

1
4
.

(

�)
H

e
itze

r
/O

e
stre

ich
e

r,
B

u
n

d
e

sb
au

g
e

se
tz

u
n

d
�
��	�
���

��	
��
�
���
�
��,

S
.

6
3
.

第
二
節

縦
覧
・
意
見
提
出
手
続
（
建
設
法
典
三
条
二
項
）

早
期
市
民
参
加
と
行
政
庁
参
加
の
成
果
や
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
そ
の
他
の
調
査
結
果
に
基
づ
い
て
、
計
画
案
と
理
由
書
が
議
決
可
能
な

程
度
に
至
る
と
、
正
式
の
公
衆
参
加
手
続
で
あ
る
縦
覧
・
意
見
表
明
手
続
が
行
わ
れ
る
。
一
九
七
六
年
の
改
正
に
よ
り
初
め
て
連
邦

建
設
法
に
導
入
さ
れ
た
早
期
公
衆
参
加
と
は
異
な
り
、
縦
覧
・
意
見
表
明
手
続
は
、
連
邦
建
設
法
制
定
当
初
か
ら
定
め
ら
れ
た
も
の
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で
あ
る
。
ま
た
、
早
期
公
衆
参
加
と
は
異
な
り
、
こ
の
手
続
を
構
成
す
る
個
々
の
手
続
装
置
は
建
設
法
典
三
条
二
項
に
お
い
て
詳
細

に
規
律
さ
れ
て
い
る
。

一

縦
覧
の
公
示

縦
覧
・
意
見
提
出
手
続
は
、
縦
覧
の
公
示
に
よ
っ
て
始
ま
る
。
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
、
縦
覧
開
始
の
一
週
間
前
ま
で
に
、
縦
覧
が
実
施

さ
れ
る
旨
を
、
地
域
の
慣
習
に
従
っ
た
方
法
で[�����

���	
]

公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
公
示
さ
れ
る
べ
き
事
項
は
、
法
律
上

詳
細
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
公
示
に
お
い
て
は
、
縦
覧
の
場
所
及
び
期
間
、
縦
覧
に
お
い
て
入
手
可
能
な
環
境
関

連
情
報
の
種
類
が
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
建
設
法
典
三
条
二
項
二
文
前
段)

。
ま
た
同
時
に
、
縦
覧
期
間
中
に
意
見
を
提
出

し
得
る
こ
と
、
縦
覧
期
間
終
了
後
に
提
出
さ
れ
た
意
見
は
、
建
設
管
理
計
画
の
議
決
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
こ
と

（
建
設
法
典
四
ａ
条
六
項
）
が
教
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
加
え
て
、
Ｂ
プ
ラ
ン
策
定
手
続
に
あ
っ
て
は
、
行
政
裁
判
所
法
四

七
条
に
基
づ
く
規
範
統
制
申
請
は
、
そ
れ
が
縦
覧
に
お
い
て
申
請
者
に
よ
り
主
張
さ
れ
て
い
な
い
か
、
又
は
主
張
す
る
こ
と
が
で
き

る
は
ず
で
あ
っ
た
よ
う
な
異
議[

E
in

w
e

n
d

u
n

g
e

n]
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
、
不
適
法
で
あ
る
旨
（
行
政
裁
判
所
法
四
七
条

二
ａ
項
）
が
教
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

縦
覧
手
続
に
お
い
て
公
衆
か
ら
提
出
さ
れ
る
意
見
は
、
計
画
に
よ
り
影
響
を
受
け
る
諸
利
害
に
関
す
る
情
報
の
収
集
手
段
と
し
て

重
要
な
も
の
で
あ
り
、

(

�)

個
別
の
利
害
に
対
す
る
注
目
度
や
、
そ
の
重
要
度
の
評
価
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る

(

�)(

�)。
そ
の
た
め
、
公
示
は
、

策
定
さ
れ
る
べ
き
計
画
の
対
象
地
区
を
広
い
範
囲
の
公
衆
に
認
識
さ
せ
、
特
に
、
利
害
関
係
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
者
が
提
案
や

疑
義
の
提
出
を
求
め
ら
れ
る
と
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、｢

刺
激
効
果[

A
n

sto
sw

irk
u

n
g]

」
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

(

�)
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二

縦

覧

縦
覧
は
一
�
月
間
の
間
、
何
人
も
縦
覧
可
能
な
形
で
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い[�����

����	
au

szu
le

g
e

n
se

in]

。
縦
覧
の
対

象
は
、
建
設
管
理
計
画
案
及
び
理
由
書
で
あ
る
。
縦
覧
に
付
さ
れ
た
文
書
の
写
し
の
交
付
を
求
め
る
請
求
権
は
存
在
し
な
い
。
ま
た
、

ゲ
マ
イ
ン
デ
に
は
、
縦
覧
に
付
さ
れ
た
文
書
の
内
容
に
つ
い
て
解
説
す
る
義
務
は
な
い
。

(

�)

三

意
見
の
提
出

何
人
も
、
縦
覧
期
間
中
に
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
対
し
て
意
見[

S
te

llu
n

g
n

ah
m

e]

を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
意
見
の
提
出
は
、
文

書
に
よ
っ
て
も
、
口
頭
に
よ
っ
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

(

�)

縦
覧
期
間
中
に
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
意
見
は
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
そ
の
意
見
の
内
容
を
知
ら
ず
、
又
は
そ
れ
を
知
る
べ
き
で
あ
っ
た

と
い
う
事
情
が
存
在
せ
ず
、
か
つ
、
そ
の
内
容
が
建
設
管
理
計
画
の
適
法
性
に
と
っ
て
意
義
を
有
し
て
い
な
い
な
い[

n
ich

t
v

o
n

B
e

d
e

u
tu

n
g

se
in]

場
合
に
は
、
建
設
管
理
計
画
の
決
議[

B
e

sch
lu

ssfassu
n

g]

に
お
い
て
考
慮
し
な
い
ま
ま
に
し
て
お
く
こ
と
が

で
き
る
（
建
設
法
典
四
ａ
条
六
項
一
文)

。
こ
の
規
定
は
、
建
設
法
典
二
〇
〇
四
年
改
正
に
お
い
て
、
公
衆
に
対
し
そ
の
参
加
権
を

適
時
か
つ
有
効
に
行
使
す
る
よ
う
促
す
た
め
に
設

(

�)
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
、
時
機
に
遅
れ
て
提
出
さ
れ
た
意
見
を

排
除
す
る
こ
と
が
で
き
る[


��
�
��]

が
、
衡
量
原
則
（
建
設
法
典
一
条
七
項
）
を
通
じ
て
相
対
化
さ
れ
て
い
る
。
連
邦
行
政
裁
判

所
一
九
七
九
年
一
一
月
九
日
決
定
に
よ
れ
ば
、｢

一
九
七
六
年
／
一
九
七
九
年
連
邦
建
設
法
二
ａ
条
六
項
に
よ
る
市
民
参
加
は
、
と

り
わ
け
、
計
画
策
定
機
関
が
利
益
（
に
対
す
る
影
響
）
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
課
題
を
有
し
て
い
る
。
利
害
関

係
人
が
、
そ
の
利
益
へ
の
影
響
を
市
民
参
加
に
お
い
て
主
張
し
な
か
っ
た
場
合
、
そ
の
影
響
が
衡
量
上
有
意
で
あ
る
の
は
、
計
画
策

定
機
関
が
そ
の
影
響
の
事
実
を
想
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
場
合
の
み
で
あ
る
。｣

(

�)

。
つ
ま
り
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
、
縦
覧
・
意
見
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提
出
手
続
に
お
い
て
主
張
さ
れ
な
か
っ
た
利
益
を
当
然
に
計
画
策
定
時
の
衡
量
に
取
り
込
ま
な
い
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。

主
張
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、
衡
量
上
有
意
な
利
害
を
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
自
ら
調
査
・
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず

(

建
設
法
典
二
条
三

項)

、
(

�)
そ
の
よ
う
な
利
害
が
時
期
に
遅
れ
て
主
張
さ
れ
た
場
合
に
も
、
そ
れ
を
衡
量
か
ら
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
意

見
の
内
容
が
策
定
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
計
画
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
た
め
、
当
該
意
見
の
内
容
を
考
慮
し
な
け
れ

ば
衡
量
原
則
違
反
に
よ
り
当
該
計
画
が
違
法
と
な
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
場
合
に
も
、
そ
の
意
見
を
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

(

�)

ま
た
、
Ｂ
プ
ラ
ン
に
対
す
る
規
範
統
制
申
請
は
、
そ
れ
が
縦
覧
に
お
い
て
申
請
者
に
よ
り
主
張
さ
れ
て
い
な
い
か
、
又
は
主
張
す

る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
っ
た
よ
う
な
異
議[
E

in
w

e
n

d
u

n
g
e

n]

の
み
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
不
適
法
と
さ
れ
る

（
行
政
裁
判
所
法
四
七
条
二
ａ
項)
。

(
�)

二
〇
〇
七
年
法
の
政
府
提
案
理
由
書
は
、
こ
の
排
除
規
定
の
趣
旨
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て

い
る
。｢

こ
の
規
律
〔
行
政
裁
判
所
法
四
七
条
二
ａ
項
〕
は
、
権
利
保
護
の
一
般
的
必
要
性
要
件
を
具
体
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
次

の
よ
う
な
事
情
、
す
な
わ
ち
、
既
に
策
定
手
続
の
段
階
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
利
益
を
適
時
に
衡
量
素
材
へ
追
加
し
て
ゆ
く
こ
と
を
目
的

と
し
た
参
加
権
能
が
存
在
し
て
い
る
、
と
い
う
事
情
を
考
慮
し
た
も
の
で
あ
る
。
ザ
ッ
ハ
リ
ッ
ヒ
な
異
議
が
、
必
然
性
も
な
く
、
裁

判
の
段
階
で
初
め
て
主
張
さ
れ
る
と
し
た
ら
、〔
参
加
権
能
の
〕
そ
の
よ
う
な
目
的
、
及
び
計
画
策
定
者
と
行
政
裁
判
所
の
原
則
的

な
任
務
配
分
に
反
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
そ
の
点
で
、
改
正
法
案
の
建
設
法
典
三
条
二
項
、
一
三
条
三
項
及
び
新
一
三
条
三
項
三
文

と
結
び
つ
い
た
一
三
ａ
条
二
項
一
号
に
よ
る
教
示
義
務
は
、
利
害
関
係
人
が
そ
の
責
務[

O
b

lie
g

e
n

h
e

it]

、
す
な
わ
ち
規
範
統
制
申

請
の
適
法
性
の
観
点
か
ら
も
、
異
議
を
早
期
に
主
張
す
る
責
務
に
つ
い
て
十
分
な
情
報
を
提
供
さ
れ
る
こ
と
を
保
証
す
る
も
の
で
あ

る
。
か
か
る
教
示
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
、
二
ａ
項
の
効
果
は
発
生
し
な
い
。

(

�)｣

。

縦
覧
手
続
に
お
い
て
意
見
を
提
出
し
な
か
っ
た
者
に
不
利
益
を
課
し
て
い
る
以
上
の
諸
規
定
は
、
政
府
提
案
理
由
書
の
記
述
か
ら
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も
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
公
衆
参
加
手
続
の
価
値
を
高
め
る
こ
と
を
も
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

(

�)

し
か
し
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
計
画
の

影
響
を
受
け
る
諸
利
益
を
自
ら
調
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
、
公
衆
参
加
手
続
の
価
値
向
上
と
い
う
立
法
目

的
も
相
対
化
さ
れ
る
。

四

審
査
と
通
知

ゲ
マ
イ
ン
デ
は
、
期
限
内
に
提
出
さ
れ
た
意
見
を
審
査
し
、
意
見
を
提
出
し
た
者
に
そ
の
結
果
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
建
設
法
典
三
条
二
項
四
文)

。
意
見
に
関
す
る
最
終
的
な
決
定
は
、
建
設
管
理
計
画
の
議
決
を
も
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の

で
、
通
知
も
そ
の
後
に
行
な
わ
れ
れ
ば
足
り
る
。
理
由
の
付
記
は
望
ま
し
く
は
あ
る
が
、
義
務
付
け
ら
れ
て
は
い
な
い
。

(

�)

意
見
を
提

出
し
た
者
に
与
え
ら
れ
る
の
は
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
自
己
の
提
出
し
た
意
見
を
そ
も
そ
も
検
討
し
た
の
か
ど
う
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
に

検
討
し
た
の
か
を
知
ら
さ
れ
る
こ
と
に
対
す
る
請
求
権
の
み
で
あ
る
。

(

�)

(

�)

建
設
法
典
四
ａ
条
一
項
は
、
公
衆
参
加
及
び
行
政
庁
参
加
に
関
す
る
諸
規
定
が
、
と
り
わ
け
関
係
諸
利
害
の
調
査
と
評
価
に
奉
仕
す

べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
。

(

�)
B

ro
h

m
,
�
���

�
����	

�



B
au

re
ch

t,
�

1
5

R
n
.

1
7
.

(

�)

都
市
に
お
け
る
建
築
規
制
の
目
的
が
、
危
険
防
除
を
超
え
て
都
市
空
間
の
整
備
に
ま
で
広
が
る
と
、
行
政
決
定
の
際
に
考
慮
す
べ
き

利
益
の
範
囲
が
拡
大
し
た
。
危
険
防
除
目
的
の
行
政
活
動
を
通
じ
て
保
護
さ
れ
る
利
益
と
は
異
な
り
、
良
好
な
都
市
空
間
整
備
に
関
わ
る

利
益
は
、
そ
の
担
い
手
に
よ
る
主
張
が
な
け
れ
ば
認
識
で
き
な
い
し
、
そ
の
重
要
度
を
評
価
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
建
築

規
制
の
目
的
が
危
険
防
除
以
外
へ
拡
大
さ
れ
る
と
と
も
に
、
建
築
許
可
手
続
へ
の
第
三
者
の
参
加
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

�
�	

��
���

�

��
�
�

G
ru

n
d

frag
e

n
d
e

s
�
���

��
���

��
�	
�
,

S
.

2
2
.

(

�)
B

ro
h

m
,
�
���

�
����	

�



B
au

re
ch

t,
�

1
5

R
n
.

1
7
.;

B
attis

/�
�	

�
/K

rau
tzb

e
rg

e
r,

B
au

G
B

,
�

3
R

n
.

1
4
.
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(

�)
B

attis
/�

��
�

/K
rau

tzb
e

rg
e

r,
B

au
G

B
,
�

3
R

n
.

1
3
.

(
�)

B
attis

/�
��

�
/K

rau
tzb

e
rg

e
r,

B
au

G
B

,
�

3
R

n
.

1
8
.

(
�)

B
T

-D
rs.

1
5

/2
2

5
0
,

S
.

4
4
.

(

�)
B

V
e

rw
G

E
5

9
,

8
7
,

1
0

3
.

こ
の
決
定
は
行
政
裁
判
所
法
四
七
条
に
基
づ
く
規
範
統
制
手
続
の
申
立
適
格
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ

の
点
に
つ
い
て
は
、
湊
二
郎
「
地
区
詳
細
計
画
の
規
範
統
制
に
関
す
る
一
考
察

自
然
人
・
法
人
の
申
立
適
格
を
中
心
に

」
近
畿

大
学
法
学
五
六
巻
三
号
（
二
〇
〇
八
年
）
一
四
三
、
一
五
九
頁
以
下
を
参
照
。

(

�)

利
益
衡
量
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
べ
き
諸
利
害
は
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
秩
序
に
適
っ
た
方
法
で
調
査
及
び
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

の
こ
と
は
、
建
設
法
典
二
〇
〇
四
年
改
正
で
二
条
三
項
に
お
い
て
明
示
さ
れ
る
に
至
っ
た
が
、
規
律
内
容
自
体
は
、
従
来
か
ら
衡
量
原
則

の
コ
ロ
ラ
リ
ー
と
し
て
認
め
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。B

T
-D

rs.1
5

/2
2

5
0
,

S
.

4
2
.

(

�)
B

attis
/�

��
�

/K
rau

tzb
e

rg
e

r,
B

au
G

B
,
�

4
a

R
n
.

1
5
.

(

�)

こ
の
規
定
は
、
建
設
法
典
二
〇
〇
七
年
改
正
（G

e
se

tz
zu

r
E

rle
ich

te
ru

n
g

v
o

n
P

lan
u

n
g

sv
o

rh
ab

e
n
��
�

d
ie

In
n

e
n

e
n

tw
ick

lu
n

g

d
e

r
�
	
�

	�
v

o
m

2
1
.

D
e

ze
m

b
e

r
2

0
0

6
,

B
G

B
l

I,
S
.

3
3

1
6
.

）
に
よ
り
導
入
さ
れ
た
。
な
お
参
照
、
湊
・
前
掲
一
九
二
頁
。

(

�)
B

T
-D

rs.
1

6
/2

4
9

6
,

S
.

4
0

f.

(

	)
B

attis
/�

��
�

/K
rau

tzb
e

rg
e

r,
B

au
G

B
,
�

4
a

R
n
.

1
5
.

(


)
B

attis
/�

��
�

/K
rau

tzb
e

rg
e

r,
B

au
G

B
,
�

3
R

n
.

1
9
.

(

�)
B

attis
/�

��
�

/K
rau

tzb
e

rg
e

r,
B

au
G

B
,
�

3
R

n
.

1
9
.

第
三
節

瑕
疵
の
効
果

一
九
六
〇
年
に
制
定
さ
れ
た
連
邦
建
設
法
に

(

�)

は
、
Ｂ
プ
ラ
ン
等
の
策
定
手
続
や
形
式
な
い
し
そ
の
内
容
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
場
合
の

効
果
に
つ
い
て
何
ら
の
規
定
も
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
Ｂ
プ
ラ
ン
を
は
じ
め
連
邦
建
設
法
に
基
づ
い
て
制
定
さ
れ
る
条
例
に
手
続
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・
形
式
規
定
違
反
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
が
些
細
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
将
来
に
わ
た
り
、
当
該
条
例
に
従
っ
て
発
付
さ
れ
る

建
設
許
可
に
対
す
る
取
消
訴
訟
に
お
い
て
違
法
事
由
と
し
て
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
い
っ
た
ん
策
定
さ
れ
た
Ｂ
プ
ラ

ン
に
基
づ
い
て
建
設
が
行
わ
れ
、
又
は
計
画
内
容
を
実
現
す
る
た
め
の
措
置
が
行
わ
れ
た
後
の
段
階
に
な
っ
て
初
め
て
、
Ｂ
プ
ラ
ン

策
定
時
の
手
続
上
の
些
細
な
瑕
疵
が
主
張
さ
れ
、
そ
れ
を
理
由
に
Ｂ
プ
ラ
ン
が
無
効
で
あ
る
と
さ
れ
る
と
、
手
続
の
や
り
直
し
が
必

要
に
な
る
な
ど
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
と
っ
て
大
き
な
負
担
と
な
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
Ｂ
プ
ラ
ン
の
存
続
に
対
す
る
市
民
の
信
頼
が
損
な

わ
れ
、
制
定
さ
れ
た
Ｂ
プ
ラ
ン
に
従
っ
た
建
設
を
行
う
こ
と
を
希
望
す
る
市
民
の
利
益
を
害
す
る
こ
と
と
な
る
。

(

�)

そ
の
た
め
、
一
九

七
六
年
の
連
邦
建
設
法
改
正
時
に
、
裁
判
所
の
審
査
権
限
を
制
限
す
る
た
め
に
、
手
続
・
形
式
瑕
疵
の
不
考
慮[

u
n

b
e

ach
tlich

-

k
e

it]

規
定
（
連
邦
建
設
法
一
五
五
ａ
条
）
が
初
め
て
導
入
さ
れ
、

(

�)

そ
の
後
、
改
正
を
経
る
ご
と
に
拡
充
さ
れ
て
ゆ
き
、
今
日
で
は

実
体
的
瑕
疵
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。

(

�)

建
設
法
典
二
一
四
条
一
項
は
、
計
画
の
効
力
の
有
無
の
判
断
の
際
に
考
慮
さ
れ
る[

b
e

ach
tlich]

手
続
的
な
い
し
形
式
的
瑕
疵
を

列
挙
し
て
い
る
。
列
挙
さ
れ
て
い
な
い
手
続
的
な
い
し
形
式
的
瑕
疵
を
、
計
画
の
違
法
事
由
と
し
て
裁
判
に
お
い
て
主
張
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。

(

�)

た
だ
し
、
列
挙
さ
れ
て
い
る
瑕
疵
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
や
は
り
考
慮
さ
れ
な
い
場
合
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
例
え

ば
、
建
設
法
典
二
条
三
項
は
衡
量
に
と
っ
て
有
意
で
あ
る
諸
利
害
を
調
査
・
評
価
す
べ
き
こ
と
を
定
め
て
お
り
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
そ

れ
に
違
反
し
て
、
計
画
の
影
響
を
受
け
る
諸
利
害
の
重
要
な
部
分
を
適
切
に
調
査
・
評
価
し
な
け
れ
ば
、
計
画
は
無
効
で
あ
る
。
た

だ
し
、
計
画
を
無
効
と
す
る
た
め
に
は
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
当
該
利
害
を
認
識
し
て
い
た
か
、
ま
た
は
認
識
す
べ
き
で
あ
っ
た
の
に
認

識
し
て
い
な
か
っ
た
と
言
え
る
事
情
が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
つ
、
当
該
瑕
疵
が
明
白
で
あ
り[

o
ffe

n
sich

tlich]

、
当
該
瑕
疵
が
手

続
の
結
果
に
影
響
を
与
え
て
い
た
場
合
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
建
設
法
典
二
一
四
条
一
項
一
号)

。
ま
た
、
考
慮
さ
れ
る
瑕
疵
の
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う
ち
一
定
の
も
の
は
、
そ
れ
が
一
定
の
期
間
内
に
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
対
し
て
主
張
さ
れ
な
い
限
り
、
や
は
り
同
様
に
計
画
の
効
力
に
影

響
を
与
え
な
く
な
る
（
二
一
五
条)

。
建
設
法
典
二
一
四
条
一
項
一
号
の
定
め
る
瑕
疵
（
計
画
に
よ
り
影
響
を
受
け
る
諸
利
害
の
調

査
・
評
価
の
瑕
疵
）
に
つ
い
て
言
え
ば
、
計
画
の
公
示
か
ら
一
年
以
内
に
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
対
し
、
瑕
疵
を
根
拠
づ
け
る
事
実
関
係

を
摘
示
し
た
上
で
書
面
を
も
っ
て
主
張
し
た
場
合
で
な
け
れ
ば
、
考
慮
さ
れ
な
い
（
建
設
法
典
二
一
五
条
一
項
一
文)

。
計
画
の
公

示
か
ら
一
年
以
内
で
あ
れ
ば
、
裁
判
所
は
職
権
に
よ
り
、
考
慮
さ
れ
る
瑕
疵
を
探
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
年
を
経
過
す
る
と
、

裁
判
所
は
、
期
限
内
に
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
対
し
て
主
張
さ
れ
て
い
た
瑕
疵
し
か
審
査
で
き
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
他
方
で
、
一
年
以
内

に
主
張
さ
れ
た
瑕
疵
で
あ
れ
ば
、
何
人
に
よ
っ
て
も
、
ま
た
い
か
な
る
裁
判
に
お
い
て
も
違
法
事
由
と
し
て
主
張
さ
れ
得
る
。

(

�)

公
衆
参
加
規
定
へ
の
違
反
が
計
画
の
効
力
に
影
響
を
与
え
る
の
は
、
三
条
二
項
の
定
め
る
手
続
、
つ
ま
り
縦
覧
・
意
見
提
出
手
続

規
定
へ
の
違
反
が
あ
っ
た
場
合
の
み
で
あ
る
（
建
設
法
典
二
一
四
条
一
項
二
号
前
段)

。
そ
れ
に
対
し
て
、
早
期
公
衆
参
加
手
続
の

瑕
疵
は
、
一
九
七
六
年
改
正
法
に
よ
る
制
度
導
入
（
連
邦
建
設
法
二
ａ
条
二
項
な
い
し
五
項
）
当
時
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
計
画

の
効
力
に
影
響
を
与
え
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

(
�)(
�)

ま
た
、
縦
覧
・
意
見
提
出
手
続
に
瑕
疵
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
考
慮
さ
れ
な
い

場
合
が
さ
ら
に
法
定
さ
れ
て
い
る
（
建
設
法
典
二
一
四
条
一
項
二
号
後
段)

。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
個
々
の
利
益
主
体
が
手
続
に

参
加
し
な
か
っ
た
が
、
そ
の
利
益
が
重
要
で
な
か
っ
た[

u
n

e
rh

e
b

lich]

か
、
決
定
に
お
い
て
現
に
考
慮
さ
れ
て
い
た
場
合
、
第
二

に
、
縦
覧
の
公
示
に
お
い
て
は
入
手
可
能
な
環
境
関
連
情
報
の
種
類
が
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
が
行
わ

れ
な
か
っ
た
場
合
、
第
三
に
、
縦
覧
の
公
示
に
お
い
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
建
設
法
典
三
条
二
項
二
文
後
段
の
教
示
が
行
わ

れ
な
か
っ
た
場
合
で
あ
る
。
縦
覧
・
意
見
提
出
手
続
の
瑕
疵
が
以
上
の
い
ず
れ
か
に
当
た
る
場
合
、
計
画
の
効
力
の
判
断
に
あ
っ
て

そ
れ
は
考
慮
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
手
続
上
の
瑕
疵
が
考
慮
さ
れ
る
も
の
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
前
述
の
例
と
同
様
、
一
年
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間
の
主
張
期
間
制
限
に
服
す
る
（
建
設
法
典
二
一
五
条
一
項
一
文
一
号)

。

裁
判
所
の
審
査
権
限
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
計
画
の
効
力
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
諸
規
定
は
、
計
画
の
存
続
に
対
す
る
利
害

関
係
人
の
信
頼
保
護
、
当
該
計
画
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
諸
措
置
の
保
護
を

(

�)

目
的
と
し
て
、
さ
ら
に
、
新
た
な
計
画
を
策
定
し
な
お

す
時
間
的
損
失
と
、
計
画
の
効
力
を
維
持
し
た
場
合
の
時
間
的
利
益
、
し
た
が
っ
て
時
間
の
要
素
を
考
慮
し
て
、

(

�)

法
規
範
が
違
法
で

あ
る
場
合
に
は
そ
の
法
規
範
は
無
効
で
あ
る
、
と
の
「
無
効
の
ド
グ
マ
」

(

�)

を
制
限
す
る
も
の
で
あ
る
。

(

�)

以
上
の
ほ
か
、
手
続
は
そ
れ
自
体
が
目
的
な
の
で
は
な
く
、
正
し
い
結
論
に
至
る
た
め
の
手
段
な
の
で
あ
り
奉
仕
的
機
能
の
み
を

有
し
て
い
る
、
と
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

(

�)

縦
覧
・
意
見
提
出
手
続
の
瑕
疵
が
あ
れ
ば
計
画
が
無
効
と
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
の

に
対
し
て
、
早
期
市
民
参
加
手
続
の
瑕
疵
は
当
初
か
ら
、
建
設
管
理
計
画
の
法
的
効
力
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
も
の
と
さ
れ
て
き
た

こ
と
と
、
こ
の
指
摘
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
こ
れ
ら
二
つ
の
参
加
手
続
の
法
的
位
置
づ
け
は
そ
も
そ
も
異
な
っ
て
い
る
、
と
考
え
る

こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
（
第
四
章
第
四
節
参
照)

。

(

�)
B

u
n

d
e

sb
au

g
e

se
tz

v
o

m
2

3
.

Ju
n

i
1

9
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0
,
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G

B
l.

I
S
.

3
4

1
.

(

�)
B

T
-D

rs.8
/2

8
8

5
,

S
.

3
5
.

当
時
、
特
に
小
規
模
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
で
は
手
続
規
定
が
必
ず
し
も
順
守
さ
れ
ず
、
そ
の
た
め
多
く
の
計
画

が
裁
判
所
に
よ
る
審
査
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。H

an
s
�
��
������,

B
u

n
d

e
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au
g
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.

A
u

fl.,
1

9
7

3
,
	

2
R

n
.

5
.

(

�)
B

T
-D

rs.
7

/2
4

9
6
,

S
.

6
2
.

(

	)
V

g
l.

B
attis

/

��

�
/K

rau
tzb

e
rg

e
r,

B
au

G
B

,
V

o
rb

e
m

e
rk

u
n

g
	

2
1

4

21

6
R

n
.

1
,

4
ff.

(
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E
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e
F

e
h
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h
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�

u
n
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e
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n
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(

�)
V

g
l.

B
V

e
rw

G
,

B
e

s.
v
.

2
3
.

1
0
.

2
0

0
3
,

N
V

w
Z
-R

R
2

0
0

3
,

S
.

1
7

2
f.

(
�)

一
九
七
六
年
連
邦
建
設
法
改
正
法
政
府
案
で
は
、
早
期
市
民
参
加
と
縦
覧
手
続
は
区
別
さ
れ
て
お
ら
ず
、
い
ず
れ
の
手
続
の
瑕
疵
も

一
定
の
要
件
を
満
た
せ
ば
計
画
の
効
力
に
影
響
を
与
え
得
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
（B

T
-D

rs.
7

/2
4

9
6
,

S
.

2
4
.)

。
そ
の
後
の
委
員
会
審

議
に
お
い
て
、
早
期
市
民
参
加
の
瑕
疵
は
計
画
の
効
力
に
影
響
を
与
え
な
い
も
の
と
さ
れ
た
（B

T
-D

rs.
7

/4
7

9
3
,

S
.

1
3

1
.)

。

(

�)
B

T
-D

rs.
8

/2
4

5
1
,

S
.

3
1
.

(

�)
W

e
rn

e
r

H
o

p
p

e
,

D
as

�
��

��
�
�
�
��
	�
�

in
d

e
r

N
o

v
e

llie
ru

n
g

d
e

s
B

au
g
e

se
tzb

u
ch

e
s,

D
V

B
l.

1
9

9
4
,

S
.

1
0

3
3
,

1
0

4
1
.

(

�)
�
��	

�
�

�
��

N
JW

1
9

8
6
,

S
.

2
8

0
5
.;

H
artm

u
t

M
au

re
r,

R
e

ch
tsfrag

e
n

k
o

m
m

u
n

ale
r

S
atzu

n
g

sg
e

b
u

n
g
,
�
�
�

1
9

9
3
,

S
.

1
8

4
,

1
9

3
.

(

�)
V

g
l.
�
��	

�
�

�
��

N
JW

1
9

8
6
,

S
.

2
8

0
5

ff.

オ
ッ
セ
ン
ビ
ュ
ー
ル
は
、
建
設
管
理
計
画
の
手
続
・
形
式
瑕
疵
の
不
考
慮
を
定
め
る
連

邦
建
設
法
一
五
五
ａ
条
及
び
一
五
五
ｂ
条
を
、
順
守
困
難
な
手
続
規
定
に
対
す
る
代
償
的
措
置
と
し
て
正
当
化
さ
れ
る
も
の
と
し
て
い
る

(
S
.

2
8

0
8
.)

。

(

�)
B

attis
/�

��
�

/K
rau

tzb
e

rg
e

r,
B

au
G

B
,

V
o

rb
e

m
e

rk
u

n
g
�

2
1

4
-2

1
6

R
n
.

1
2
.

B
V

e
rw

G
,

U
rt.

v
.

7
.

9
.

1
9

7
9
,

D
V

B
l.

1
9

8
0
,

S
.

2
3

0

ff.

は
、
計
画
策
定
過
程
の
瑕
疵
と
そ
れ
が
計
画
の
効
力
に
与
え
る
影
響
と
の
関
係
に
関
す
る
当
時
の
傾
向
に
つ
い
て
「
少
な
く
と
も
一

定
の
時
間
の
経
過
後
に
は
、
Ｂ
プ
ラ
ン
を
、
不
必
要
に
、
手
続
瑕
疵
な
き
成
立
の
要
件
を
理
由
と
し
て
無
効
と
し
な
い
傾
向
」
で
あ
る
と

捉
え
、
そ
れ
に
賛
意
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
扱
わ
れ
た
事
件
に
適
用
さ
れ
る
の
が
一
九
七
六
年
改
正
以
前
の
連
邦
建
設
法
で
あ
り
、
治

癒
規
定
が
な
お
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
前
提
に
、
手
続
実
施
か
ら
長
期
が
経
過
し
、
も
は
や
立
証
困
難
に
な
っ
て
後
で
、
手
続
法

の
観
点
か
ら
Ｂ
プ
ラ
ン
の
効
力
が
危
う
く
さ
れ
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。

第
二
章

市
民
参
加
制
度
の
変
遷

本
章
で
は
、
市
民
（
公
衆
）
参
加
制
度
の
変
遷
を
概
観
す
る
。
一
九
六
〇
年
に
制
定
さ
れ
た
連
邦
建
設
法
は
、
市
民
参
加
と
し
て

は
、
縦
覧
・
異
議
申
出
手
続
を
定
め
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
市
民
参
加
可
能
性
を
抜
本
的
に
拡
大
し
た
の
は
、
連
邦
建
設
法
一
九
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七
六
年
改
正
で
あ
る
。
本
章
で
は
、
一
九
六
〇
年
連
邦
建
設
法
が
一
九
七
一
年
に
改
正
さ
れ
る
ま
で
の
過
程
を
中
心
に
、
市
民
参
加

の
制
度
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
を
概
観
す
る
。
参
加
制
度
の
変
化
の
過
程
の
検
討
は
、
参
加
手
続
が
果
た
す
機
能
を
巡
る
言

説
の
検
討
を
も
含
む
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
検
討
は
本
稿
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
の
で
、
重
複
を
恐
れ
ず
に
次
章
で
も
、
参
加
手
続

の
機
能
に
関
す
る
言
説
を
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

第
一
節

一
九
六
〇
年
連
邦
建
設
法

一
九
六
〇
年
に
、
戦
後
復
興
の
た
め
に
各
ラ
ン
ト
で
制
定
さ
れ
て
い
た
建
設
立
法
を
統
一
す
る
目
的
で
制
定
さ
れ
た
連
邦
建
設
法

は
、
建
設
管
理
計
画
策
定
へ
の
市
民
参
加
手
続
と
し
て
、
計
画
案
の
縦
覧
と
、
そ
れ
に
対
す
る
異
議
・
提
案
の
提
出
を
定
め
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
形
で
の
市
民
参
加
は
、
既
に
一
八
七
五
年
に
制
定
さ
れ
た
プ
ロ
イ
セ
ン
建
築
線
法
で
定
め
ら
れ
、
戦
後
の
各
ラ
ン
ト
の

建
設
立
法
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

(

�)

一
九
六
〇
年
法
に
よ
る
と
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
、
建
設
管
理
計
画
を
策
定
す
る
際
に
、
Ｆ
プ
ラ
ン
で
あ
れ
ば
そ
の
決
議
案
に
説
明
書

[
�
����

����
�
	
��

���
�]

を
添
え
て
、
Ｂ
プ
ラ
ン
で
あ
れ
ば
そ
の
決
議
案
に
理
由
書[

�
�
	��

�
��

�
	]

を
添
え
て
、
一
�
月
間
の
縦

覧
に
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
一
九
六
〇
年
法
二
条
六
項
一
文)

。
縦
覧
開
始
日
の
少
な
く
と
も
一
週
間
前
ま
で
に
、
縦
覧
の
場

所
と
縦
覧
の
期
間
が
地
域
的
慣
行
に
従
っ
た
方
法
で
公
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
こ
の
公
示
に
お
い
て
、
縦
覧
期
間
中
に

計
画
の
議
決
案
に
対
す
る
異
議[

B
e

d
e

n
k

e
n]

お
よ
び
提
案[

A
n

re
g

u
n

g
e

n]

を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
教
示
を
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
（
一
九
六
〇
年
法
二
条
六
項
二
文)

。
異
議
お
よ
び
提
案
は
何
人
も
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

�)

ゲ
マ
イ
ン
デ
は
縦

覧
期
間
中
に
提
出
さ
れ
た
異
議
と
提
案
を
審
査
し
た
上
で
、
そ
れ
ら
を
提
出
し
た
者
に
対
し
て
審
査
の
結
果
を
通
知
す
る
（
一
九
六
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〇
年
法
二
条
六
項
四
文)

。
ま
た
、
上
級
行
政
庁
に
よ
る
認
可
を
受
け
る
た
め
に
計
画
を
提
出
す
る
際
に
は
、
上
級
行
政
庁
に
よ
る

計
画
に
対
す
る
法
的
統
制
に
資
す
る
た
め
に
、

(

�)

考
慮
さ
れ
な
か
っ
た
異
議
と
提
案
が
、
そ
れ
に
対
す
る
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
見
解
と
と
も

に
添
付
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
一
九
六
〇
年
法
二
条
六
項
五
文)

。
こ
の
よ
う
に
、
既
に
一
九
六
〇
年
連
邦
建
設
法
に
お

い
て
、
現
行
法
と
同
様
の
縦
覧
手
続
が
確
立
さ
れ
て
い
た
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
縦
覧
・
異
議
申
出
制
度
そ
の
も
の

は
一
九
世
紀
に
ま
で
遡
る
も
の
で
あ
る
が
、
一
九
六
〇
年
法
は
そ
れ
ま
で
争
い
の
あ
っ
た
拘
束
的
土
地
利
用
計
画
（
一
九
六
〇
年
法

で
は
Ｂ
プ
ラ
ン
）
の
法
的
性
質
を
条
例
で
あ
る
と
し
た
。
通
常
の
条
例
で
あ
れ
ば
、
条
例
案
を
縦
覧
に
付
し
、
市
民
か
ら
の
異
議
や

提
案
を
受
け
付
け
る
と
い
う
手
続
は
踏
ま
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
条
例
制
定
手
続
と
し
て
は
特
殊
な
も
の
で
あ
る
、
と
意
識
さ
れ

て
い
た
。

(

�)

で
は
、
こ
の
手
続
は
ど
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
す
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
政
府
提
案
理
由
書
は
、
縦
覧
・
異

議
申
出
手
続
の
意
図
の
意
図
が
「
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
建
築
秩
序
と
地
域
像
の
形
成
に
対
す
る
市
民
の
関
心
を
呼
び
起
こ
し[

w
e

ck
e

n]

、

何
人
を
も
、
提
案
と
異
議
の
主
張
を
通
じ
て
Ｂ
プ
ラ
ン
の
形
成
に
参
加
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。｣

と
し
て
い
た
。

(

�)

し
か
し
、
一
九
六
〇
年
法
の
定
め
る
参
加
手
続
は
、
強
く
批
判
さ
れ
て
い
た
。
批
判
の
中
心
は
、
市
民
参
加
の
時
期
が
遅
す
ぎ
る

こ
と
、
お
よ
び
、
市
民
に
対
し
て
提
供
さ
れ
る
情
報
が
僅
少
で
あ
る
た
め
、
計
画
案
を
策
定
す
る
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
圧
倒
的
な
情
報
優

位
が
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
建
設
管
理
計
画
案
の
縦
覧
・
異
議
申
出
手
続
が
行
わ
れ
る
の
は
、
通
例
は
、
計
画
草
案
が
作
成
さ
れ
、

行
政
庁
そ
の
他
の
公
益
主
体
の
参
加
手
続
（
一
九
六
〇
年
連
邦
建
設
法
二
条
五
項
）
が
終
了
し
た
後
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
市

民
が
計
画
案
を
縦
覧
す
る
段
階
で
は
、
す
で
に
関
係
行
政
庁
や
そ
の
他
の
公
益
主
体
と
の
調
整
を
経
て
計
画
案
は
固
ま
っ
て
し
ま
っ

て
お
り
、
計
画
内
容
の
大
幅
な
修
正
は
事
実
上
不
可
能
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

(
�)

ま
た
、
市
民
に
対
し
て
提
供
さ
れ
る
情
報
は
、
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計
画
案
と
そ
の
理
由
書
の
み
で
あ
っ
た
。
市
民
は
、
計
画
案
が
ど
の
よ
う
な
意
図
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
た
の
か
、
計
画
案
の
作
成

の
段
階
で
ど
の
よ
う
な
代
替
案
が
検
討
さ
れ
た
の
か
な
ど
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
作
成
し
た
計
画
案
に
対
し
て
有
効
に
反
論
し
、
ま
た
実

現
可
能
性
の
あ
る
対
案
を
提
出
す
る
た
め
の
情
報
を
提
供
さ
れ
な
い
。
そ
の
た
め
、
そ
も
そ
も
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
よ
る
計
画
案
の
作
成

に
対
し
て
何
ら
か
の
影
響
を
与
え
得
る
可
能
性
が
低
か
っ
た
の
で
あ
る
。

(

�)

上
述
し
た
よ
う
に
、
Ｂ
プ
ラ
ン
は
条
例
と
し
て
制
定
さ
れ
る
の
で
、
Ｂ
プ
ラ
ン
策
定
手
続
は
、
少
な
く
と
も
形
式
上
は
規
範
制
定

手
続
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
市
民
参
加
は
計
画
を
策
定
す
る
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
と
っ
て
の
情
報
収
集
手
段
で
あ
る
に
と
ど
ま
り
、
市
民

が
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
対
話
の
相
手
と
し
て
、
ま
た
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
よ
る
計
画
策
定
を
統
制
す
る
機
関
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、｢

民
主
主
義
的
国
家
理
解
と
は
調
和
し
得
な
い
官
憲
国
家
的
規
範
制
定
手
続
の
伝
統
」
が
維
持
さ
れ
た
、

と
評
さ
れ
て
い
た
。

(

�)

そ
こ
で
、｢

計
画
策
定
プ
ロ
セ
ス
の
民
主
化｣

(
�)

が
語
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

(

�)
B

T
-D

rs.
3

/3
3

6
,

S
.

6
5
.

プ
ロ
イ
セ
ン
建
築
線
法
の
定
め
る
参
加
制
度
に
つ
い
て
は
、v

g
l.

S
ch

m
id

t-�
�
�
��
�
,

G
ru

n
d

frag
e

n
d

e
s

�
��	

�

���



��
�,

S
.

2
5

f.

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
計
画
案
に
対
し
て
異
議[

E
in

w
e

n
d

u
n

g]

を
提
出
し
得
る
者
の
範
囲
は
限
定
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
。

(

�)
B

T
-D

rs.
3

/3
3

6
S
.

6
5
.

(

�)
H

an
s
�
��
�	�


,
B

u
n

d
e

sb
au

g
e

se
tz,

3
.

A
u

fl.,
1

9
7

3
,
�

2
R

n
.

1
0
.

(

�)
B

T
-D

rs.
3

/3
3

6
S
.

6
5
.

(

�)
B

T
-D

rs.
3

/3
3

6
S
.

6
5
.

(

	)
O

tto
S

ch
lich

te
r

/R
u

d
o

lf
S
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/H

an
s-Jo

ach
im

T
itte

l,
B

u
n

d
e

sb
au

g
e

se
tz,

3
.

A
.,

1
9

7
9
,
�

2
R

n
.

1
.
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D
e

m
o

k
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u
n

d
V

e
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n

g
,

1
9

7
2
,

S
.

3
5

5
,

3
6

2
f.;

S
ch

m
id

t-�
�
�
�	
	
,

G
ru

n
d

frag
e

n
d

e
s

S
tad

te
b

au
re

ch
t,

S
.

7
6
.

(
�)

S
ch

m
id

t-�
�
�
�	
	
,

G
ru

n
d

frag
e

n
d

e
s
�

��


�
���

���

,

S
.

7
8
.

(

�)
S

ch
m
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t-�

�
�
�	
	
,

G
ru

n
d

frag
e

n
d

e
s
�

��


�
���

���

,

S
.

7
6
.

第
二
節

連
邦
建
設
法
一
九
七
六
年
改
正

連
邦
建
設
法
は
、
一
九
七
六
年
に
大
幅
に
改
正
さ
れ
た
。
改
正
の
主
た
る
目
的
は
、
開
発
利
益
の
吸
収
、
計
画
内
容
の
積
極
的
実

現
、
及
び
計
画
維
持[

P
lan

e
rh

altu
n

g]

の
導
入
で
あ
っ
た
が
、｢

計
画
の
民
主
化
」
な
い
し
市
民
参
加[

P
artizip

atio
n]

の
拡
大
も
、

主
要
な
関
心
事
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

(
�)

政
府
提
案
理
由
書
は
、
改
正
目
的
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

(

�)

「
一
九
六
〇
年
に
制
定
さ
れ
た
連
邦
建
設
法
は
、
深
化
し
て
ゆ
く
経
済
社
会
の
変
化
が
都
市
ゲ
マ
イ
ン
デ
及
び
地
方
ゲ
マ
イ
ン

デ[�
��
���
�

u
n

d
��	

����
�

G
e

m
e

in
d
e

n]

の
建
築
構
造[

b
au

lich
e

S
tru

k
tu

re
n]

に
課
し
て
い
る
諸
要
求
に
も
は
や
適

合
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
適
時
の
都
市
開
発
を
許
さ
ず
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
Ｂ
プ
ラ
ン
の
内
容
の
実
現
に
対
し
て
影
響
力
を
及
ぼ

す
こ
と
を
可
能
に
す
る
た
め
の
手
段
を
十
分
に
は
備
え
て
い
な
い
。
建
設
管
理
計
画
の
策
定
へ
の
市
民
参
加
に
関
す
る
規
定
も
、

我
々
の
今
日
的
な
民
主
主
義
理
解
に
は
も
は
や
一
致
し
て
い
な
い
。
殊
に
重
大
な
欠
陥
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
の
は
、
都
市
建
設

上
の
措
置
や
公
金
の
投
入[

L
e

istu
n

g
e

n
d
e

r
A

llg
e

m
e

in
h

e
it]

を
通
じ
て
惹
起
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
地
価
上
昇
分
の
吸
収
を

連
邦
の
立
法
者
が
完
全
に
放
棄
し
た
こ
と
で
あ
る
。(

原
文
改
行
）
都
市
建
設
促
進
法
は
、
こ
れ
ら
の
不
足
点
を
そ
の
適
用
範

囲
内
に
お
い
て
取
り
除
き
、
又
は
少
な
く
と
も
緩
和
し
た
。
一
九
七
三
年
一
月
一
八
日
の
連
邦
総
理
大
臣
に
よ
る
政
府
声
明
に

従
い
、
本
法
律
案
に
よ
り
、
と
り
わ
け
都
市
建
設
促
進
法
の
諸
原
則
が
一
般
都
市
建
設
法
へ
移
入
さ
れ
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
土
地
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政
策
上
の
状
況
が
改
善
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
公
行
政
主
体
に
よ
る
計
画
策
定
と
投
資
を
通
じ
て
生
じ
た
土
地
価
格
の
上
昇
は
、

都
市
建
設
上
の
措
置
に
要
す
る
資
金
を
調
達
す
る
た
め
に
動
員
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。｣

本
稿
と
の
関
係
で
は
、
一
九
七
六
年
改
正
が
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
よ
る
Ｂ
プ
ラ
ン
の
積
極
的
実
現
を
目
指
し
て
い
た
点
が
重
要
で
あ
る
。

一
九
七
六
年
改
正
は
、
民
間
の
建
設
活
動
の
限
界
を
定
め
、
望
ま
し
い
方
向
へ
誘
導
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
「
誘
導
的
計
画[

A
u

ffan
g
-

p
lan

u
n

g]

」
の
機
能
に
加
え
て
、
よ
り
積
極
的
実
現
を
目
指
す
機
能
（｢

発
展
計
画[

E
n

tw
ick

lu
n

g
sp

lan
u

n
g]｣

）
を
も
、
Ｂ
プ
ラ

ン
に
与
え
よ
う
と
し
て
い
た
。
誘
導
的
計
画
は
、
民
間
の
建
設
活
動
を
方
向
づ
け
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
計
画
に
沿
っ
た
建
設
を
行

う
か
否
か
、
ま
た
い
つ
行
う
か
は
土
地
所
有
者
の
任
意
に
委
ね
ら
れ
る
た
め
、
Ｂ
プ
ラ
ン
に
お
い
て
想
定
さ
れ
た
よ
う
な
市
街
地
像

が
形
成
さ
れ
る
保
証
は
な
く
、
そ
れ
が
克
服
す
べ
き
課
題
で
あ
る
と
感
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

(

�)

そ
の
た
め
、
一
九
七
六
年
法
は
、

Ｂ
プ
ラ
ン
の
指
定
に
従
っ
た
建
築
な
い
し
植
樹
を
命
じ
る
建
築
・
植
樹
命
令
（
一
九
七
六
年
法
三
九
ｂ
条
）
、
土
地
な
い
し
建
築
物

を
Ｂ
プ
ラ
ン
の
指
定
に
従
っ
て
使
用
す
る
こ
と
、
な
い
し
そ
の
よ
う
な
使
用
に
供
す
る
こ
と
を
命
じ
る
使
用
命
令
（
同
三
九
ｃ
条)

、

撤
去
命
令
（
同
三
九
ｄ
条)

、
近
代
化
命
令
（
同
三
九
ｅ
条
）
と
い
っ
た
、
土
地
所
有
者
に
対
し
て
Ｂ
プ
ラ
ン
の
内
容
に
即
し
た
土

地
利
用
を
強
制
す
る
諸
手
段
を
導
入
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
計
画
策
定
過
程
に
お
け
る
市
民
の
位
置
づ
け
に
ど
の
よ
う

に
影
響
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
九
七
六
年
法
政
府
提
案
理
由
書
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

(

�)

「
都
市
建
設
の
課
題
の
変
化
は
必
然
的
に
、
市
民
の
広
範
な
動
員[

In
p

flich
tn

ah
m

e]

に
繋
が
る
。
都
市
建
設
上
の
発
展
計
画

は
、『
誘
導
的
計
画
』
よ
り
も
よ
り
強
度
の
影
響
を
与
え
る
。
計
画
的
に
進
め
ら
れ
る[

p
lan

v
o

ll]

ゲ
マ
イ
ン
デ
の
発
展
、
と

り
わ
け
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
整
備
は
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
諸
施
設
と
環
境
に
対
す
る
、
ま
す
ま
す
強
ま
っ
て
ゆ
く
市
民
の

要
求
を
満
た
す
の
み
な
ら
ず
、
私
人
の
活
動
の
前
提
を
作
り
出
す
も
の
で
あ
る
。
他
方
で
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
整
備
も
、
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そ
れ
ら
私
的
活
動
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
い
。｣

土
地
所
有
者
は
、
計
画
を
通
じ
て
そ
の
土
地
利
用
に
つ
い
て
規
制
を
受
け
る
と
い
う
い
わ
ば
消
極
的
な
立
場
に
立
っ
て
い
る
だ
け

で
は
な
く
、
計
画
が
想
定
し
て
い
る
市
街
地
像
を
実
現
す
る
た
め
の
活
動
へ
の
積
極
的
参
加
が
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う

で
あ
れ
ば
、
市
民
の
地
位
を
、
一
九
六
〇
年
連
邦
建
設
法
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
単
な
る
情
報
提
供
者
に
留
め
て
お
く
こ
と
は

で
き
な
く
な
る
だ
ろ
う
。

一
九
七
六
年
改
正
法
の
政
府
案
は
、
一
九
六
〇
年
連
邦
建
設
法
が
市
民
参
加
制
度
と
し
て
定
め
て
い
た
縦
覧
・
異
議
申
出
制
度

（
一
九
六
〇
年
法
二
条
六
項
）
の
前
段
階
に
実
施
さ
れ
る
参
加
と
し
て
、
都
市
建
設
促
進
法
一
条
四
項
四
文
、
四
条
及
び
九
条
の
定

め
る
参
加
制
度
を
修
正
し
た
形
で
早
期
市
民
参
加
を
導
入
し
た
。
ま
ず
早
期
市
民
参
加
が
実
施
さ
れ
、
そ
の
成
果
を
踏
ま
え
て
作
成

さ
れ
た
計
画
案
が
縦
覧
に
付
さ
れ
る
と
い
う
、
今
日
ま
で
続
く
市
民
参
加
制
度
の
枠
組
み
が
こ
の
時
に
現
れ
た
。
政
府
案
に
よ
れ
ば
、

ゲ
マ
イ
ン
デ
は
「
可
能
な
限
り
早
期
」
に
、
市
民
に
対
し
て
、
意
図
さ
れ
て
い
る
計
画
の
目
標
、
目
的
及
び
そ
の
影
響
に
関
し
て
情

報
提
供
を
行
い[

u
n

te
rrich

te
n]

、｢

意
見
表
明
の
機
会[

G
e

le
g
e

n
h

e
it

zu
r
�
�
�
���

�
�]

を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、

目
標
及
び
目
的
を
異
に
す
る
代
替
案
を
示
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
（
政
府
案
二
条
三
ａ
項)

。
こ
の
政
府
案
は
、
議
会
審
理
の

過
程
で
、
多
少
の
修
正
を
受
け
た
。
一
九
六
〇
年
法
二
条
は
建
設
管
理
計
画
策
定
手
続
を
規
律
す
る
規
定
で
あ
り
、
一
九
七
六
年
法

政
府
案
は
そ
こ
に
早
期
市
民
参
加
に
関
す
る
規
定
を
追
加
し
よ
う
と
し
て
い
た
が
、
市
民
参
加
に
関
す
る
規
定
を
二
ａ
条
と
し
て
独

立
さ
せ
、
そ
こ
で
、
早
期
市
民
参
加
と
縦
覧
・
異
議
申
出
手
続
を
規
律
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
早
期
市
民
参
加
に
関
し
て
議
会
で
争

わ
れ
た
の
は
、
代
替
案
提
示
義
務
の
範
囲
で
あ
る
。
連
邦
参
議
院
は
、
代
替
案
が
実
際
に
作
成
さ
れ
た
場
合
に
の
み
、
そ
の
提
示
が

義
務
付
け
ら
れ
る
こ
と
を
明
示
的
に
定
め
る
べ
き
で
あ
る
と
し
、

(

�)

こ
の
提
案
は
取
り
入
れ
ら
れ
た
。

(

�)

ま
た
、
早
期
市
民
参
加
に
お
い
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て
は
ま
ず
情
報
提
供[

U
n

te
rrich

tu
n

g]

が
行
わ
れ
、
引
き
続
い
て
「
意
見
表
明
の
機
会
」
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
が
、

そ
れ
が
「
説
明[

D
arle

g
u

n
g]

」
と
「
意
見
表
明
と
討
論[�

�����
��
�
�]

の
機
会
」
へ
と
修
正
さ
れ
た
。

(

�)

政
府
案
で
は
情
報
提
供

と
意
見
表
明
の
機
会
の
付
与
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
が
、
議
会
に
お
け
る
修
正
を
通
じ
て
情
報
提
供
義
務
と
聴
聞
権
が
質
的
に
拡
大
さ

れ
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
そ
の
計
画
構
想
を
説
明
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
市
民
と
「
討
論
」
を
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

(

�)

一
九
七
六
年
法
二
ａ
条
に
よ
れ
ば
、
参
加
手
続
は
次
の
よ
う
に
実
施
さ
れ
る
。
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
、
計
画
策
定
の
一
般
的
目
標
及
び

目
的
を
、
公
衆
に
対
し
て
説
明
し[

�		��
�
��

d
arle

g
e

n]
(

一
九
七
六
年
法
二
ａ
条
二
項
一
文)

、｢

意
見
表
明
と
討
論
（
聴
聞
）

の
機
会
」
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
二
ａ
条
二
項
二
文)

。
説
明
と
聴
聞
は
、
適
切
な
方
法
で
、
か
つ
可
能
な
限
り
早
期
に

実
施
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
二
ａ
条
二
項
三
文
前
段)

。
こ
の
説
明
と
聴
聞
は
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
情
報
収
集
手
段
に
尽
き
る

も
の
で
は
な
い
。
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
、
公
衆
に
対
し
て
、
策
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
建
設
管
理
計
画
の
原
案
を
示
す
だ
け
で
は
足
り
ず
、

新
た
な
建
設
管
理
計
画
の
策
定
な
い
し
既
存
の
建
設
管
理
計
画
の
修
正
や
補
充
の
動
機
が
何
で
あ
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
必
要
に
答

え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
の
必
要
に
い
か
に
し
て
答
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
を
、
公
衆
に
対
し
て
明
ら
か
に
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

�)

こ
こ
で
言
う
「
説
明
と
聴
聞
」
は
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
と
市
民
と
の
間
の
対
話
を
惹
起
し
、
そ
れ
に
よ
り
ゲ
マ
イ

ン
デ
に
よ
る
計
画
案
作
成
作
業
に
市
民
の
考
え
を
反
映
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

(

�)

縦
覧
・
異
議
申
出
手
続
に
は
、
大
き
な
変
化
は
な
い
。
同
一
内
容
の
異
議
申
出
が
大
量
に
あ
っ
た
場
合
の
検
討
結
果
の
通
知
方
法

に
つ
い
て
、
特
則
が
設
け
ら
れ
た
（
同
二
ａ
条
六
項
五
文)

。

連
邦
建
設
法
一
九
七
六
年
改
正
で
導
入
さ
れ
た
早
期
市
民
参
加
制
度
は
、｢
計
画
の
民
主
化
」
を
旗
印
に
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
が
、
そ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
民
主
化
」
と
は
何
を
意
味
し
て
い
た
の
か
、
実
際
に
は
早
期
市
民
参
加
制
度
に
何
が
期
待
さ
れ
て
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い
た
の
か
は
、
次
章
で
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。

ま
た
、
既
に
前
章
第
三
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
一
九
七
六
年
改
正
は
、｢

計
画
維
持[

P
lan

e
rh

altu
n

g]

の
考
え
方
を
初
め
て
導

入
し
た
（
一
五
五
ａ
条)

。

連
邦
建
設
法
は
、
三
年
後
の
一
九
七
九
年
に
、
計
画
策
定
の
迅
速
化
を
目
的
と
し
て
再

(

�)

度
改
正
さ
れ
た
。

(

�)

建
設
管
理
計
画
の
効
力

の
有
無
を
判
断
す
る
際
に
裁
判
所
に
よ
っ
て
考
慮
さ
れ
な
い[

u
n

b
e

ach
tlich]

瑕
疵
の
範
囲
が
拡
大
さ
れ
た
が
、
参
加
制
度
に
は
変

更
は
な
い
。
一
九
八
六
年
に
は
、
連
邦
建
設
法
と
都
市
建
設
促
進
法
を
統
合
し
て
、
建
設
法
典
が
制
定
さ
れ
た
。

(

�)

市
民
参
加
規
定
が

三
条
に
置
か
れ
、
規
定
ぶ
り
が
若
干
修
正
さ
れ
た
ほ
か
、
早
期
市
民
参
加
を
省
略
し
得
る
場
合
が
拡
大
さ
れ
た
。

(

�)
S

ch
lich

te
r

/S
tich

/T
itte

l,
B

u
n

d
e

sb
au

g
e

se
tz,

3
.

A
.,
�

2
R

n
.

1
.

(

�)
B

T
-D

rs.
7

/2
4

9
6
,

S
.

1
.

(

�)
B

T
-D

rs.
7

/2
4

9
6
,

S
.

2
8
.

(

�)
B

T
-D

rs.
7

/2
4

9
6
,

S
.

2
8
.

(

�)
B

T
-D

rs.
7

/2
4

9
6
,

S
.

6
7
.

(

	)
B

T
-D

rs.
7

/2
4

9
6
,

S
.

8
4
;

B
T

-D
rs.

7
/5

0
5

9
,

S
.

2
.

(


)
B

T
-D

rs.
7

/5
0

5
9
,

S
.

2
.

(

�)
V

g
l.

S
e

b
astian

H
e

itze
r

/E
rn

st
O

e
stre

ich
e

r,
B

u
n

d
e

sb
au

g
e

se
tz

u
n

d
�
�������	


�����	

��������,

1
9

7
7
,

S
.

6
3
.

「
討
論
」
に

つ
い
て
は
、
第
三
章
第
三
節
で
検
討
を
加
え
る
。

(

�)
S

ch
lich

te
r

/S
tich

/T
itte

l,
B

u
n

d
e

sb
au

g
e

se
tz,

3
.

A
.,
�

2
a

R
n
.

4
.

(

)
S

ch
lich

te
r

/S
tich

/T
itte

l,
B

u
n

d
e

sb
au

g
e

se
tz,

3
.

A
.,
�

2
a

R
n
.

5
.

(

�)
B

attis
/�

��
�

/K
rau

tzb
e

rg
e

r,
B

au
G

B
,

E
in

le
itu

n
g

R
n
.

1
3
.
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(

�)
B

G
B

l.
I

S
.

9
4

9
.

(
�)

B
G

B
l.

I
S
.

2
2

5
3
.

第
三
節

小

括

以
上
で
概
観
し
た
参
加
制
度
の
変
遷
の
要
点
を
こ
こ
で
ま
と
め
て
お
く
。

ま
ず
早
期
市
民
参
加
が
行
わ
れ
、
成
案
を
得
た
の
ち
に
、
正
式
の
参
加
手
続
で
あ
る
縦
覧
・
異
議
申
出
が
行
わ
れ
る
と
い
う
二
段

階
の
参
加
制
度
の
骨
格
は
、
早
期
市
民
参
加
制
度
が
導
入
さ
れ
た
一
九
七
六
年
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
変
化
し
て
い
な
い
。
ま
た
、

一
九
七
六
年
改
正
で
初
め
て
、
計
画
維
持
の
考
え
方
が
導
入
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
、
手
続
上
の
瑕
疵
が
計
画
の
効
力
に
影
響
を
及
ぼ

さ
な
い
よ
う
に
、
と
い
う
考
慮
が
一
貫
し
て
な
さ
れ
て
い
る
。
参
加
手
続
に
つ
い
て
い
え
ば
、
縦
覧
・
異
議
申
出
（
意
見
提
出
）
手

続
の
瑕
疵
は
計
画
の
効
力
に
影
響
を
与
え
る
が
、
早
期
市
民
参
加
の
瑕
疵
は
、
こ
の
制
度
が
導
入
さ
れ
た
当
初
か
ら
、
計
画
の
効
力

に
は
影
響
を
与
え
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
法
的
取
扱
い
の
違
い
が
何
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
が
問
題
と
な

ろ
う
。
こ
の
点
は
、
本
稿
の
最
後
で
触
れ
る
。

な
お
、
一
九
八
六
年
に
制
定
さ
れ
た
建
設
法
典
は
、
一
九
九
三
年
、

(

�)

一
九
九
八
年
、

(

�)

二
〇
〇
四
年
及

(

�)

び
二
〇
〇
七
年
に

(

�)

大
幅
な
改

正
を
見
て
い
る
。
一
九
九
三
年
改
正
及
び
一
九
九
八
年
改
正
は
、
ド
イ
ツ
統
一
と
欧
州
統
合
の
進
展
を
受
け
た
、
計
画
策
定
手
続
の

迅
速
化
と
民
間
活
力
の
導
入
を
通
じ
た
投
資
の
促
進
が
主
要
な
目
的
で
あ
っ
た
。

(

�)

そ
れ
に
対
し
て
二
〇
〇
四
年
改
正
は
Ｅ
Ｕ
法
へ
の

対
応
が
主
目
的
で
あ
り
、
計
画
策
定
の
際
の
環
境
調
査
に
関
す
る
規
定
が
整
備
さ
れ
た
ほ
か
、
縦
覧
・
意
見
提
出
手
続
に
お
い
て
時

期
に
遅
れ
て
提
出
さ
れ
た
意
見
が
、
議
会
で
の
計
画
案
の
議
決
の
際
に
考
慮
さ
な
い
こ
と
が
明
記
さ
れ
た
。
二
〇
〇
七
年
改
正
は
、
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市
街
地
中
心
部
の
再
生
の
促
進
を
目
的
に
し
て
い
る
が
、
手
続
と
の
関
連
で
は
、
Ｂ
プ
ラ
ン
に
対
す
る
規
範
統
制
訴
訟
に
お
い
て
、

縦
覧
・
意
見
表
明
手
続
で
主
張
さ
れ
な
か
っ
た
論
点
を
計
画
の
違
法
事
由
と
し
て
持
ち
出
す
こ
と
が
排
除
さ
れ
た
。

(

�)

(

�)
G

e
se

tz
zu

r
E

rle
ich

te
ru

n
g

v
o

n
In

v
e

stitio
n

e
n

u
n

d
d

e
r

A
u

sw
e

isu
n

g
u

n
d

B
e

re
itste

llu
n

g
v

o
n

W
o

h
n

b
au

lan
d

g
e

se
tz

v
o

m
2

2
.

4
.

1
9

9
3
,

B
G

B
l.

I
S
.

4
6

6
.

(

�)
B

au
-

u
n

d
R

au
m

o
rd

n
u

n
g

sg
e

se
tz

v
o

m
1

8
.

8
.

1
9

9
7
,

B
G

B
l.

I
S
.

2
0

8
1
.

(

�)
G

e
se

tz
zu

r
A

n
p

assu
n

g
d

e
s

B
au

g
e

se
tzb

u
ch

s
an

E
U

-R
ich

tlin
ie

n
v

o
m

2
4
.

6
.

2
0

0
4
,

B
G

B
l.

I
S
.

2
4

1
5
.

(

�)

前
掲
注(

�)
参
照
。

(

�)

当
時
の
法
改
正
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
ド
イ
ツ
都
市
建
設
法
に
お
け
る
行
政
と
私
人
の
協
力(

一)

」
法
学
論
叢
一
四
五
巻
六
号
（
一
九

九
九
年
）
二
五
、
三
一
頁
以
下
を
参
照
。

(

�)

二
〇
〇
七
年
改
正
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、v

g
l.

B
attis

/K
rau

tzb
e

rg
e

r
/�

��
�,

G
e

se
tz

zu
r

E
rle

ich
te

ru
n

g
v

o
n

P
lan

u
n

g
sv

o
rh

ab
e

n

��
�

d
ie

In
n

e
n

e
n

tw
ick

lu
n

g
d
e

r
�
�	


��
(
�
B

au
G

B
2

0
0

7
“)

,
N

V
w

Z
2

0
0

7
,

1
2

1
.

第
三
章

参
加
制
度
の
目
的
・
機
能

第
一
節

一
九
七
一
年
都
市
建
設
促
進
法
を
巡
る
議
論

建
設
管
理
計
画
の
策
定
の
際
の
市
民
参
加
制
度
を
大
幅
に
拡
充
し
た
一
九
七
六
年
連
邦
建
設
法
改
正
は
、
市
民
参
加
制
度
を
は
じ

め
多
く
の
点
で
、
一
九
七
一
年
に
制
定
さ
れ
た
都
市
建
設
促
進
法
を
参
照
し
て
い
た
。

(

�)

本
節
で
は
、
都
市
建
設
促
進
法
の
定
め
る
参

加
制
度
を
紹
介
し
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
意
図
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
検
討
す
る
。

再
開
発[

S
an

ie
ru

n
g]
(

	)

お
よ
び
新
開
発[

E
n

tw
ick

lu
n

g]
(


)

を
促
進
す
る
た
め
に
一
九
七
一
年
に
制
定
さ
れ
た
都
市
建
設
促
進
法
は

(

�)

、
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そ
の
総
則
規
定
で
「
利
害
関
係
人
は
、[

再
開
発
お
よ
び
新
開
発
の
〕
措
置
の
準
備
と
実
施
に
参
加
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
る
も
の

と
す
る
」(

都
市
建
設
促
進
法
一
条
四
項
四
文
）
と
し
た
上
で
、
再
開
発
の
構
想
段
階
か
ら
事
業
実
施
段
階
に
至
る
ま
で
の
各
段
階

で
、
参
加
手
続
を
設
け
て
い
た
。
既
に
制
定
さ
れ
て
い
た
連
邦
建
設
法
と
比
較
し
て
充
実
し
た
参
加
手
続
が
設
け
ら
れ
た
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
は
一
方
で
は
、
当
時
の
連
邦
建
設
法
に
基
づ
く
建
設
管
理
計
画
策
定
へ
の
市
民
参
加
手
続
が
貧
弱
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

か
ら
生
じ
て
い
た
問
題
の
克
服
を
課
題
の
一
つ
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
他
方
で
は
、
建
設
管
理
計
画
一
般
と
は
異
な
る
再
開
発

措
置
の
特
殊
性
が
重
視
さ
れ
た
た
め
で
あ
っ
た
。

(

�)

前
章
で
述
べ
た
と
お
り
、
当
時
の
連
邦
建
設
法
は
市
民
参
加
制
度
と
し
て
は
縦
覧
・
異
議
申
出
の
み
を
予
定
し
て
い
た
が
、
そ
れ

が
行
わ
れ
る
の
は
既
に
計
画
案
が
固
ま
っ
た
後
で
あ
り
、
市
民
か
ら
異
議
の
申
し
出
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
も
は
や
大
幅
な
計
画
変

更
が
事
実
上
困
難
な
段
階
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
計
画
案
の
完
成
以
前
の
段
階
に
市
民
が
参
加
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た

め
、
連
邦
建
設
法
が
設
け
た
参
加
手
続
は
、
実
際
に
は
そ
の
役
割
を
ほ
と
ん
ど
果
た
し
て
い
な
い
と
評
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
計

画
策
定
の
早
期
の
段
階
、
す
な
わ
ち
市
民
か
ら
の
意
見
の
提
出
が
実
際
上
の
意
義
を
持
ち
得
る
段
階
で
市
民
参
加
を
実
施
す
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
て
い
た
。
都
市
建
設
促
進
法
の
参
加
規
定
は
、
そ
れ
に
応
え
る
と
い
う
意
味
が
あ
っ
た
。

(

�)

他
方
で
、
都
市
建
設
促
進
法
は
再
開
発
の
特
殊
性
を
考
慮
し
て
い
た
。
都
市
建
設
促
進
法
を
審
議
し
た
連
邦
議
会
第
一
四
委
員
会

の
審
議
報
告
書
は

(

�)

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
再
開
発
は
、
も
っ
ぱ
ら
環
境
の
建
築
的
形
成
の
た
め
の
過
程
と
し
て
の
み
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
再
開
発
は
通
例
は
、

第
一
に
、
人
間
の
生
活
環
境
、
と
り
わ
け
所
有
関
係
及
び
居
住
関
係
、
経
済
的
存
立
お
よ
び
近
隣
関
係
へ
の
一
個
の
侵
害
で
あ

る
。
再
開
発
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
社
会
的
連
関
に
特
別
の
注
目
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
利
害
関
係
あ
る
市
民
は
、
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上
述
の
よ
う
な
結
果
を
伴
う
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
建
設
上
の
発
展
が
、
自
身
を
飛
び
越
え
て
職
権
に
よ
り
実
施
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
、

と
確
信
で
き
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
再
開
発
の
目
的
設
定
と
実
施
に
関
す
る
利
害
関
係
市
民
の
考
え
が
、
ゲ
マ
イ
ン
デ

に
よ
る
総
合
的
考
慮
に
流
入
す
る
こ
と
、
利
害
関
係
あ
る
市
民
の
個
人
的
ア
ン
ガ
ー
ジ
ュ
マ
ン
へ
の
準
備
が
評
価
さ
れ
る
こ
と
、

経
済
分
野
と
社
会
分
野
と
の
間
で
予
想
さ
れ
る
摩
擦
が
回
避
さ
れ
、
又
は
緩
和
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
配
慮
が
な
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。｣

審
議
報
告
書
は
こ
の
よ
う
に
、
再
開
発
の
実
施
の
あ
り
方
を
述
べ
た
上
で
、
こ
の
よ
う
な
あ
り
方
を
貫
く
思
想
が
「
再
開
発
過
程

の
民
主
化
」
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
が
再
開
発
の
準
備
の
段
階
か
ら
実
現
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
と
し
て

い
る
。

再
開
発
の
準
備
過
程
の
第
一
段
階
は
、
再
開
発
地
区
の
指
定
（
三
条
一
項
）
の
た
め
の
準
備
的
調
査
で
あ
る
（
四
条)

。
再
開
発

地
区
と
は
、
再
開
発
措
置
を
通
じ
て
建
設
上
の
弊
害
を
取
り
除
く
必
要
の
あ
る
地
区
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
地
区
に
該
当

す
る
か
否
か
を
判
断
す
る
た
め
の
基
礎
的
情
報
を
得
る
た
め
の
準
備
的
調
査
の
調
査
対
象
事
項
は
、
再
開
発
の
必
要
性
、
予
定
地
区

の
社
会
的
諸
事
情
、
す
な
わ
ち
利
害
関
係
人
の
個
人
的
生
活
環
境
お
よ
び
経
済
的
・
社
会
的
分
野
に
生
じ
る
と
予
想
さ
れ
る
不
利
益

的
影
響
、
都
市
建
設
上
の
諸
事
情
お
よ
び
再
開
発
の
た
め
の
計
画
策
定
と
実
施
の
可
能
性
な
ど
、
広
範
に
わ
た
る
。
そ
の
際
、
予
定

地
区
内
の
土
地
所
有
者
、
借
家
人
や
そ
の
他
の
利
用
権
者
の
意
向
を
調
査
し
、
そ
れ
ら
の
者
の
提
案
を
受
け
取
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
（
四
条
一
項
二
文)

。

ま
た
、
準
備
的
調
査
は
、
意
図
さ
れ
て
い
る
再
開
発
の
「
直
接
の
利
害
関
係
人
」
に
つ
い
て
生
じ
る
と
見
込
ま
れ
る
個
人
的
生
活

環
境
お
よ
び
経
済
的
・
社
会
的
分
野
に
生
じ
る
と
予
想
さ
れ
る
不
利
益
的
影
響
に
ま
で
及
ぶ
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
四
条
二
項
一
文)

。
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再
開
発
事
業
が
事
業
予
定
地
区
に
居
住
し
て
い
る
住
民
の
生
活
深
刻
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
重
視
し
て
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
、
そ
の

よ
う
な
影
響
を
可
能
な
限
り
回
避
な
い
し
緩
和
す
る
た
め
の
方
策
を
、
当
該
利
害
関
係
人
と
討
論
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
（
四
条

二
項)
。
準
備
的
調
査
は
、
再
開
発
地
区
の
指
定
の
た
め
の
判
断
材
料
の
収
集
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
利
害
関

係
人
に
と
っ
て
は
行
政
の
判
断
過
程
へ
参
加
す
る
機
会
と
も
な
っ
て
い
る
。

(

�)

準
備
的
調
査
の
後
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
再
開
発
地
区
が
条
例
に
よ
り
正
式
に
指
定
さ
れ
る
（
五
条
一
項
一
文)

。
条
例
は
上
級
行

政
庁
の
認
可
を
要
す
る
が
、
認
可
申
請
の
際
に
は
、
準
備
的
調
査
の
結
果
に
関
す
る
報
告
書
と
、
当
該
地
区
を
再
開
発
を
必
要
と
す

る
と
判
断
す
る
に
至
っ
た
理
由
に
関
す
る
報
告
書
が
添
付
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
五
条
二
項)

。
条
例
が
認
可
さ
れ
た
ら
、
当

該
条
例
と
認
可
が
地
域
に
慣
例
の
方
法
で
公
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
公
示
に
よ
り
条
例
は
法
的
拘
束
力
を
発
す
る
（
五
条
三
項)

。

再
開
発
地
区
が
正
式
に
指
定
さ
れ
、
事
業
が
実
施
段
階
に
移
行
し
て
も
、
利
害
関
係
人
と
の
討
論
は
継
続
さ
れ
る
。
討
論
に
お
い

て
は
利
害
関
係
人
の
職
業
、
所
得
及
び
家
族
に
関
す
る
事
実
関
係
、
年
齢
、
住
宅
の
必
要
性
、
社
会
的
位
置
並
び
に
当
該
地
域
へ
の

拘
束
度
と
依
存
性
が
特
に
考
慮
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
八
条
二
項
一
文)

。
討
論
の
結
果
は
、｢

社
会
計
画
」
と
し
て
文
書
化

さ
れ
る
（
八
条
二
項
二
文)

。｢

社
会
計
画
」
は
、
継
続
的
に
補
充
さ
れ
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
都
市
建
設
促
進
法
八
条
二
項

三
文)

。｢

社
会
計
画
」
は
、
再
開
発
事
業
の
実
施
に
よ
り
、
と
り
わ
け
大
き
な
影
響
を
受
け
る
弱
者
の
た
め
の
激
変
緩
和
措
置
で
あ

り
、
個
別
の
利
害
関
係
人
の
個
人
的
事
情
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
行
く
こ
と
ま
で
求
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
事
業
実
施
中
も
死
亡
や
出
生
、

婚
姻
、
離
婚
、
失
業
と
い
っ
た
個
人
的
条
件
の
変
化
は
絶
え
ず
発
生
し
、
そ
れ
に
伴
っ
て
必
要
と
さ
れ
る
支
援
措
置
も
変
化
し
て
ゆ

く
の
で
、
利
害
関
係
人
と
の
討
論
は
社
会
計
画
の
基
礎
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

(
�)

こ
の
よ
う
に
、
開
発
地
区
の
指
定
前
の
段
階
か
ら
指
定

後
、
事
業
実
施
段
階
に
ま
で
討
論
を
継
続
す
る
目
的
は
、
高
齢
者
や
低
所
得
者
、
若
年
者
、
外
国
人
労
働
者
の
よ
う
に
、
再
開
発
に
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よ
る
周
辺
環
境
の
激
変
や
家
賃
の
高
騰
に
よ
り
大
き
な
影
響
を
受
け
る
者
の
利
益
を
明
確
化
す
る
こ
と
で
あ
る
が

(

�)

、
そ
の
よ
う
な
討

論
を
通
じ
て
市
民
の
意
見
を
聴
き
、
そ
の
実
現
に
努
め
る
こ
と
が
「
民
主
主
義
の
強
化
と
深
化
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る

(

�)

。

正
式
に
指
定
さ
れ
た
再
開
発
地
区
に
つ
い
て
は
、
連
邦
建
設
法
上
の
Ｂ
プ
ラ
ン
が
策
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
一
〇
条
一
項)

。

そ
の
中
で
定
め
ら
れ
る
べ
き
、
再
開
発
地
区
の
新
た
な
市
街
地
像
の
あ
り
方
も
討
論
の
対
象
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
再
開
発
準
備
過
程

の
次
の
段
階
で
あ
る
。
都
市
建
設
促
進
法
九
条
一
項
に
よ
れ
ば
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
再
開
発
地
区
内
の
土
地
の
土
地
所
有
者
、
借
家
人

そ
の
他
使
用
権
者
等
と
、
可
能
な
限
り
早
期
に
、
再
開
発
地
区
の
新
た
な
市
街
地
像
と
、
再
開
発
事
業
へ
の
参
加
可
能
性
に
つ
い
て

討
論
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
一
文)

。
ま
た
、
再
開
発
地
区
内
に
存
す
る
事
業
所
へ
通
勤
し
て
い
る
者
に
も
、
意
見
表
明
の
機

会
が
与
え
ら
れ
る
（
二
文)

(

�)

。

連
邦
建
設
法
一
九
七
六
年
改
正
は
、
都
市
建
設
促
進
法
の
以
上
の
諸
規
定
を
参
考
に
し
て
、
早
期
市
民
参
加
制
度
を
導
入
し
た
の

(

�)

で
あ
る
が
、
都
市
建
設
促
進
法
が
再
開
発
の
全
過
程
を
通
じ
て
市
民
と
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
間
の
討
論
を
求
め
た
理
由
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

都
市
建
設
促
進
法
が
定
め
る
市
民
参
加
制
度
は
、
再
開
発
事
業
の
実
施
が
意
図
さ
れ
て
い
る
地
区
内
の
土
地
所
有
者
や
借
家
人
等
を

対
象
と
し
て
い
た
。
上
述
し
た
連
邦
議
会
の
委
員
会
審
議
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
利
害
関
係
人
の
頭
越
し
に
再
開
発
が
決

定
さ
れ
な
い
こ
と
、
利
害
関
係
人
の
考
え
が
再
開
発
に
関
す
る
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
構
想
へ
取
り
入
れ
ら
れ
る
こ
と
が
、｢

再
開
発
過
程

の
民
主
化
」
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
が
都
市
建
設
促
進
法
の
目
的
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
同
報
告
書
に

よ
れ
ば
、
こ
の
「
再
開
発
過
程
の
民
主
化
」
の
思
想
は
、
八
条
及
び
九
条
で
さ
ら
に
深
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
利
害

関
係
人
と
の
絶
え
ざ
る
討
論
を
通
じ
た
「
社
会
計
画
」
の
作
成
と
修
正
（
八
条)

、
再
開
発
事
業
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
る
新
た
な
市

街
地
の
姿
に
関
す
る
利
害
関
係
人
と
の
討
論
（
九
条
）
は
、｢

再
開
発
過
程
の
民
主
化
」
を
さ
ら
に
深
め
る
も
の
と
位
置
付
け
ら
れ
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て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
準
備
的
調
査
、
社
会
計
画
の
作
成
、
再
開
発
の
具
体
的
計
画
は
い
ず
れ
も
、
土
地
所
有
者
以
外
に
借
家

人
な
ど
が
参
加
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
前
述
の
審
議
報
告
書
が
述
べ
て
い
る
通
り
、
再
開
発
が
当
該
地
区
の
物
的
・
人
的
諸
関

係
を
全
面
的
に
改
変
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
土
地
所
有
者
の
み
な
ら
ず
、
現
実
に
そ
こ
に
居
住
し
、
ま
た
は
そ
こ
で

働
い
て
い
る
者
に
ま
で
調
査
対
象
を
拡
大
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
の
で
あ
る
が
、｢

準
備
的
調
査
の
こ
の
よ
う
な
拡
大
は
、
利
害
関

係
人
に
対
し
次
の
よ
う
な
確
信
、
す
な
わ
ち
、
彼
ら
の
抱
え
る
問
題
が
真
剣
に
受
け
止
め
ら
れ
、
個
人
レ
ベ
ル
で
の
解
決
が
努
力
さ

れ
て
い
る
、
と
の
確
信
を
も
た
ら
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。｣

(

�)

。
こ
こ
で
は
立
法
者
は
、
再
開
発
の
影
響
を
特
に
強
く
被
る
者
の
、
当
該

再
開
発
に
対
す
る
受
容[

A
k

ze
p

tan
z]

を
向
上
さ
せ
る
こ
と
を
も
目
的
と
し
て
い
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

(

�)
B

T
-D

rs.
7

/2
4

9
6
,

S
.

1
.

(

�)

再
開
発
と
は
、
都
市
建
設
上
の
欠
陥[

�
��
����

�	]

を
取
り
除
く
た
め
に
、
と
り
わ
け
建
築
物
を
除
去
・
新
築
し
、
又
は
現
存
す

る
建
築
物
の
近
代
化
改
修
を
行
う
こ
と
を
通
じ
て
、
当
該
地
区
を
大
幅
に
改
善
し
、
又
は
そ
の
市
街
地
像
を
改
変
す
る
こ
と
を
言
う
（
都

市
建
設
促
進
法
一
条
二
項)

。

(

�)

新
開
発
と
は
、
人
口
や
産
業
の
過
密
状
態
を
緩
和
し
、
後
進
地
域
の
振
興
を
図
る
た
め
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
国
土
整
備
計
画

及
び
ラ
ン
ト
整
備
計
画
の
目
標
に
従
っ
て
、
新
た
な
地
区[

O
rt]

を
つ
く
り
、
既
に
存
在
す
る
地
区
を
住
宅
団
地
と
し
て
開
発
し
、
又

は
現
存
す
る
地
区
を
拡
大
す
る
こ
と
を
言
う
（
同
一
条
三
項)
。

(

�)
G

e
se
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(

�)
B

T
-D

rs.
V

I/2
2

0
4
,

S
.

4
f.

(
�)

成
田
頼
明
「
西
ド
イ
ツ
都
市
建
設
促
進
法
の
概
要
と
問
題
点

人
間
尊
重
の
都
市
再
開
発
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
〇
八
号
（
一
九
七
二

年
）
六
七
、
七
三
頁
。

(

�)
W

e
rn

e
r

G
e

h
rm

an
n
,
�
���

��
���

	
��
�
��
�

�
�
����,

1
9

7
1
,

S
.

6
1
.

(

�)
G

e
h

rm
an

n
,
�
���

��
���

	
��
�
��
�

�
�
��
��,

S
.

1
1
.

(

�)
G

e
h

rm
an

n
,
�
���

��
���

	
��
�
��
�

�
�
��
��,

S
.

6
2
.

(

�)

再
開
発
地
区
の
具
体
的
な
建
設
利
用
の
あ
り
方
は
、
Ｂ
プ
ラ
ン
と
し
て
定
め
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
連
邦
建
設
法
の
一
九
七
六
年
改

正
の
際
に
、
都
市
建
設
促
進
法
上
の
参
加
手
続
も
改
正
さ
れ
、
都
市
建
設
促
進
法
四
条
一
項
二
文
に
基
づ
く
準
備
的
調
査
、
及
び
九
条
一

項
に
基
づ
く
討
論
は
、
連
邦
建
設
法
二
ａ
条
に
基
づ
く
市
民
参
加
手
続
と
し
て
実
施
さ
れ
得
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

(

�)
B

T
-D

rs.
7

/2
4

9
6
,

S
.

2
.

(

�)
B

T
-D

rs.
6

/2
2

0
4
,

S
.

5
.

第
二
節

一
九
七
六
年
連
邦
建
設
法
改
正
を
巡
る
議
論

前
章
第
二
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
連
邦
建
設
法
の
一
九
七
六
年
改
正
は
、
「
計
画
の
民
主
化
」
を
そ
の
主
た
る
目
的
の
一
つ
と
し

て
い
た
。
そ
れ
が
目
的
と
さ
れ
た
の
は
、
一
九
六
〇
年
連
邦
建
設
法
の
定
め
る
参
加
手
続
に
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
な
欠
点
が
あ
り
、

「
我
々
の
今
日
的
な
民
主
主
義
理
解
に
も
は
や
一
致
し
て
い
な
い
」

(
	)

か
ら
で
あ
っ
た
が
、
具
体
的
に
は
、
市
民
参
加
手
続
の
拡
充
を

求
め
る
二
つ
の
事
情
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

第
一
に
、
計
画
に
対
す
る
市
民
の
受
容
の
改
善
で
あ
る
。
一
九
六
〇
年
連
邦
建
設
法
に
よ
れ
ば
、
市
民
が
建
設
管
理
計
画
の
策
定

に
つ
い
て
最
初
に
正
式
に
知
ら
さ
れ
る
の
は
、
縦
覧
の
公
示
の
時
点
で
あ
っ
た
が
、
既
に
そ
の
時
点
で
は
議
決
可
能
な
ほ
ど
に
完
成
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さ
れ
た
計
画
案
が
作
成
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
当
該
計
画
の
内
容
に
反
対
で
あ
る
市
民
の
立
場
か
ら
は
不
意
打
ち
で
あ
る
よ
う

に
感
じ
ら
れ
、
し
ば
し
ば
計
画
の
実
現
を
阻
止
す
る
た
め
の
市
民
運
動
が
組
織
さ
れ
た
。
ま
た
そ
の
よ
う
な
市
民
運
動
は
、
ゲ
マ
イ

ン
デ
議
会
が
議
決
し
た
Ｂ
プ
ラ
ン
の
妨
害
を
目
的
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
市
民
運
動
に
対
し
て
屈
服
し
た
場

合
、
民
主
的
手
続
を
経
て
選
出
さ
れ
、
Ｂ
プ
ラ
ン
を
議
決
す
る
権
限
を
法
律
上
与
え
ら
れ
て
い
る
ゲ
マ
イ
ン
デ
議
会
の
権
威
が
否
定

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
こ
と
が
懸
念
さ
れ
て
い
た
。

(

�)

そ
の
た
め
、
都
市
建
設
促
進
法
上
の
参
加
制
度
に
倣
っ
た
早
期
市
民
参

加
を
通
じ
て
、
計
画
に
対
す
る
市
民
の
抵
抗
を
緩
和
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

(

�)

第
二
に
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
権
限
強
化
に
対
す
る
「
釣
り
合
い[

G
e

g
e

n
g

e
w

ich
t]

」
と
い
う
観
点
が
あ
る
。
連
邦
建
設
法
一
九
七

六
年
改
正
は
、
Ｂ
プ
ラ
ン
の
内
容
の
積
極
的
実
現
、
Ｂ
プ
ラ
ン
に
従
っ
た
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
整
備
の
推
進
を
意
図
し
て

い
た
。
し
か
し
、
Ｂ
プ
ラ
ン
に
沿
っ
た
建
設
を
行
う
こ
と
で
計
画
内
容
を
実
現
す
べ
き
主
体
は
、
大
抵
の
場
合
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
で
は

な
く
市
民
な
の
で
あ
る
か
ら
、
Ｂ
プ
ラ
ン
の
内
容
の
積
極
的
実
現
の
た
め
に
は
、
市
民
を
動
員
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
ま
た
、

積
極
的
実
現
を
目
指
す
以
上
、
計
画
に
対
す
る
市
民
の
支
持
・
受
容
を
確
保
す
る
必
要
も
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
権
限

強
化
に
合
わ
せ
て
、
市
民
参
加
を
強
化
す
る
こ
と
が
必
要
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

(

�)

最
後
に
、
連
邦
建
設
法
上
の
参
加
制
度
と
、
都
市
建
設
促
進
法
の
定
め
る
参
加
制
度
の
質
的
異
同
を
検
討
し
て
お
く
。
既
に
述
べ

た
よ
う
に
、
都
市
建
設
促
進
法
は
、
一
九
六
〇
年
連
邦
建
設
法
の
定
め
る
市
民
参
加
制
度
の
欠
陥
に
か
ん
が
み
て
、
再
開
発
過
程
の

早
期
の
段
階
か
ら
市
民
を
参
加
さ
せ
る
仕
組
み
を
作
り
出
し
た
。
一
九
七
六
年
連
邦
建
設
法
改
正
は
そ
の
仕
組
み
を
再
び
一
般
法
へ

取
り
込
ん
だ
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
連
邦
建
設
法
の
定
め
る
参
加
制
度
が
参
加
資
格
を
限
定
し
て
い
な
い
の
に
対
し
て
、
都
市
建

設
促
進
法
の
定
め
る
参
加
制
度
は
、
再
開
発
事
業
の
予
定
さ
れ
て
い
る
地
区
に
何
ら
か
の
利
害
関
係
を
有
す
る
者
に
参
加
資
格
を
限
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定
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
都
市
建
設
促
進
法
が
再
開
発
過
程
へ
の
市
民
参
加
を
充
実
さ
せ
た
の
は
、
再
開
発
事
業
が
既
存
の
都
市

構
造
を
変
革
し
、
従
前
か
ら
の
住
民
の
生
活
環
境
に
深
刻
な
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
影
響
を
で
き
る
限
り
緩

和
す
る
た
め
に
、
影
響
を
受
け
る
住
民
の
意
見
を
聴
く
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
都
市
建
設
促
進
法
の
定
め

る
参
加
手
続
は
、
あ
く
ま
で
も
「
権
利
保
護
手
続
」
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
と
も
言
え
る
。
そ
れ
に
対
し
て
連
邦
建
設
法
上
の
参
加
手

続
は
、
参
加
資
格
が
限
定
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
都
市
建
設
促
進
法
が
定
め
る
参
加
制
度
と
、
一
九
七
六
年
連
邦
建
設
法

の
定
め
る
参
加
制
度
と
で
は
性
質
が
異
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。
し
か
し
、
都
市
建
設
促
進
法
上
の
参
加
手

続
に
参
加
し
う
る
「
利
害
関
係
人
」
の
範
囲
は
、
極
め
て
広
く
捉
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
い
っ
た
ん
広
く
捉
え
た
う

え
で
、
準
備
的
調
査
を
通
じ
て
、｢
直
接
の
利
害
関
係
人
」(

都
市
建
設
促
進
法
四
条
二
項
一
文
）
の
範
囲
が
次
第
に
確
定
さ
れ
て
ゆ

く
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

(

�)

こ
こ
で
意
識
さ
れ
て
い
た
の
は
、
再
開
発
事
業
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
手
続
へ
の
参

加
資
格
を
、
再
開
発
が
予
定
さ
れ
て
い
る
地
区
の
土
地
所
有
者
に
限
定
せ
ず
、
再
開
発
事
業
の
影
響
を
受
け
る
者
を
広
く
、
手
続
へ

参
加
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
が
、｢
再
開
発
の
民
主
化
」
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

(

�)

つ
ま
り
、
都

市
建
設
促
進
法
は
、
市
民
を
利
害
関
係
人
と
そ
れ
以
外
の
者
と
に
区
別
し
、
前
者
の
み
に
参
加
を
認
め
る
と
い
う
、
参
加
者
の
範
囲

を
制
限
し
て
ゆ
く
方
向
性
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
利
害
関
係
」
と
い
う
概
念
を
用
い
て
参
加
者
の
範
囲
を
拡
大
し

よ
う
と
す
る
試
み
で
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
連
邦
建
設
法
の

定
め
る
、
参
加
資
格
を
限
定
し
な
い
市
民
参
加
も
、｢

利
害
関
係
性
」
を
広
く
捉
え
た
上
で
の
「
利
害
関
係
人
参
加
」
で
あ
る
、
と

言
う
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
建
設
管
理
計
画
は
一
定
の
都
市
空
間
の
構
造
の
維
持
、
改
変
を
目
的
に
し
て

い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
空
間
の
内
部
に
い
る
居
住
者
や
そ
の
空
間
に
出
入
り
す
る
者
に
影
響
を
与
え
る
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
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と
と
し
て
、
隣
接
す
る
空
間
の
あ
り
方
に
も
規
定
的
な
影
響
を
与
え
得
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
都
市
建
設
計
画
の
策
定
に

関
心
を
持
ち
、
参
加
手
続
へ
参
加
す
る
者
は
、
何
ら
か
の
意
味
で
「
利
害
関
係
人
」
で
あ
る
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

(

�)
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��,
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4
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は
、
都
市
建
設
促
進
法
四
条
が
土
地
所
有
者
以
外
の
者
を
も
調
査
対
象
と
し
て

い
る
こ
と
に
つ
い
て
、｢

都
市
建
設
計
画
に
お
け
る
更
な
る
民
主
化
と
は
、
土
地
所
有
者
の
利
益
の
考
慮
の
み
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は

な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
周
辺
環
境
が
建
設
上
の
措
置
を
通
じ
て
改
変
さ
れ
る
す
べ
て
の
市
民
の
問
題
で
あ
る
。」
と
し
て
い
る
。

(

�)

参
照
、
山
本
隆
司

『

行
政
上
の
主
観
法
と
法
関
係』

(

二
〇
〇
〇
年)

三
八
〇
頁
以
下
。
な
お
、｢

利
害
関
係
性
」
の
階
梯
に
つ
い
て
、

参
照
、
遠
藤
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三
三
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�
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���
�
�
�

�
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A
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S
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1
0

5
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第
三
節

討
論[�
��
���
��
�
 ]

都
市
建
設
促
進
法
で
も
、
一
九
七
六
年
連
邦
建
設
法
で
も
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
と
市
民
の
間
で
の
「
討
論
」
が
重
視
さ
れ
て
い
た
。
討

論
は
、
縦
覧
・
異
議
申
出
手
続
の
よ
う
に
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
よ
る
計
画
案
の
縦
覧
↓
異
議
申
出
↓
検
討
結
果
の
通
知
と
い
う
単
線
的

な
過
程
を
辿
る
手
続
で
は
な
く
、
そ
の
場
で
の
や
り
取
り
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
計
画
内
容
に
対
す
る
市
民
の
意
向
や
疑
問

を
把
握
し
、
そ
れ
を
計
画
内
容
へ
反
映
さ
せ
る
手
段
と
し
て
有
効
な
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
市
民
参
加
を
単
な
る
言
い
っ
ぱ
な
し
に
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終
わ
ら
せ
ず
、
実
質
的
な
も
の
に
す
る
た
め
に
も
重
要
で
あ
る
。

(

�)

こ
の
「
討
論
」
は
、
ま
ず
都
市
建
設
促
進
法
に
導
入
さ
れ
、
そ
の

後
、
連
邦
建
設
法
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
何
れ
の
場
合
も
法
律
制
定
過
程
の
当
初
か
ら
「
討
論
」
の
導
入
が
予
定

さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
本
節
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
案
に
「
討
論
」
が
導
入
さ
れ
る
に
い
た
る
過
程
を
、
議
会
資
料
を

手
掛
か
り
に
追
っ
て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
。

都
市
建
設
促
進
法
の
制
定
を
目
指
し
た
動
き
は
、
連
邦
建
設
法
が
制
定
さ
れ
た
一
九
六
〇
年
に
ま
で
遡
る
が
、
最
終
的
に
都
市
建

設
促
進
法
制
定
に
つ
な
が
っ
た
の
は
、
一
九
七
〇
年
に
連
邦
議
会
に
提
出
さ
れ
た
二
つ
の
法
案
、
す
な
わ
ち
、
政
府
提
出
法
案
と

(

�)

、

Ｃ
Ｄ
Ｕ
／
Ｃ
Ｓ
Ｕ
提
出
法
案
で

(
�)

あ
っ
た
。
こ
の
二
つ
の
法
案
は
連
邦
議
会
の
都
市
建
設
・
住
宅
委
員
会
（
第
一
四
委
員
会
）
に
付
託

さ
れ
、
そ
こ
で
の
審
議
を
経
た
報
告
書
が

(

�)

連
邦
議
会
で
可
決
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
両
院
調
停
委
員
会[�

�
��

�����
	


���

���
�
�]

で
の
調
整
を
通
じ
て
、
連
邦
議
会
が
可
決
し
た
法
案
が
若
干
の
修
正
を
受
け
、
最
終
的
に
可
決
・
成
立
し
た
。

(

�)

政
府
提
出
法
案
は
、
再
開
発
の
準
備
段
階
を
準
備
的
調
査
（
政
府
案
四
条)

、
再
開
発
地
区
の
正
式
指
定
（
同
五
条)

、
再
開
発
地

区
で
の
Ｂ
プ
ラ
ン
策
定
（
同
九
条
）
に
分
節
し
た
上
で
、
ま
ず
準
備
的
調
査
に
お
い
て
、
関
係
土
地
所
有
者
に
対
し
可
能
な
限
り
早

期
に
意
見
表
明
の
機
会
が
与
え
ら
れ
る
も
の
と
し
て
い
る
（
同
四
条
一
文)

。
準
備
的
調
査
の
目
的
は
、
再
開
発
の
必
要
性
の
有
無

や
再
開
発
地
区
の
範
囲
を
確
定
す
る
た
め
の
判
断
材
料
を
得
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
所
有
者
か
ら
の
情
報
提
供
が
有
用
で

あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
所
有
者
に
特
に
参
加
権
を
付
与
す
る
理
由
は
、
再
開
発
の
実
施
に
は
所
有
者
と
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
密
接

な
接
触
と
協
力
の
必
要
で
あ
る
こ
と
が
経
験
上
知
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

(

�)

そ
の
よ
う
に
し
て
得
ら
れ
た
情
報
を
も
と
に
、
ゲ

マ
イ
ン
デ
は
、
再
開
発
地
区
を
条
例
に
よ
り
正
式
に
指
定
す
る
（
同
五
条
一
項)

。
こ
の
条
例
は
、
ラ
ン
ト
法
上
管
轄
権
を
有
す
る

行
政
庁
の
認
可
を
要
す
る
（
同
五
条
二
項)

。
認
可
を
得
た
後
に
、
条
例
は
地
域
に
慣
例
の
方
法
で
公
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
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公
示
に
よ
り
再
開
発
地
区
の
指
定
が
法
的
拘
束
力
を
持
つ
よ
う
に
な
る
（
同
五
条
三
項)

。
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
、
再
開
発
地
区
の
正
式

指
定
の
後
、
可
能
な
限
り
早
期
に
、
再
開
発
地
区
に
つ
い
て
意
図
さ
れ
て
い
る
新
た
な
形
成[

N
e

u
g
e

staltu
n

g]

に
つ
い
て
討
論
す

る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
同
八
条
一
文)

。
討
論
に
お
い
て
は
、
と
り
わ
け
所
有
者
に
、
再
開
発
措
置
の
実
施
に
参
加
す
る
意
思
と

能
力
が
あ
る
か
ど
う
か
が
確
認
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
同
八
条
二
文)

。

政
府
提
出
法
案
が
再
開
発
の
準
備
段
階
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
参
加
制
度
は
、
準
備
的
調
査
で
の
関
係
土
地
所
有
者
の
意
見
表
明

と
、
再
開
発
地
区
指
定
後
に
行
わ
れ
る
所
有
者
と
の
討
論
で
あ
っ
た
。
後
者
の
主
た
る
目
的
は
再
開
発
事
業
の
実
施
へ
の
参
加
意
欲

と
能
力
の
確
認
で
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
再
開
発
事
業
を
迅
速
に
実
施
へ
移
す
た
め
の
関
係
所
有
者
の
協
力
の
確
保
が
意
識
さ
れ
て

い
る
。

(

�)

し
た
が
っ
て
、
政
府
法
案
の
定
め
る
参
加
手
続
は
、
第
一
に
は
、
再
開
発
地
区
内
に
あ
る
土
地
の
所
有
者
の
協
力
の
確
保
、

再
開
発
事
業
の
受
容
の
確
保
を
目
的
と
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

政
府
案
に
対
抗
す
る
形
で
、
当
時
の
野
党
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
／
社
会
同
盟
（
Ｃ
Ｄ
Ｕ
／
Ｃ
Ｓ
Ｕ
）
も
、
独
自
の
都
市

建
設
促
進
法
案
を
連
邦
議
会
に
提
出
し
た
。
Ｃ
Ｄ
Ｕ
／
Ｃ
Ｓ
Ｕ
提
出
法
案
も
政
府
案
と
同
様
に
、
再
開
発
の

(

�)

準
備
の
過
程
を
準
備
的

調
査
、
再
開
発
地
区
の
指
定
、
Ｂ
プ
ラ
ン
の
策
定
に
分
節
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
参
加
手
続
を
予
定
し
て
い
る
。
ま
ず
準
備
的
調
査
で
は
、

政
府
案
と
同
様
に
再
開
発
が
予
定
さ
れ
て
い
る
地
区
内
に
あ
る
土
地
の
所
有
者
に
意
見
表
明
の
機
会
が
与
え
ら
れ
る
が
、
さ
ら
に
、

土
地
所
有
者
、
借
家
人
そ
の
他
の
利
用
権
者
に
、
再
開
発
の
必
要
性
判
断
や
再
開
発
の
準
備
・
実
施
の
た
め
に
必
要
な
情
報
を
ゲ
マ

イ
ン
デ
に
提
供
す
る
義
務
を
課
し
て
い
る
（
Ｃ
Ｄ
Ｕ
／
Ｃ
Ｓ
Ｕ
提
出
法
案
九
条
二
項
一
文
、
三
項)

。
再
開
発
地
区
の
指
定
は
、
政

府
提
出
法
案
と
同
じ
く
条
例
で
行
わ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
政
府
案
と
の
大
き
な
違
い
は
、
条
例
案
が
、
連
邦
建
設
法
の
定
め

る
建
設
管
理
計
画
策
定
手
続
に
お
け
る
計
画
案
と
同
様
に
、
縦
覧
・
異
議
申
出
手
続
に
付
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
条
例
に
上
級
行
政
庁
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の
認
可
を
要
す
る
点
、
条
例
の
効
力
発
生
に
は
公
示
を
要
す
る
点
は
、
政
府
案
と
同
様
で
あ
る
。
条
例
に
よ
り
再
開
発
地
区
が
正
式

に
指
定
さ
れ
た
後
で
、
か
つ
当
該
地
区
に
つ
い
て
の
Ｂ
プ
ラ
ン
策
定
前
に
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
は
再
開
発
地
区
内
に
あ
る
土
地
の
所
有
者

と
、
再
開
発
地
区
の
新
た
な
市
街
地
像
に
つ
い
て
討
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
一
二
条
一
項
一
文)

。
こ
の
討
論
の
対
象
は
、

再
開
発
地
区
内
に
あ
る
建
築
物
の
う
ち
除
去
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
、
歴
史
的
、
芸
術
的
な
い
し
都
市
建
設
上
保
存
さ
れ
る
べ
き
も
の

が
そ
れ
ぞ
れ
ど
れ
で
あ
る
か
、
再
開
発
後
の
所
有
関
係
、
資
金
調
達
の
手
段
で
あ
る
が
（
同
一
二
条
一
項
二
文)

、
所
有
者
に
再
開

発
を
実
施
す
る
意
思
の
能
力
が
あ
る
か
否
か
を
確
認
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
同
一
二
条
三
項)

。
さ
ら
に
、
借
家
人

[
M

ie
te

r]

等
か
ら
の
要
求
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
の
者
と
も
、
そ
れ
ら
の
者
に
関
わ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
討
論
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
（
同
一
二
条
四
項)
。

Ｃ
Ｄ
Ｕ
／
Ｃ
Ｓ
Ｕ
提
出
法
案
は
、
借
家
人
等
の
、
土
地
所
有
者
以
外
の
利
害
関
係
人
を
登
場
さ
せ
て
い
る
点
で
、
参
加
の
範
囲
を

拡
大
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
者
と
の
討
論
の
対
象
事
項
は
明
確
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
準
備
的
調
査
で
は
所
有
者
の
み
に
意
見
提

出
権
を
認
め
、
新
た
な
市
街
地
像
の
あ
り
方
に
関
す
る
討
論
に
も
、
所
有
者
の
み
が
参
加
し
得
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
る
と
、

所
有
者
の
影
響
力
確
保
を
重
視
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
提
案
理
由
に
お
い
て
、｢

更
新
措
置[�

��
��

���
�
���

	

�
	�
�
�]

及
び

新
開
発
措
置
の
実
施
は
、
決
定
的
に
、
土
地
所
有
者
及
び
そ
の
他
の
利
害
関
係
人
の
、
更
新
及
び
新
開
発
へ
の
協
力
の
確
保
に
か
か

っ
て
い
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か

(

�)

ら
す
る
と
、
土
地
所
有
者
の
事
業
参
加
意
欲
と
利
害
関
係
人
の
受
容
の
確
保
が
、
参
加
手

続
の
目
的
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
二
つ
の
法
案
を
調
整
し
た
の
が
、
連
邦
議
会
第
一
四
委
員
会
案
で
あ
る
。
こ
の
法
案
は
、
そ
の
後
の
両
院
調
停
委
員
会
で

の
審
議
を
経
て
若
干
の
修
正
を
見
て
い
る
が
、
再
開
発
準
備
過
程
で
の
参
加
に
つ
い
て
定
め
る
四
条
、
八
条
及
び
九
条
に
つ
い
て
は
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第
一
四
委
員
会
案
が
そ
の
ま
ま
法
律
と
な
っ
て
い
る
。
委
員
会
案
が
定
め
る
再
開
発
の
準
備
過
程
の
枠
組
み
も
、
そ
れ
以
前
の
各
法

案
と
同
様
で
あ
る
が
、
再
開
発
が
地
元
住
民
の
生
活
環
境
等
に
及
ぼ
す
消
極
的
影
響
の
回
避
・
緩
和
を
重
視
し
て
い
る
点
で
、
そ
れ

ま
で
の
各
法
案
と
は
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
異
に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
準
備
的
調
査
は
、
再
開
発
の
必
要
性
と
実
施
可
能
性
の
判
断
材

料
の
収
集
を
目
的
に
す
る
と
同
時
に
、｢

直
接
の
利
害
関
係
人
」
に
生
じ
得
る
消
極
的
影
響
の
内
容
や
そ
の
回
避
・
緩
和
手
段
に
ま

で
及
ぶ
。
ま
た
、
消
極
的
影
響
の
回
避
・
緩
和
手
段
は
、
利
害
関
係
人
と
の
討
論
の
対
象
で
あ
る
（
委
員
会
案
四
条
二
項
二
文)

。

こ
の
、
消
極
的
影
響
の
回
避
・
緩
和
と
い
う
関
心
は
、
再
開
発
措
置
の
実
施
中
も
持
続
さ
れ
る
。
直
接
の
利
害
関
係
人
と
の
、｢

職

業
、
所
得
及
び
家
族
に
関
す
る
諸
事
項
、
年
齢
、
住
宅
の
必
要
性
、
社
会
的
位
置
並
び
に
地
域
へ
の
拘
束
度
」
に
関
す
る
討
論
は
事

業
実
施
中
も
継
続
さ
れ
、
討
論
の
結
果
は
「
社
会
計
画
」
と
し
て
文
書
化
さ
れ
る
（
同
八
条
二
項)

。
再
開
発
区
域
の
指
定
後
に
は
、

再
開
発
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
市
街
地
が
形
成
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
、
討
論
が
実
施
さ
れ
る
。
こ
の
点
も
、
そ
れ
以
前
の
各
案
と

同
様
で
あ
る
が
、
こ
の
討
論
に
は
、
そ
の
区
域
内
に
あ
る
土
地
の
所
有
者
の
ほ
か
、
借
家
人
等
の
使
用
権
者
も
参
加
で
き
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
（
同
九
条
一
項
一
文)

。

本
章
第
一
節
で
詳
述
し
た
よ
う
に
、
委
員
会
法
案
は
「
再
開
発
過
程
の
民
主
化
の
強
化
と
い
う
思
想
の
実
現
」
を
目
指
し
て
、
利

害
関
係
人
の
意
向
を
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
判
断
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
、
利
害
関
係
人
の
参
加
意
思
を
評
価
す
る
こ
と
、
消
極
的
影
響
の
回

避
・
緩
和
に
配
慮
し
た
。
そ
の
た
め
に
、
参
加
者
の
範
囲
を
拡
大
し
（
所
有
者
の
み
な
ら
ず
そ
の
他
の
権
利
者
、
ま
た
「
直
接
の
利

害
関
係
人
」
ま
で)

、
そ
れ
に
伴
い
、
討
論
の
事
項
的
対
象
も
、
再
開
発
地
区
の
新
た
な
形
成
の
あ
り
方
や
事
業
へ
の
参
加
意
欲
、

資
金
調
達
可
能
性
な
ど
の
、
事
業
内
部
的
な
事
柄
だ
け
で
は
な
く
、
事
業
の
周
辺
へ
の
影
響
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
と
さ
れ
た
。

以
上
の
過
程
を
経
て
制
定
さ
れ
た
都
市
建
設
促
進
法
を
参
考
に
し
て
行
わ
れ
た
連
邦
建
設
法
一
九
七
六
年
改
正
に
お
い
て
も
、
参
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加
手
続
に
関
す
る
部
分
は
す
ん
な
り
と
決
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
政
府
提
出
法
案
は

(

�)

、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
一
九
六
〇
年

連
邦
建
設
法
の
定
め
る
参
加
手
続
が
機
能
し
て
い
な
い
こ
と
へ
の
反
省
か
ら
、
参
加
手
続
を
で
き
る
限
り
早
期
に
開
始
す
る
こ
と
を

重
視
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
政
府
案
が
一
九
六
〇
年
連
邦
建
設
法
の
定
め
る
縦
覧
・
異
議
申
出
手
続
の
前
段
階
に
付
け
加
え
た
早

期
市
民
参
加
は
、｢

可
能
な
限
り
早
期
」
に
行
わ
れ
る
と
さ
れ
た
が
、
そ
の
内
容
は
、｢

計
画
策
定
の
目
標
、
目
的
及
び
影
響
」
に
つ

い
て
市
民
に
情
報
提
供
し
、｢

意
見
表
明
の
機
会
」
を
与
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
情
報
提
供
の
際
に
は
代
替
案
の
提
示
が
求

め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
点
で
は
内
容
的
に
も
一
九
六
〇
年
連
邦
建
設
法
の
定
め
る
縦
覧
・
異
議
申
出
手
続
よ
り
も
充
実
し
て
い
る
と

は
言
え
る
が
、(

少
な
く
と
も
法
律
の
規
定
上
は
）
い
わ
ゆ
る
「
一
往
復
」
の
や
り
取
り
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
。
早
期
市
民

参
加
の
仕
組
み
は
、
そ
の
後
の
連
邦
議
会
の
国
土
整
備
・
建
設
制
度
及
び
都
市
建
設
委
員
会
審
議
で
「
質
的
に
修
正
」

(

�)

さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
政
府
案
に
お
い
て
は
市
民
に
対
し
て
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
計
画
策
定
意
図
に
関
し
「
情
報
提
供[

U
n

te
rrich

tu
n

g]

」

が
な
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
委
員
会
案
で
は
、｢

公
開
の
場
で
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い[

�����
����	

d
arzu

le
g
e

n
se

in]｣

と
さ
れ
た
。
ま
た
、
市
民
に
対
し
て
は
「
発
言
と
討
論[


�
�
�
�
�
�

u
n

d
�
����

�
�]
(

聴
聞
）
の
機
会
」
が

与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
さ
れ
た
。

(

�)

こ
の
修
正
は
、
早
期
市
民
参
加
の
場
で
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
担
当
者
が
市
民
に
対
し
て

計
画
策
定
の
意
図
を
説
明
し
、
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
討
論
を
行
う
こ
と
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。
当
初
の
政
府
案
が
あ
く
ま
で
も
「
一

往
復
」
の
や
り
取
り
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、｢

説
明
と
討
論
」
を
必
須
と
す
る
委
員
会
案
は
、
市
民

参
加
手
続
を
質
的
に
拡
充
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

(

�)

(

�)

芝
池
・
前
掲
三
〇
四
頁
、
兼
子
仁
『
行
政
法
学
』(

一
九
九
七
年
）
一
二
七
頁
以
下
。

(

�)
B

T
-D

rs.
6

/5
1

0
.
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(

�)
B

T
-D

rs.
6

/4
3

4
.

(
�)

B
T

-D
rs.

6
/2

2
0

4
.

(
�)
都
市
建
設
促
進
法
制
定
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
成
田
・
前
掲
六
九
頁
以
下
を
参
照
。

(

�)
B

T
-D

rs.
6

/5
1

0
,

S
.

2
9
.

(

�)
B

T
-D

rs.
6

/5
1

0
,

S
.

3
0
.

(

�)

Ｃ
Ｄ
Ｕ
／
Ｃ
Ｓ
Ｕ
提
出
法
案
で
は
、｢

更
新[

E
rn

e
u

e
ru

n
g]｣

の
概
念
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
政
府
案
に
言
う
「
再
開
発[

S
an

ie
-

ru
n

g]

」
概
念
と
概
ね
一
致
す
る
の
で
、
以
下
で
は
「
再
開
発
」
の
語
を
用
い
る
。

(

�)
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T
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rs.
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/4
3

4
,

S
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3
3
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.
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�
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S
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6
2
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第
四
章

参
加
と
民
主
主
義

前
章
ま
で
の
検
討
を
踏
ま
え
て
、
本
章
で
は
、
計
画
策
定
手
続
へ
の
「
市
民
参
加
に
は
民
主
化
機
能
が
あ
る
」
と
い
う
命
題
の
意

味
す
る
と
こ
ろ
を
探
る
こ
と
と
す
る
。
本
章
で
は
、
都
市
建
設
促
進
法
制
定
時
、
及
び
連
邦
建
設
法
一
九
七
六
年
改
正
時
に
語
ら
れ

た
「
民
主
化
」
の
実
質
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
確
認
し
た
上
で
（
第
一
節)

、
行
政
の
組
織
及
び
手
続
に
対
す
る
、
民

主
主
義
原
理
の
規
範
的
要
請
に
関
す
る
二
つ
の
立
場
か
ら
み
た
場
合
に
、
市
民
参
加
手
続
が
い
か
な
る
意
味
で
「
民
主
化
機
能
」
を

持
ち
う
る
こ
と
に
な
る
の
か
を
そ
れ
ぞ
れ
検
討
す
る
（
第
二
、
三
節)

。
最
後
に
、
そ
れ
ら
の
検
討
を
踏
ま
え
た
上
で
、
建
設
管
理
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計
画
策
定
へ
の
市
民
参
加
手
続
の
「
民
主
化
機
能
」
と
の
み
呼
び
う
る
よ
う
な
も
の
が
果
た
し
て
存
在
す
る
の
か
、
す
な
わ
ち
、
行

政
手
続
の
他
の
二
つ
の
機
能
で
あ
る
情
報
収
集
機
能
、
権
利
保
護
機
能
と
重
複
し
な
い
「
民
主
化
機
能
」
が
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ

は
市
民
参
加
手
続
の
い
か
な
る
点
に
認
め
ら
れ
る
の
か
を
検
討
す
る
（
第
四
節)

。

第
一
節

早
期
市
民
参
加
導
入
の
際
の
「
計
画
の
民
主
化
」
論

「
計
画
の
民
主
化
」
論
は
、
都
市
建
設
促
進
法
や
連
邦
建
設
法
一
九
七
六
年
改
正
の
際
に
、
指
導
原
理
の
一
つ
と
し
て
主
張
さ
れ

て
い
た
。
一
九
六
〇
年
連
邦
建
設
法
が
定
め
る
参
加
手
続
は
、
縦
覧
・
異
議
申
出
手
続
の
み
で
あ
っ
た
。
縦
覧
・
異
議
申
出
手
続
は
、

策
定
さ
れ
る
べ
き
建
設
管
理
計
画
の
原
案
が
完
成
し
て
か
ら
行
わ
れ
る
た
め
、
利
害
関
係
人
を
は
じ
め
と
す
る
市
民
が
参
加
手
続
に

お
い
て
意
見
や
異
議
を
提
出
し
て
も
、
既
に
ほ
ぼ
完
成
さ
れ
て
い
る
計
画
案
に
対
し
て
ほ
と
ん
ど
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。
一
九
七
〇
年
代
の
「
計
画
の
民
主
化
」
論
は
、
そ
の
よ
う
な
状
況
を
前
提
に
し
た
議
論
で
あ
っ
た
。

都
市
建
設
促
進
法
は
「
再
開
発
過
程
の
民
主
化
」
を
標
榜
し
て
多
段
階
的
な
参
加
手
続
を
導
入
し
た
。
し
か
し
そ
の
際
の
主
な
関

心
事
は
、
再
開
発
が
地
域
住
民
の
居
住
関
係
や
生
活
環
境
、
経
済
状
況
へ
大
き
な
影
響
を
与
え
る
が
ゆ
え
に
、「
利
害
関
係
あ
る
市

民
は
、
上
述
の
よ
う
な
結
果
を
伴
う
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
建
設
上
の
発
展
が
、
自
身
を
飛
び
越
え
て
職
権
に
よ
り
実
施
さ
れ
る
こ
と
が
な

い
、
と
確
信
で
き
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣

(

�)

、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
都
市
建
設
促
進
法
が
定
め
る
参
加
手
続
は
、
利
害
関

係
人
と
の
討
論
を
通
じ
て
再
開
発
の
社
会
的
弱
者
に
対
す
る
消
極
的
イ
ン
パ
ク
ト
を
緩
和
・
回
避
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で

あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
目
的
で
行
わ
れ
る
参
加
手
続
と
、
再
開
発
に
よ
っ
て
新
た
に
形
成
さ
れ
る
べ
き
市
街
地
像
に
関
し
て
ゲ
マ
イ

ン
デ
と
所
有
者
・
居
住
者
と
の
間
で
行
わ
れ
る
討
論
が
、｢

民
主
主
義
の
強
化
と
深
化
」

(

�)

と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
る
と
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こ
ろ
、｢

再
開
発
過
程
の
民
主
化
」
と
は
、
再
開
発
に
お
け
る
社
会
政
策
的
対
応
の
拡
充
・
深
化
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た

め
に
利
害
関
係
人
参
加
の
充
実
を
図
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

連
邦
建
設
法
一
九
七
六
年
改
正
に
お
け
る
「
民
主
化
」
論
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
上
述
し
た
通
り
、
計
画
が
策
定
さ
れ
る
べ
き
地
区

に
あ
る
土
地
の
所
有
者
で
す
ら
、
既
に
完
成
さ
れ
た
計
画
案
を
突
然
に
提
示
さ
れ
か
ね
な
か
っ
た
当
時
の
参
加
手
続
の
あ
り
方
は
強

い
批
判
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
状
況
に
対
す
る
改
善
要
求
が
、「
民
主
化
」
要
求
と
い
う
形
を
取
っ
て
い

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
一
九
七
六
年
改
正
に
よ
る
参
加
手
続
の
拡
充
の
目
的
は
、
計
画
に
対
す
る
市
民
の
受
容
の
改
善
、
お
よ
び
ゲ

マ
イ
ン
デ
の
権
限
強
化
に
対
す
る
「
釣
り
合
い[
G

e
g
e

n
g
e

w
ich

t]

」
の
確
保
で
あ
っ
た
（
第
三
章
第
二
節
参
照)

。｢

市
民
が
行
政

決
定
を
受
容
し
て
い
る
こ
と
」
の
意
味
は
後
に
検
討
す
る
が
、
結
論
的
に
は
、
適
切
な
決
定
の
前
提
と
な
る
情
報
収
集
と
、
権
利
保

護
の
問
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
都
市
建
設
上
の
権
限
強
化
と
釣
り
合
い
を
と
る
形
で
市
民
参
加
を
強
化

す
る
と
い
う
構
想
も
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
権
力
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
と
い
う
発
想
で
あ
れ
ば
、
民
主
主
義
と
い
う
よ
り
も
権
力
の
抑

制
を
通
じ
た
権
利
保
護
が
主
題
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
当
時
語
ら
れ
て
い
た
「
民
主
化
」
は
、
利
害
関
係
人
参
加
の
拡
充
要
求
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
民
主
主

義
の
た
め
の
市
民
参
加
手
続
と
い
う
よ
り
も
、
法
治
国
原
理
に
立
脚
し
た
制
度
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

(

�)

で
は
、
市
民
参
加
手
続
の
「
民
主
化
機
能
」
を
語
る
余
地
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
で
は
、
ま
ず
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
な
い

し
ベ
ッ
ケ
ン
フ
ェ
ル
デ
の
民
主
主
義
論
の
見
地
か
ら
は
、
市
民
参
加
手
続
が
民
主
主
義
と
の
関
連
で
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
得
る
の

か
を
検
討
す
る
。

(

�)
B

T
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6
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0
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S
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4
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第
二
節

連
邦
憲
法
裁
判
所
／
ベ
ッ
ケ
ン
フ
ェ
ル
デ
の
民
主
主
義
論

ド
イ
ツ
の
基
本
法
二
〇
条
二
項
は
、
す
べ
て
の
国
家
権
力[

S
taatsg

e
w

alt]

は
国
民
か
ら
発
す
る
と
定
め
て
お
り
、
こ
の
規
定
は
、

行
政
決
定
を
行
う
た
め
の
組
織
お
よ
び
手
続
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
要
請
を
含
ん
で
い
る
、
と
解
さ
れ
て
い
る
。

(

�)

連
邦
憲
法
裁
判
所

に
よ
れ
ば
、
す
べ
て
の
国
家
権
力
が
国
民
か
ら
発
す
る
と
定
め
て
い
る
基
本
法
二
〇
条
二
項
は
、
国
民
主
権
と
、
そ
こ
か
ら
導
か
れ

る
国
家
権
力
の
民
主
的
正
統
化
を
要
請
し
て
い
る
。

(

�)

国
家
権
力
の
行
使
に
は
、
Ｂ
プ
ラ
ン
の
制
定
行
為
も
当
然
に
含
ま
れ
る
の

(

�)

で
、

個
別
の
Ｂ
プ
ラ
ン
の
策
定
も
民
主
的
に
正
統
化
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
民
主
的
正
統
化
の
理
論
か
ら
は
、

市
民
参
加
手
続
は
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
節
で
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
お
よ
び
そ
こ
で
の
議
論
を
主
導
し
た
と

さ
れ
る
ベ

(

�)

ッ
ケ
ン
フ
ェ
ル
デ
の
民
主
的
正
統
化
論
の
見
地
か
ら
、
市
民
参
加
手
続
が
「
民
主
化
」
機
能
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
る
の

か
ど
う
か
を
検
討
す
る
。

基
本
法
二
〇
条
二
項
に
よ
れ
ば
、
国
家
権
力
の
行
使
は
、
国
民
の
意
思
を
そ
の
出
発
点
と
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
国
家
権
力

を
行
使
す
る
組
織
は
、
国
民
に
よ
る
「
効
果
的
な
影
響
力
行
使
」
を
確
保
す
る
よ
う
に
民
主
的
に
正
統
化
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

(

�)

そ
の
際
、
国
民
が
同
権
的
に
影
響
力
を
行
使
し
得
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、

(

�)

国
民
代
表
議
会
が
民
主
的
正
統
化
の
中
心
的
な

構
成
要
素
と
な
る
。
民
主
的
正
統
化
は
、
国
家
権
力
の
行
使
を
国
民
の
意
思
に
還
元
す
る
た
め
の
方
式
で
あ
る
。
こ
の
民
主
的
正
統
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化
の
方
式
の
第
一
は
、
機
能
的
・
制
度
的
正
統
化[

F
u

n
k

tio
n

e
lle

u
n

d
In

stitu
tio

n
e

lle
d
e

m
o

k
ratisch

e
L

e
g

itim
atio

n]

で
あ
る
。

こ
れ
は
、
基
本
法
自
身
が
執
行
権
と
い
う
機
能
を
創
出
し
て
い
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
執
行
権
の
存
在
自
体
が
憲
法
上
の
根
拠
を

持
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
包
括
的
な
議
会
留
保
は
排
除
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
の
正
統
化

は
、
具
体
的
な
行
政
決
定
を
国
民
の
意
思
に
結
び
付
け
る
と
い
う
機
能
を
持
っ
て
は
い
な
い
の
で
、
執
行
権
に
含
ま
れ
る
個
々
の
機

関
の
設
立
や
個
別
の
行
為
の
正
統
化
に
は
関
わ
ら
な
い
。

(

�)

し
た
が
っ
て
、
個
々
の
行
政
決
定
の
正
統
化
に
つ
い
て
は
、
次
に
説
明
す

る
二
つ
の
正
統
化
形
式
が
重
要
で
あ
る
。
第
二
の
正
統
化
形
式
は
、
組
織
的
・
人
的
正
統
化[

O
rg

an
isato

risch
-p

e
rso

n
e

lle
d
e

m
o
-

k
ratisch

e
L

e
g

itim
atio

n]
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
行
政
決
定
に
関
わ
る
個
々
の
官
職
者[

A
m

tsw
alte

r]

に
つ
い
て
、｢

国
民
に
発
し
、

国
民
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
代
表
者
を
通
じ
て
国
家
任
務
を
委
ね
ら
れ
た
機
関
及
び
官
職
者
に
至
る
、
途
切
れ
の
な
い
正
統
化
連

鎖
」

(

�)

を
要
求
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
際
、｢

議
会
制
統
治
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
は
、
国
民
の
代
表
機
関
と
し
て
の
議
会
は
、
あ
ら

ゆ
る
民
主
的
正
統
化
連
鎖
の
中
の
不
可
欠
的
な
部
分
で
あ
る｣

。
第
三
に
内
容
的
正
統
化[

S
ach

lich
-in

h
altlich

e
d

e
m

o
k

ratisch
e

L
e

g
itim

atio
n]

が
あ
る
。
こ
れ
は
、
個
別
の
行
政
決
定
が
国
民
の
意
思
に
由
来
し
て
い
る
と
言
え
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
、

議
会
が
制
定
し
た
法
律
へ
の
拘
束
と
、
議
会
に
対
す
る
責
任
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
る
。
大
臣
よ
り
も
下
位
の
行
政
機
関
は
、
大
臣
の

指
揮
監
督
へ
の
服
従
を
通
じ
て
、
間
接
的
に
対
議
会
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
よ
う
な
民
主
主
義
理
解
の
特
徴
の
一
つ
は
、
個
々
人
の
個
別
的
利
益
主
張
が
行
政
決
定
に
直
接
的
な
影
響
を
与
え
る
こ
と

を
忌
避
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
ベ
ッ
ケ
ン
フ
ェ
ル
デ
は
、
意
思
決
定
へ
の
利
害
関
係
人
の
参
加
が
当
該
決
定
の
民
主
的
正
統
性
を
高

め
る
と
い
う
考
え
方
を
明
確
に
否
定
し
て
い
る
。

(

�)

無
論
、
民
主
主
義
が
国
民
の
自
己
統
治
・
自
己
決
定
の
形
式
で
あ
る
と
い
う
こ
と

は
認
め
る
が
、
そ
の
よ
う
な
自
己
決
定
に
は
全
て
の
国
民
が
同
権
的
に
参
加
す
る
権
能
を
有
し
て
い
る
と
言
う
。
自
己
統
治
・
自
己
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決
定
を
行
う
の
は
、
具
体
的
な
個
別
の
利
害
関
係
人
な
の
で
は
な
く
、
一
体
的
に
把
握
さ
れ
た
「
国
民
」
全
体
で
あ
り
、
そ
の
よ
う

な
意
味
で
の
国
民
が
国
家
機
関
と
し
て
意
思
決
定
を
行
う
。
と
す
る
と
、
そ
の
方
法
は
基
本
的
に
選
挙
の
み
、
と
い
う
こ
と
と
な
ろ

う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
個
別
的
利
益
主
張
は
、
議
会
で
の
討
論
を
通
じ
て
、
ま
た
行
政
手
続
の
局
面
で
は
民
主
的
正
統
性
を
備
え
た

行
政
機
関
が
そ
れ
を
受
け
止
め
、
考
慮
に
取
り
入
れ
る
こ
と
を
通
じ
て
、
公
益
へ
と
昇
華
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、

民
主
主
義
は
行
政
決
定
を
行
う
組
織
の
あ
り
方
の
み
に
関
わ
る
の
で
あ
り
、
決
定
の
内
容
に
は
関
わ
ら
な
い
形
式
的
組
織
原
理
で
あ

る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

(
�)

こ
の
よ
う
な
民
主
主
義
観
に
立
つ
限
り
、
公
衆
参
加
手
続
は
、
決
定
の
妥
当
性
と
受
容
を
高
め
る
と
い
う

点
で
実
務
上
有
意
義
な
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
民
主
的
な
機
能
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
利
害
関
係
人
が
決
定
過
程

に
決
定
内
容
を
左
右
し
得
る
程
度
に
強
度
に
関
与
す
る
こ
と
は
、
反
民
主
的
で
す
ら
あ
る
こ
と
と
な
る
。
つ
ま
り
、
利
害
関
係
人
が

行
政
決
定
に
何
ら
か
の
形
で
参
加
し
、
そ
の
た
め
、
相
手
に
と
っ
て
不
利
益
と
な
る
よ
う
な
決
定
が
相
手
方
に
受
容
さ
れ
た
と
し
て

も
、
そ
の
た
め
に
そ
の
決
定
の
民
主
的
正
統
性
が
高
ま
る
訳
で
は
な
い
し
、
仮
に
そ
の
参
加
が
「
共
同
決
定
権
」
を
与
え
る
よ
う
な

も
の
で
あ
る
と
、
憲
法
の
定
め
る
民
主
主
義
原
理
に
反
す
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

民
主
主
義
を
こ
の
よ
う
に
捉
え
る
限
り
、
公
衆
参
加
手
続
に
「
民
主
主
義
的
機
能
」
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
決
定

の
受
容
度
の
向
上
は
、
規
範
的
意
味
を
持
た
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
憲
法
裁
が
九
〇
年
代
に
入
っ
て
唱
え
た
民
主
主
義
論
は
、
議
会
・
行
政
の
現
実
に
そ
ぐ
わ
な
い
と
の
批
判
が
あ
る
。
民
主

主
義
の
意
味
を
根
拠
な
く
狭
め
過
ぎ
で
あ
る
、
と
の
批
判
も
あ
る
。

(

�)
ま
た
、
多
く
の
行
政
法
学
説
は
、
公
衆
参
加
手
続
を
含
め
た
行

政
手
続
に
、
民
主
主
義
の
見
地
か
ら
の
意
味
を
認
め
て
き
て
い
る
。

(

�)
�
���

�
�
���	

�
,

D
e

m
o

k
tarie

als
V

e
rfassu

n
g

sp
rin

zip
,

in
:

H
d

S
tR

,
B

d
.

I,



2
4

R
n

1
.

連
邦
憲
法
裁
判
所
お
よ
び
ベ
ッ
ケ
ン
フ
ェ
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ル
デ
の
民
主
主
義
論
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
私
人
に
よ
る
都
市
計
画
？
」
法
と
政
治
五
七
巻
三
・
四
号
（
二
〇
〇
六
）
一
、
二
三
頁
以
下

お
よ
び
注
六
六
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
文
献
を
参
照
。

(
�)

B
V

e
rfG

,
B

e
s.

v
.

2
4
.

5
.

1
9

9
5
,

B
V

e
rfG

E
9

3
,

S
.

3
7
[

6
6]

.

(

�)
基
本
法
二
〇
条
二
項
に
い
う
「
国
家
権
力
」
と
は
、｢

決
定
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
職
務
行
為
」
で
あ
る
と
さ
て
い
る
。B

V
e

rfG
,

U
rt.

v
.

3
1
.

1
0
.

1
9

9
0
,

B
V

e
rfG

E
8

3
,

S
.

6
0
[

7
3]

.

(

�)

毛
利
透
「
民
主
主
義
と
行
政
組
織
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
」
法
学
論
叢
一
五
二
巻
三
号
（
二
〇
〇
三
）
一
、
七
頁
以
下
。

(

�)
�
���

�
�
���	

�
,

H
b

S
tR

,



2
4

R
n
.

1
4
.

(

�)
�
���

�
�
���	

�
,

H
b

S
tR

,



2
4

R
n
.

1
4
.

(

�)
S

ch
m

id
t-�

�

��
�
,

D
as

A
llg

e
m

e
in

e
V

e
rw

altu
n

g
sre

ch
t

als
O

rd
n

u
n

g
sid

e
e
,

2
.

A
.,

2
0

0
4
,(

以
下S

ch
m

id
t-�

�

��
�
,

O
rd

n
u

n
g

s-

id
e

e

と
す
る
。）Z

w
e

ite
s

K
ap

ite
l

R
n
.

9
5

（
以
下
、2

/9
5

の
よ
う
に
表
記
す
る
。

(

�)
B

V
e

rfG
E

8
3
,

S
.

6
0
[

7
3]

.

(

�)
�
���

�
�
���	

�
,

H
b

S
tR

,



2
4

R
n
.

2
7
.

(

	)
�
���

�
�
���	

�
,

H
b

S
tR

,



2
4

R
n
.

8
3
.

(


)
H

e
lm

u
th

S
ch

u
lze

-F
ie

litz,
G

ru
n

d
satzk

o
n

tro
v

e
rse

n
in

d
e

r
d
e

u
tsch

e
n

S
taatsre

ch
tsle

h
re

n
ach

5
0

Jah
re

n
G

ru
n

d
g
e

se
tz,

D
ie

V
e

rw
.

3
2
(

1
9

9
9)

,
S
.

2
4

1
,

2
5

6
ff.;

B
ru

n
-O

tto
B

ry
d

e
,

D
as

D
e

m
o

k
ratie

p
rin

zip
d

e
s

G
ru

n
d

g
e

se
tze

s
als

O
p

tim
ie

ru
n

g
sau

fg
ab

e
,

S
.

6
0

f.

第
三
節

シ
ュ
ミ
ッ
ト
＝
ア
ス
マ
ン
の
民
主
主
義
的
行
政
法
論

そ
の
よ
う
な
議
論
の
一
つ
と
し
て
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
＝
ア
ス
マ
ン
は
、
上
述
の
連
邦
憲
法
裁
の
民
主
主
義
論
を
前
提
に
し
つ
つ
、
行

政
の
現
実
に
即
し
た
民
主
主
義
論
を
立
て
よ
う
と
試
み
て
い
る
。

(

�)
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シ
ュ
ミ
ッ
ト
＝
ア
ス
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
基
本
法
が
統
治
形
態
と
し
て
民
主
主
義
を
採
用
し
た
こ
と
は
、
一
方
で
は
権
力
の
行
使
に

対
し
て
民
主
的
正
統
化
を
求
め
る
こ
と
を
通
じ
て
、
他
方
で
は
、
国
家
に
よ
る
決
定
の
受
容
、
参
加[

P
artizip

atio
n]

お
よ
び
公
共

性[�
����

����	


�
��]

に
関
す
る
要
請
を
通
じ
て
、
行
政
法
体
系
の
構
築
に
影
響
し
て
い
る
。

(

�)

そ
こ
で
い
う
「
参
加
」
と
は
、「
一
定

の
決
定
を
通
じ
て
特
異
的
に[

in
e

in
e

r
sp

e
zifisch

e
n

W
e

ise]

影
響
を
受
け
る
者[

B
e

tro
ffe

n
e

n]

の
参
加[

B
e

te
ilig

u
n

g]
(

�)

」
を

意
味
し
て
い
る
。
ま
た
、
公
共
性
は
多
義
的
な
概
念
で
あ
る
が
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
＝
ア
ス
マ
ン
は
こ
の
概
念
に
、｢

行
政
決
定
の
合
理

化
と
質
の
向
上
の
た
め
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
と
い
う
意
義
を
与
え
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
「
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
は
ア
ク
タ
ー
と
媒
体
、

世
間[

P
u

b
lik

u
m
]

の
変
化
し
や
す
い
関
係
性
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
ル
ー
ル
に
基
づ
く
制
度
で
は
な
い
と
さ
れ
て
お
り
、「
輿
論
」

と
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(

�)

本
稿
が
問
題
に
し
て
い
る
Ｂ
プ
ラ
ン
へ
の
参
加
手
続
は
、
利
害
関
係
人
を
含
め
て
何
人
も
参
加
し
う
る

手
続
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
「
参
加
」
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
民
主
主
義
の
観
点
か
ら
の
意
義
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
何

人
も
参
加
し
う
る
こ
と
か
ら
、｢

輿
論
」
を
反
映
す
る
た
め
の
制
度
で
あ
る
と
も
言
え
る
の
で
、
そ
の
点
か
ら
も
民
主
主
義
の
観
点

か
ら
の
意
味
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。

(

�)

た
だ
し
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
＝
ア
ス
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
前
者
、
す
な
わ
ち
民
主
的
正
統
化
要
請
と
後

者
、
す
な
わ
ち
決
定
の
受
容
や
公
開
性
、
参
加
に
関
す
る
要
請
と
が
混
同
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
民
主
的
正
統
化
要
請
は
憲
法
上
の

規
範
的
要
請
で
あ
る
が
、
後
者
は
民
主
主
義
原
理
お
よ
び
法
治
国
原
理
の
理
念
に
属
す
る
概
念
で
あ
り
、
民
主
的
正
統
性
を
補
う
も

の
で
は
な
い
。

(

�)

シ
ュ
ミ
ッ
ト
＝
ア
ス
マ
ン
は
、
参
加
に
民
主
主
義
の
観
点
か
ら
の
意
義
を
認
め
つ
つ
も
、
決
定
へ
の
参
加
を
通
じ
て

当
該
決
定
の
民
主
的
正
統
性
が
高
ま
る
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
＝
ア
ス
マ
ン
は
「
利
害
関
係

人
民
主
主
義
」

(

�)

の
立
場
を
取
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
し
か
し
シ
ュ
ミ
ッ
ト
＝
ア
ス
マ
ン
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
民
主
主
義
の

理
念
と
規
範
を
区
別
す
る
こ

(

�)

と
に
よ
り
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
や
ベ
ッ
ケ
ン
フ
ェ
ル
デ
に
よ
る
民
主
主
義
の
規
範
理
論
に
よ
れ
ば
民
主
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主
義
の
観
点
か
ら
の
意
義
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
「
受
容
」
や
「
参
加
」
と
い
っ
た
概
念
に
、
民
主
主
義
の
少
な
く
と
も
理
念

の
次
元
で
の
意
義
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

(

�)

で
は
、
受
容
や
参
加
は
い
か
な
る
意
味
で
「
民
主
的
」
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

受
容
と
は
、
行
政
決
定
が
利
害
関
係
人
に
よ
り
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
状
態
の
こ
と
で
あ
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
決
定
が
受

け
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
、
当
該
決
定
が
民
主
主
義
の
観
点
か
ら
正
統
性
を
持
つ
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

あ
る
決
定
が
受
容
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
決
定
が
適
法
性
を
超
え
る
「
正
し
さ
」
を
備
え
て
い
る
こ
と
の
一
要
素
で
は
あ
る
が
、

決
定
が
受
容
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
適
法
な
行
政
決
定
の
拘
束
力
が
失
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
受
容
さ
れ
て
い
る
か

ら
と
い
っ
て
、
違
法
な
行
政
決
定
が
法
的
に
容
認
さ
れ
る
わ
け
で
も
な
い
。

(

�)

む
し
ろ
受
容
の
観
点
は
、
市
民
・
住
民
の
受
容
を
改
善

す
る
よ
う
な
手
続
設
計
の
あ
り
方
を
問
う
き
っ
か
け
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。

(

�)

そ
の
意
味
で
、
受
容
を
確
保
す
る
と
い
う
観

点
は
、
実
践
的
・
政
治
的
な
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
法
的
な
も
の
で
は
な
い
。

(

�)

で
は
、
受
容
の
観
点
は
、
い
か
な
る
意
味
で
民
主
主

義
の
観
点
か
ら
の
意
義
を
持
ち
得
る
の
か
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
＝
ア
ス
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
受
容
の
観
点
が
本
来
の
重
要
性
を
持
っ
て
く
る

の
は
、
広
範
な
裁
量
や
衡
量
に
よ
り
行
政
決
定
が
行
わ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
受
容
の
有
無
そ
れ
自
体
は
、
結
論
を
決
定
づ
け
る
よ
う

な
要
素
に
は
な
ら
な
い
が
、
公
益
条
項
の
適
用
の
際
に
、
考
慮
事
項
の
一
つ
と
な
る
こ
と
は
あ
り
う
る
。
そ
の
意
味
で
、
法
的
な
正

統
化
フ
ァ
ク
タ
ー
の
一
つ
で
あ
り
う
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

(
�)(
�)

次
に
、
参
加
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
上
述
し
た
よ
う
に
、
参
加
そ
れ
自
体
が
行
政
決
定
の
民
主
的
正
統
性
を
も
た
ら
す
こ
と
は
な
い
。

民
主
主
義
原
理
の
規
範
的
要
請
と
し
て
の
民
主
的
正
統
化
の
主
体
は
、
総
体
と
し
て
の
国
民
で
あ
り
、
そ
れ
は
特
定
の
集
団
に
固
有

の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
や
利
益
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
不
確
定
的
な
全
体[

u
n

b
e

stim
m

te
A

llg
e

m
e

in
h

e
it]

だ
か
ら
で

あ
る
。

(

�)

し
た
が
っ
て
、
利
害
関
係
人
の
参
加
が
、
よ
り
よ
い
民
主
主
義
の
形
と
し
て
、
議
会
を
中
心
と
す
る
行
政
決
定
の
民
主
的
正
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統
化
に
と
っ
て
代
わ
る
こ
と
は
な
い
。

(

�)

む
し
ろ
こ
こ
で
も
、
既
に
述
べ
た
受
容
と
同
様
に
、
参
加
の
観
点
は
問
題
発
見
的
な
、
行
政

法
理
論
の
発
展
を
促
す
役
割
を
担
う
も
の
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。

(

�)

し
か
し
シ
ュ
ミ
ッ
ト
＝
ア
ス
マ
ン
は
、
と
り
わ
け
計
画

法
分
野
の
よ
う
に
行
政
に
対
し
法
律
上
広
範
な
裁
量
が
与
え
ら
れ
て
い
る
分
野
で
は
、
参
加
は
、
民
主
的
正
統
化
の
形
式
の
一
つ
で

あ
る
内
容
的
正
統
化
を
向
上
さ
せ
得
る
と
す
る
。
民
主
的
正
統
化
の
形
式
の
一
つ
で
あ
る
内
容
的
正
統
化
は
、
議
会
制
定
法
律
（
＝

国
民
の
意
思
）
に
よ
っ
て
行
政
活
動
が
拘
束
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
行
政
活
動
の
内
容
が
国
民
の
意
思
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と

に
な
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
特
に
計
画
法
に
お
い
て
は
、
行
政
に
広
範
な
決
定
余
地
が
存
在
し
て
お
り
、
具
体
の
行

政
決
定
の
内
容
が
国
民
の
意
思
に
基
づ
い
て
い
る
と
は
言
い
に
く
い
。
そ
こ
で
、
参
加
を
通
じ
て
行
政
と
参
加
者
が
共
同
で
決
定
内

容
を
形
成
し
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
り
、
内
容
的
な
民
主
的
正
統
性
が
改
善
さ
れ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

(

�)

以
上
に
よ
れ
ば
、
受
容
、
参
加
の
観
点
は
、
第
一
に
は
、
問
題
発
見
的
、
発
展
方
向
指
示
的
な
役
割
を
担
う
も
の
で
あ
り
、
民
主

主
義
原
理
が
行
政
決
定
を
行
う
組
織
・
手
続
に
対
し
て
行
っ
て
い
る
規
範
的
要
請
を
満
た
す
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
独
自

の
法
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
は
な
い
と
言
え
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
受
容
及
び
参
加
の
観
点
が
民
主
主
義
原
理
と
の
関
係
で
意
味
を
持
つ
の

は
、
民
主
主
義
原
理
の
規
範
的
要
請
、
す
な
わ
ち
行
政
決
定
の
民
主
的
正
統
性
を
補
完
す
る
と
い
う
機
能
に
お
い
て
で
あ
る
。
シ
ュ

ミ
ッ
ト
＝
ア
ス
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
受
容
も
参
加
も
、
計
画
法
の
よ
う
に
行
政
庁
に
広
範
な
裁
量
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、
公
益
の
内
容

を
個
別
的
に
確
定
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
分
野
で
、
行
政
決
定
の
内
容
的
な
民
主
的
正
統
性
を
向
上
さ
せ
る
機
能
を

有
し
て
お
り
、
そ
の
点
で
、
民
主
化
機
能
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

(

�)
S

ch
m

id
t-�

�
�
��
�
,

V
e

rw
altu

n
g

sle
g

itim
atio

n
als

R
e

ch
tsb

e
g

riff,
�
��

1
6

6
(

1
9

9
1)

,
S
.

3
2

9
;

d
e

rs.,
O

rd
n

u
n

g
sid

e
e
,

2
/7

9
ff.

(

�)
S

ch
m

id
t-�

�
�
��
�
,

O
rd

n
u

n
g

sid
e

e
,

2
/7

9
.

シ
ュ
ミ
ッ
ト
＝
ア
ス
マ
ン
の
意
図
は
、
議
会
を
媒
介
と
す
る
民
主
的
正
統
性
と
並
ん
で
、
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大
学
や
社
会
保
険
主
体
と
い
っ
た
い
わ
ゆ
る
機
能
的
自
治
団
体
に
お
け
る
構
成
員
自
治
に
も
、
民
主
主
義
の
見
地
か
ら
の
あ
る
種
の
正
統

性
が
認
め
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
の
論
証
で
あ
っ
た
。
以
下
の
論
述
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
＝
ア
ス
マ
ン
の
論
旨
に
よ
れ
ば
、
Ｂ
プ
ラ
ン
策

定
手
続
へ
の
公
衆
参
加
が
い
か
に
評
価
さ
れ
う
る
か
の
検
討
で
あ
る(

V
g

l.
S

ch
m

id
t-�

�
�
��
�
,

O
rd

n
u

n
g

sid
e

e
,

2
/9

0
ff.)

。

(

�)
S

ch
m

id
t-�

�
�
��
�
,

O
rd

n
u

n
g

sid
e

e
,

2
/1

0
6
.

そ
れ
に
対
し
て
、P

e
te

r
B

ad
u

ra,
S

taatsre
ch

t,
3
.

A
u

fl.,
2

0
0

3
,

D
R

n
.1

4

は
、P

arti-

zip
atio

n
の
語
を
、
個
々
人
の
個
人
的
な
権
利
関
係
性[

R
e

ch
tsb

e
tro

ffe
n

h
e

it]

で
は
な
く
、
広
義
の
「
利
害
関
係
人
」
の
民
主
的
な
要

求
か
ら
行
わ
れ
る
、
政
治
的
決
定
な
い
し
行
政
決
定
へ
の
参
加
で
あ
る
と
定
義
し
て
い
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
＝
ア
ス
マ
ン
は
、
利
害
関
係
性

[
B

e
tro

ffe
n

h
e

it]
に
は
、
権
利
関
係
性
か
ら
、｢

公
衆
の
利
害
関
係
性｣

に
ま
で
至
る
階
梯
が
あ
る
と
し
て
い
る
の
で(

S
ch

m
id

t-�
�
�
��
�
,

O
rd

n
u

n
g

sid
e

e
,

2
/1

0
7

ff.)
、
い
わ
ゆ
る

P
artizip

atio
n

を
、
公
衆
参
加
と
対
比
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
「
利
害
関
係
人
参
加
」
と
理
解
し
て

い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

(

�)
S

ch
m

id
t-�

�
�
��
�
,

O
rd

n
u

n
g

sid
e

e
,

2
/1

1
6
.

「
公
開
性
」
に
は
、
行
政
文
書
へ
の
ア
ク
セ
ス
と
い
う
意
義
も
与
え
ら
れ
て
い
る
。

(

�)

本
稿
は
法
律
上
の
制
度
と
し
て
の
市
民
参
加
手
続
を
検
討
対
象
と
し
て
い
る
の
で
、
非
制
度
的
な
「
輿
論
」
の
問
題
は
、
重
要
で
は

あ
る
が
、
以
後
は
扱
わ
な
い
。

(

�)
S

ch
m

id
t-�

�
�
��
�
,

O
rd

n
u

n
g

sid
e

e
,

2
/1

0
2

ff.;
S

ch
m

id
t-�

�
�
��
�
,
�
��

1
6

6
(

1
9

9
1)

,
S
.

3
4

9
;

W
alte

r
S

ch
m

itt
G

lae
se

r,
P

artizi-

p
atio

n
an

V
e

rw
altu

n
g

se
n

tsch
e

id
u

n
g

e
n
,

V
V

D
S

tR
L

3
1
(

1
9

7
3)

,
S
.

1
7

9
,

2
1

5
ff.

(

�)
B

ry
d

e
,

D
as

D
e

m
o

k
ratie

p
rin

zip
d

e
s

G
ru

n
d

g
e

se
tze

s
als

O
p

tim
ie

ru
n

g
sau

fg
ab

e
,

S
.

6
3

ff.

ブ
リ
ュ
ー
デ
に
よ
れ
ば
、
民
主
主

義
と
は
す
べ
て
の
者
に
よ
る
自
由
な
自
己
決
定
を
意
味
し
て
い
る
が
、
共
同
体
の
事
項
を
決
定
す
る
際
に
は
、
必
然
的
に
多
数
派
支
配
に

帰
着
す
る
。
問
題
は
、
多
数
決
に
よ
る
決
定
が
行
わ
れ
る
べ
き
「
集
団
」
の
画
定
で
あ
る
。
ブ
リ
ュ
ー
デ
は
、
当
該
決
定
へ
の
「
利
害
関

係
性
」
こ
そ
が
、「
集
団
」
の
画
定
基
準
で
あ
り
、
抽
象
的
な
国
民
概
念
で
は
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
連
邦
、
ラ
ン
ト
、
ゲ

マ
イ
ン
デ
も
、
生
成
し
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
背
景
と
し
た
、
適
切
な
決
定
集
団
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

(

�)
S

ch
m

id
t-�

�
�
��
�
,
�
��

1
6

6
,

S
.

3
7

6
.

(

�)
S

ch
m

itt
G

lae
se

r,
V

V
D

S
tR

L
3

1
,

S
.

1
7

9
,

2
2

7
.
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(

�)
S

ch
m

id
t-�

�
�
��
�
,

O
rd

n
u

n
g

sid
e

e
,

2
/1

0
5
.

(
�)

S
ch

m
id

t-�
�
�
��
�
,

O
rd

n
u

n
g

sid
e

e
,

2
/1

0
4
.

(
�)

S
ch

m
id

t-�
�
�
��
�
,
�
��

1
6

6
,

S
.

3
7

1
.

(

�)
S

ch
m

id
t-�

�
�
��
�
,

O
rd

n
u

n
g

sid
e

e
,

2
/1

0
5
.

(

�)

私
人
が
法
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
よ
り
も
多
く
の
義
務
を
負
う
旨
を
約
束
し
た
場
合
、
換
言
す
れ
ば
、
行
政
が
、
私
人
の

｢

受
容｣

を

根
拠
と
し
て
、
法
令
の
定
め
を
上
回
る
義
務
を
私
人
に
課
し
た
場
合
、
そ
れ
は
許
容
さ
れ
る
か
。
法
律
上
徴
収
可
能
な
負
担
金
の
額
を
上

回
る
負
担
を
私
人
に
負
わ
せ
る
旨
の
契
約
は
、
無
効
で
あ
る(

B
V

e
rw

G
U

rt.
v
.

2
3
.

8
.

1
9

9
1
,

B
V

e
rw

G
E

8
9
,

7
.
�
	

�
����

�
�
��
�

/

W
alte

r
K

re
b

s,
R

e
ch

tsfrag
e

n
���

�
���

��	

�
�
�
�
�����

,
1

9
9

2
,

S
.

5
1

ff.)

。
こ
の
こ
と
は
、｢

法
律
に
よ
る
行
政
の
原
理｣

や
、
行
政

法
が
原
則
と
し
て
強
行
法
規
で
あ
る
こ
と

(

芝
池
・
前
掲
一
六
頁)

か
ら
も
説
明
で
き
る
。
し
か
し
、
法
律
に
よ
る
行
政
活
動
の
拘
束
を

通
じ
て
行
政
活
動
の
法
的
安
定
性
と
行
政
活
動
の
民
主
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
確
保
す
る
と
い
う

｢

法
律
に
よ
る
行
政
の
原
理｣

を
、｢

行

政

(

の
担
い
手)

の
恣
意
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
に
よ
り
、
私
人
の
自
由
を
保
護
す
る
、
と
い
う
狙
い
を
持
っ
て
い
る｣

(

藤
田
・

前
掲
五
一
頁)

も
の
と
理
解
す
る
と
、
当
事
者
が
同
意
し
て
い
る

(

無
論
、
任
意
性
の
存
在
が
前
提
で
あ
る)

に
も
か
か
わ
ら
ず
法
律
の

規
定
と
異
な
る
内
容
の
合
意
が
許
容
さ
れ
な
い
こ
と
を
う
ま
く
説
明
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。
む
し
ろ
、
立
法
者
が
公
益
と
し
て
決
定

し
た
事
項
を
、
個
別
交
渉
と
合
意
を
通
じ
て
個
々
的
に
破
る
こ
と
は
、
民
主
政
の
観
点
か
ら
許
さ
な
い
と
説
明
す
る
方
が
よ
り
適
切
で
は

な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
。V

g
l.

B
ad

u
ra,

S
taatsre

ch
t,

D
R

n
.

1
1
.

(

�)
S

ch
m

id
t-�

�
�
��
�
,

O
rd

n
u

n
g

sid
e

e
,

2
/8

1
.

(

�)
S

ch
m

id
t-�

�
�
��
�
,

O
rd

n
u

n
g

sid
e

e
,

2
/1

0
6
.

(

�)
S

ch
m

id
t-�

�
�
��
�
,

O
rd

n
u

n
g

sid
e

e
,

2
/1

0
6
.

(

	)
S

ch
m

id
t-�

�
�
��
�
,

O
rd

n
u

n
g

sid
e

e
,

2
/1

1
1
;

v
g

l,
S

ch
m

itt
G

lae
se

r,
V

V
D

S
tR

L
3

1
,

S
.

1
7

9
,

2
0

3
f.
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第
四
節

公
衆
参
加
手
続
と
民
主
主
義

本
節
で
は
、
以
上
の
検
討
を
踏
ま
え
て
、
公
衆
参
加
手
続
が
持
ち
得
る
「
民
主
化
機
能
」
の
内
容
を
検
討
す
る
。
公
衆
参
加
機
能

の
民
主
化
機
能
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
の
は
、
行
政
決
定
の
「
受
容
」
の
向
上
、
参
加
を
通
じ
た
「
内
容
的
な
民
主
的
正
統
性
」
の
向

上
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
権
限
に
対
す
る
「
釣
り
合
い｣

、
行
政
と
市
民
の
討
論
の
促
進
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
順
次
検
討
し
て
ゆ
く
。

公
衆
参
加
を
通
じ
て
計
画
に
対
す
る
「
受
容
」
が
向
上
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
参
加
手
続
の
民
主
化
機
能
の
内
容
と
見
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
、
行
政
決
定
が
利
害
関
係
人
を
含
む
市
民
に
受
容
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
望
ま
し
さ
や
、
行
政
決
定
と
い

う
形
で
示
さ
れ
た
当
該
政
策
が
利
害
関
係
人
に
受
容
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
現
実
的
必
要
性
は
疑
わ
れ
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
市
民
が

決
定
過
程
に
参
加
す
る
こ
と
が
、
決
定
の
受
容
度
の
向
上
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
疑
い
え
な
い
。
問
題
は
、
そ
れ
を
「
民
主

主
義
」
と
結
び
付
け
て
理
解
す
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。

連
邦
憲
法
裁
判
所
／
ベ
ッ
ケ
ン
フ
ェ
ル
デ
が
説
く
よ
う
に
、
民
主
主
義
を
、
国
家
権
力
を
行
使
す
る
組
織
の
在
り
方
に
対
す
る
要

請
で
あ
る
と
解
し
、
他
方
で
受
容
の
確
保
や
権
力
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
実
質
化
の
観
点
は
、
政
策
的
に
好
ま
し
く
は
あ
る
が
民
主
主

義
の
規
範
的
要
請
で
は
な
い
と
解
す
る
と
、
受
容
の
問
題
は
民
主
主
義
と
は
関
わ
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。｢

受
容
」
そ
れ
自
体
は
事

実
上
の
現
象
で
あ
る
に
と
ど
ま
り
、
法
的
な
意
味
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

(

�)

そ
れ
に
対
し
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
＝
ア
ス
マ
ン
は
、

民
主
主
義
の
理
念
と
規
範
的
要
請
と
を
区
別
し
た
上
で
、
民
主
主
義
の
理
念
と
い
う
層
で
「
受
容
」
の
観
念
を
受
け
止
め
よ
う
と
し

て
い
る
。

(

�)

し
か
し
民
主
主
義
の
理
念
と
し
て
の
「
受
容
」
は
、
あ
る
べ
き
組
織
・
手
続
を
形
成
す
る
た
め
の
方
向
性
を
示
す
も
の
で

あ
り
、
そ
れ
自
体
に
規
範
論
的
な
意
義
が
認
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
＝
ア
ス
マ
ン
に
よ
れ
ば
、「
受
容
」
が

民
主
主
義
の
規
範
論
の
レ
ベ
ル
で
有
す
る
意
義
は
、
特
に
計
画
法
に
お
け
る
よ
う
に
行
政
に
広
範
な
裁
量
が
認
め
ら
れ
て
い
る
場
合
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に
、
具
体
的
な
行
政
決
定
の
た
め
の
公
益
判
断
の
際
に
考
慮
事
項
と
な
る
こ
と
を
通
じ
て
、
当
該
決
定
の
正
統
化
フ
ァ
ク
タ
ー
の
一

つ
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
換
言
す
る
と
、
利
害
関
係
人
が
決
定
を
受
容
し
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
裁
量
権
が
適
切
に

行
使
さ
れ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
り
、
裁
量
決
定
の
内
容
の
適
切
性
の
向
上
は
、
当
該
決
定
の
内
容
面
で
の
民
主
的
正
統
性

の
向
上
を
意
味
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
内
容
的
正
統
化
と
は
、
権
力
の
行
使
を
法
律
に
従
わ
せ
る
こ
と
を
通
じ
て
、
権
力

の
行
使
を
、
法
律
の
中
に
間
接
的
に
現
れ
て
い
る
国
民
の
意
思
へ
結
び
付
け
る
と
い
う
形
で
の
権
力
の
正
統
化
形
式
で
あ
る
が
、
参

加
手
続
を
通
じ
て
個
別
事
例
に
お
け
る
裁
量
権
の
行
使
が
よ
り
適
正
な
も
の
に
な
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
、
本
来
の
国
民
意
思
に
接
近
す

る
、
と
い
う
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

(
�)

し
か
し
な
が
ら
、
参
加
手
続
を
通
じ
て
裁
量
権
の
行
使
を
適
正
化
し
、
裁
量
決
定
を
よ
り
説
得
力

あ
る
（
受
容
さ
れ
る
）
も
の
に
す
る
と
い
う
関
心
事
は
、
同
時
に
、
法
治
国
原
理
の
関
心
事
で
も
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
参
加
手
続

を
通
じ
た
裁
量
行
使
の
適
正
化
は
、
法
律
の
適
用
が
よ
り
適
切
な
も
の
と
な
る
と
い
う
意
味
で
、
行
政
活
動
の
法
律
適
合
性
を
高
め

る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
行
政
決
定
の
内
容
的
な
民
主
的
正
統
性
の
向
上
と
法
治
国
原
理
は
、
こ
こ
で
は
重
な
っ

て
い
る
。
こ
れ
を
参
加
手
続
の
機
能
と
し
て
み
る
と
、
参
加
を
通
じ
た
内
容
的
な
民
主
的
正
統
性
の
向
上
と
は
、
適
切
な
行
政
決
定

を
行
う
た
め
の
前
提
を
作
り
出
す
情
報
収
集
機
能
、
及
び
利
害
関
係
人
の
諸
利
害
が
適
正
に
考
慮
さ
れ
る
と
い
う
権
利
保
護
機
能
と

大
幅
に
重
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

(

�)
ま
た
、
参
加
手
続
を
通
じ
て
行
政
決
定
の
適
法
性
が
確
保
さ
れ
る
と
い
う

視
点
は
、
参
加
手
続
の
瑕
疵
が
必
ず
し
も
Ｂ
プ
ラ
ン
の
無
効
を
帰
結
し
な
い
こ
と
の
説
明
で
も
あ
り
得
る
。
参
加
手
続
の
瑕
疵
が
必

ず
し
も
計
画
を
無
効
と
し
な
い
の
は
、
策
定
手
続
を
や
り
直
す
コ
ス
ト
や
い
っ
た
ん
成
立
し
た
計
画
の
存
続
に
対
す
る
利
害
関
係
人

の
信
頼
の
保
護
を
考
慮
し
て
の
こ
と
で
あ
る
（
第
一
章
第
三
節
参
照)

。
し
か
し
、
参
加
手
続
が
結
局
は
裁
量
行
使
の
適
正
の
確
保

を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
策
定
さ
れ
た
Ｂ
プ
ラ
ン
の
内
容
が
適
切
な
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
参
加
手
続
そ
の
も
の
の
瑕
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疵
は
問
題
に
な
ら
な
い
、
と
の
説
明
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

(

�)

次
に
、
計
画
を
策
定
し
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
与
え
ら
れ
た
諸
権
限
に
対
す
る
「
釣
り
合
い
」
と
し
て
の
市

民
参
加
と
い
う
観
点
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
連
邦
建
設
法
一
九
七
六
年
改
正
に
よ
る
早
期
市
民
参
加
制
度
の
導
入
の
際
に
、
参
加
制
度

の
機
能
と
し
て
こ
れ
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
「
釣
り
合
い
」
と
い
う
発
想
は
、
市
民
参
加
を
通
じ
て
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
与
え
ら
れ

た
権
力
を
抑
制
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
権
力
の
抑
制
は
、
第
一
に
は
権
利
保
護
の
観
点
か
ら
の
関
心
事
で
は
な

か
っ
た
か
。
ま
た
、
早
期
市
民
参
加
が
導
入
さ
れ
た
際
の
議
会
で
の
議
論
に
よ
れ
ば
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
権
限
を
強
化
し
て
計
画
内
容

の
積
極
的
実
現
を
目
指
す
と
い
う
こ
と
は
、
市
民
を
そ
の
た
め
に
動
員
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
市
民
を
計
画
策
定
プ
ロ
セ
ス
に

早
期
か
ら
参
加
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
点
か
ら
は
、
受
容
の
向
上
、
と
い
う
問
題
で
も
あ
る
。

こ
こ
ま
で
の
検
討
に
よ
れ
ば
、
参
加
手
続
の
民
主
化
機
能
の
内
容
と
し
て
考
え
ら
れ
る
も
の
の
う
ち
、
内
容
的
な
民
主
的
正
統
性

の
向
上
、
受
容
の
向
上
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
権
力
に
対
す
る
「
釣
り
合
い
」
は
、
そ
れ
ら
に
民
主
化
機
能
が
あ
る
と
言
え
る
と
し
て
も
、

少
な
く
と
も
同
時
に
法
治
国
原
理
の
要
請
に
応
え
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
法
治
国
原
理
の
要
請
に
応
え
て
い
る
か
ら
と

言
っ
て
、
そ
れ
が
民
主
主
義
の
観
点
か
ら
何
ら
の
意
義
も
持
た
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
参
加
手
続
に
「
民
主
化
機

能
」
と
し
か
呼
べ
な
い
部
分
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
何
な
の
か
を
探
る
こ
と
を
課
題
と
し
て
い
る
本
稿
の
立
場
か
ら
は
、

参
加
を
通
じ
た
内
容
的
正
統
性
の
向
上
や
受
容
の
向
上
な
ど
を
「
参
加
手
続
の
民
主
化
機
能
」
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
行
政
と
市
民
と
の
間
の
「
討
論
」
で
あ
る
。
都
市
建
設
促
進
法
制
定
の
際
に
は
、
再
開
発
を
行
お
う

と
す
る
ゲ
マ
イ
ン
デ
と
利
害
関
係
人
と
の
間
で
行
わ
れ
る
「
討
論
」
の
対
象
事
項
が
、
法
案
の
議
会
で
の
審
議
の
段
階
で
拡
大
さ
れ

た
。
ま
た
連
邦
建
設
法
一
九
七
六
年
改
正
に
あ
っ
て
は
、
新
た
に
導
入
さ
れ
る
早
期
市
民
参
加
に
お
い
て
市
民
に
「
意
見
表
明
の
機
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会
」
を
与
え
る
と
し
て
い
た
政
府
提
出
法
案
が
、
議
会
で
の
審
議
を
経
て
「
討
論
の
機
会
」
へ
と
修
正
さ
れ
た
。
伝
統
的
な
市
民
参

加
の
方
法
で
あ
る
縦
覧
・
意
見
（
異
議
）
申
出
手
続
に
あ
っ
て
は
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
縦
覧
に
付
し
た
計
画
案
に
対
し
て
意
見
が
提
出

さ
れ
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
そ
れ
に
対
し
て
採
否
の
回
答
を
行
う
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
一
往
復
半
」
の
や
り
取
り
に
終
わ
る
。
そ
れ
に

対
し
て
、
連
邦
建
設
法
一
九
七
六
年
改
正
で
導
入
さ
れ
た
早
期
市
民
参
加
に
お
け
る
「
討
論
」
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
「
討
論
」
で

あ
る
か
ら
に
は
、
参
加
手
続
が
行
わ
れ
る
会
場
で
の
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
担
当
者
と
参
加
者
で
あ
る
住
民
・
市
民
と
の
討
論
、
さ
ら
に

は
住
民
・
市
民
相
互
の
討
論
・
意
見
交
換
も
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

(

�)

こ
の
よ
う
な
参
加
形
態
は
、
縦
覧
手
続
と
質
的
に
異
な
る

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
行
政
手
続
が
「
議
会
の
立
法
手
続
の
補
完
」

(

�)

と
し
て
民
主
化
機
能
を
持
つ
と
言
わ
れ
る
こ

と
の
意
味
は
、
こ
の
点
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
行
政
決
定
の
民
主
的
正
統
性
を
巡
る
議
論
が
、
行
政
決
定
を
直
接
的

に
は
議
会
の
意
思
（
法
律
）
へ
拘
束
し
、
大
臣
の
対
議
会
責
任
を
通
じ
て
個
別
の
行
政
決
定
を
議
会
へ
と
結
び
付
け
、
ま
た
連
邦
議

会
に
お
い
て
選
出
さ
れ
た
連
邦
総
理
大
臣
に
よ
り
指
名
さ
れ
た
大
臣
の
人
事
権
を
通
じ
て
官
職
者[

A
m

tsw
alte

r]

の
人
的
な
民
主

的
正
統
性
を
確
保
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
議
会
に
お
け
る
公
開
の
場
で
の
討
論
を

(

�)

通
じ
て
、
実
現
さ
れ
る
べ
き
公
益
の
内
容
が

確
定
さ
れ
て
ゆ
く
と

(

�)

い
う
、
議
会
で
の
討
論
へ
の
信
頼
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
。

(

�)

社
会
に
お
け
る
利
害
関
係
が
複
雑
多
様
化
し
、

そ
の
す
べ
て
が
必
ず
し
も
十
分
に
議
会
で
代
表
さ
れ
な
く
な
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
、
議
会
で
の
討
論
が
、
問
題
の
複
雑
さ
と
比
べ
て
十

分
な
も
の
で
は
な
く
な
る
。
行
政
手
続
と
し
て
の
討
論
は
、
そ
れ
を
補
う
も
の
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
の

よ
う
な
、
市
民
と
行
政
と
の
討
論
の
機
会
の
創
出
が
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
一
九
七
〇
年
代
の
「
計
画
の
民
主
化
論
」
の
成
果
で
あ
っ

た
と
す
る
な
ら
ば
、
計
画
策
定
へ
の
市
民
参
加
の
「
民
主
主
義
的
な
機
能
」
の
固
有
の
部
分
は
、
早
期
市
民
参
加
に
お
い
て
ゲ
マ
イ

ン
デ
の
担
当
者
と
市
民
と
が
討
論
を
行
う
点
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
こ
の
こ
と
は
、
参
加
手
続
の
瑕
疵
の
効
果
規
定
か
ら
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も
窺
わ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
参
照
、
第
二
章
第
三
節)

。
縦
覧
・
意
見
提
出
手
続
の
瑕
疵
が
Ｂ
プ
ラ
ン
を
無
効
と
し
得
る
の
に

対
し
て
、
早
期
公
衆
参
加
の
瑕
疵
は
Ｂ
プ
ラ
ン
の
効
力
に
影
響
を
与
え
な
い
。
縦
覧
・
意
見
提
出
手
続
は
法
治
国
原
理
の
要
請
で
あ

り
、

(

�)
そ
れ
自
体
に
権
利
保
護
的
機
能
が
あ
る
の
で
、
そ
の
瑕
疵
が
裁
判
所
に
よ
り
Ｂ
プ
ラ
ン
の
無
効
事
由
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
そ
れ

に
対
し
て
早
期
市
民
参
加
は
、
Ｂ
プ
ラ
ン
の
民
主
性
を
高
め
る
た
め
の
手
続
装
置
で
あ
る
た
め
、
Ｂ
プ
ラ
ン
の
無
効
と
い
う
サ
ン
ク

シ
ョ
ン
で
も
っ
て
そ
の
適
正
さ
を
維
持
す
べ
き
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

市
民
・
住
民
参
加
手
続
の
「
民
主
化
機
能
」
は
、
決
定
の
受
容
を
向
上
さ
せ
る
、
決
定
内
容
の
適
正
さ
を
向
上
さ
せ
る
、
行
政
権

力
を
抑
制
す
る
と
い
っ
た
多
様
な
内
容
を
含
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
、
権
利
保
護
的
機
能
を
有
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、

法
治
国
原
理
か
ら
も
要
請
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
民
主
化
機
能
に
固
有
の
部
分
は
、｢

討
論
」
に
見
出
さ
れ
得

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

(

�)
V

g
l.

C
lau

s
D

ie
te

r
C

lasse
n
,

D
e

m
o

k
ratie

sch
e

L
e

g
itim

atio
n

im
o

ffe
n

e
n

R
e

ch
tsstaat,

2
0

0
9
,

S
.

2
9
.

(

�)

シ
ュ
ミ
ッ
ト
＝
ア
ス
マ
ン
の
民
主
主
義
論
が
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
／
ベ
ッ
ケ
ン
フ
ェ
ル
デ
の
理
論
的
出
発
点
を
共
有
し
つ
つ
、
行
政

活
動
に
と
っ
て
の
現
実
的
必
要
性
を
民
主
主
義
論
に
取
り
入
れ
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、v

g
l.

B
ry

d
e
,

D
as

D
e

m
o
-

k
ratie

p
rin

zip
d

e
s

G
ru

n
d

g
e

se
tze

s
als

O
p

tim
ie

ru
n

g
sau

fg
ab

e
,

S
.

6
8
.

(

�)
V

g
l.

S
ch

m
itt

G
lae

se
r,

V
V

D
S

tR
L

3
1
,

S
.

2
0

3
f.

(

�)
C

lasse
n
,

D
e

m
o

k
ratie

sch
e

L
e

g
itim

atio
n

im
o

ffe
n

e
n

R
e

ch
tsstaat,

S
.

3
7

ff.

は
、
法
治
国
原
理
と
民
主
制
が
、
い
ず
れ
も
、
行

政
決
定
に
広
範
な
裁
量
が
認
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
必
要
と
な
る
適
切
な
手
続
を
要
求
し
て
お
り
、
そ
の
点
で
相
互
に
補
完
的
な
関
係
に

あ
る
と
し
て
い
る
。

(

�)

拙
稿
「
ド
イ
ツ
都
市
建
設
法
に
お
け
る
行
政
と
私
人
の
協
力
（
二)

・
完
」
法
学
論
叢
一
四
七
巻
五
号
四
七
、
五
三
頁
以
下
を
参
照
。
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(

�)

角
松
生
史
「
手
続
過
程
の
公
開
と
参
加
」
磯
部
力
／
小
早
川
光
郎
／
芝
池
義
一
（
編)

『
行
政
法
の
新
構
想
Ⅱ
』(

二
〇
〇
八
）
二
八

九
、
三
〇
五
頁
以
下
を
参
照
。

(
�)
芝
池
・
前
掲
二
七
九
頁
。

(

�)
議
会
の
構
成
員
は
選
挙
に
よ
り
選
出
さ
れ
て
お
り
、
人
的
な
意
味
で
の
民
主
的
正
統
性
は
高
度
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
行
わ
れ
る
べ
き

立
法
活
動
に
対
す
る
内
容
的
準
則
は
憲
法
の
み
で
あ
り
、
必
ず
し
も
密
度
の
高
い
拘
束
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
代
わ
り

に
、
議
会
に
お
い
て
は
、
多
段
階
的
な
討
論
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。C

lasse
n
,

D
e

m
o

k
ratisch

e
L

e
g

itim
atio

n
im

o
ffe

n
e

n
R

e
ch

tsstaat,

S
.

4
1
.

(

�)
V

g
l.

W
o

lff/B
ach

o
f/S

to
b
e

r
/K

lu
th

,
V

e
rw

altu
n

g
sre

ch
t

I
�

2
9

R
n
.

1
6
.

(

�)

藤
田
・
前
掲
八
五
頁
。

(

�)
V
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＊
本
稿
は
、
二
〇
〇
九
年
二
月
二
〇
日
に
北
海
道
大
学
で
開
催
さ
れ
た
、
北
海
道
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
グ
ロ
ー
バ
ル
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ

ム
『
多
元
分
散
型
統
御
を
目
指
す
新
世
代
法
政
策
学
』
に
設
置
さ
れ
て
い
る
環
境
法
政
策
研
究
会
で
の
報
告
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

研
究
会
に
お
い
て
ご
教
示
い
た
だ
い
た
諸
先
生
方
に
お
礼
を
申
し
上
げ
る
。
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市
民
参
加
の
「
民
主
化
機
能
」
に
つ
い
て

567
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Zur Demokratisierungsfunktion

der ���������	
�������������

Takashi NODA

Einleitung

1. ���������	
�������������der �3 BauGB.

2. Entstehungsgeschite der ���������	
�������������der �3 BauGB－von

BBauG 1960 zu BBauG 1976.

3. Zweck und funktionen der Partizipation.

4. Demokratisierungsfunktion der Partizipation－zur Bedeutung der ����

���������


